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用語の定義 

 

地域 自治会・町内会レベル、小中学校区レベルなど、日常生活に密着した

コミュニティや市街地・集落のまとまりの範囲 

まちなか 地域において中心的機能を有する範囲で、地域拠点、商業系用途地域

を中心とした旧来からの中心的地区 

都心 新潟駅周辺地区、万代地区、万代島地区、古町地区を包含した区域 

都心周辺部 都心の機能を補完し、その魅力や価値を高める、基幹公共交通軸沿線

に位置する市役所周辺地区、新光町・美咲町周辺地区、鳥屋野潟南部

地区、新潟西港周辺などを包含した区域 

地域拠点 都心を除く、区役所や旧市町の中心区域を含む区の中心となる区域 

生活拠点 旧町村役場など地域レベルでの日常生活の中心区域 

機能別拠点 産業、業務、教育、人流や物流などに特化し、その機能が高度に集積

した区域 

田園 水田・河川を中心とした区域 

集落 農業集落及び一般集落 

都市づくり 全市の観点から行う取り組み 

まちづくり 地域の観点から、８区や地域で行う取り組み 

   

 

 

（注）この用語の定義は、新潟市都市計画基本方針において使用する場合の定義であり、 

一般的な定義と異なる部分もあります。 

     また、上記のほか、用語の解説を巻末（参考-１～）に掲載しています。 
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第１章 

 

目的と位置づけ 
 

 

 

 

 

本章では、都市計画基本方針の「目的」や「位置づけ」、目標年次や対象区域とい

った「基本条件」などを示します。 
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１－１ 目的 

 

本市では、2008 年（平成 20 年）に策定したこれまでの都市計画基本方針より、人口・経

済の成長を前提とした市街地の拡大路線の都市づくりから、自然・田園と調和したまとまり

ある市街地を目指す方向へと大きく舵を切り、その取り組みを進めてきました。 

その後の本市を含む国全体で急速に進む人口減少・少子高齢化や激甚化・頻発化する自然

災害などをはじめとする、社会経済情勢の変化に今後も対応していくためには、市民や事業

者などの多様な主体と連携して都市づくりを進めることが不可欠です。 
このため、新潟市都市計画基本方針は、本市を取り巻く状況やその特徴を踏まえた長期的

な見通しのもと、目指す都市の将来像を示し、都市づくりを進める上での総合的な指針とし

て、都市の持続的な発展と市民が暮らしやすさを実感できる都市の実現を目指すことを目的

とします。 

 

１－２ 位置づけ 

 

都市計画基本方針は、都市計画法第 18 条の２の規定に基づく都市計画の基本的な方針とし

て定めるものであり、都市計画の決定や都市計画に関する事業などの具体の都市づくりはこ

の都市計画基本方針に即して進めていくこととなります。 

策定にあたっては、本市の最上位計画である新潟市総合計画と、都市計画の広域計画であ

る新潟県が定める新潟都市計画区域マスタープランに即すとともに、本市の都市づくりに関

わる各種計画と整合・連携して定めます。 

都市計画基本方針の目的達成に向けて、様々な分野が連携を図りながら総合的な都市づく

りを推進するため、道路・公園などをはじめとした都市空間整備に関する分野のほか、産業、

防災、環境などの取り組みも考慮しながら、都市づくりの方向性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 

都市計画基本方針の位

置づけ 



  第１章 目的と位置づけ 

6 
 

１－３ 基本条件 

 

（１）目標年次                                

都市計画基本方針は、都市づくりに関わる各分野における、今後の都市整備などの進め

方の指針となるべく、概ね 20 年後の都市の姿を展望したうえで、10 年後の 2032 年度（令

和 14 年度）を目標年次とします。 

なお、本市を取り巻く状況は様々な要因により変化していく可能性があることから、現

時点での方向性を示しつつ、大きな社会経済情勢の変化などにより、必要に応じて見直し

を図ります。 

 

 

（２）対象とする区域                             

対象区域は本市の行政区域全域とします。 

 
 

（３）想定する人口規模                            

想定する人口は新潟県の新潟都市計画区域マスタープランに即し、2015 年（平成 27 年）

国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の推計人口から、2030 年は約 769 千人、

2040 年は約 719 千人と想定しています。 

 
 
（４）都市計画によるまちづくりの基本姿勢                   

本市では、地域のことは地域自らが考え、自らが行動する分権型政令市をつくるため、

市民自治の基本となる「新潟市自治基本条例」の制定や、区自治協議会の設置をはじめ、

地域力や市民力を引き出す取り組みを進めるなど、市民が市政に主体的に参画するための

環境づくりを進めてきました。 

まちづくりは、行政だけでなく市民・ＮＰＯ・関係団体や事業者などの多様な担い手が、

より住みよいまちにするための活動をそれぞれの立場で役割分担し、連携しながら進めて

いくことが不可欠です。都市計画基本方針の進める方向性や目指す都市の将来像を共有し、

それぞれの担い手が連携・協働してまちづくりを進めていくことを目指します。 

また、都市計画行政においても、都市計画に関わる方針や施策の立案から推進まで、市

民の参画機会を確保するとともに市民に開かれた意思決定の仕組みづくりを行いながら、

取り組みを進めていきます。 
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１－４ 構成 

 

都市計画基本方針の構成は、以下の通りです。 

 

●導入部分（第１章、第２章） 「導入部分」では、都市計画基本方針の目的や位置づけ、

本市の現状や課題とともに今後の都市づくりの視点を示します。 

 

●全体構想（第３章、第４章） 

 「全体構想」では、市全域を対象として、長期的な展望を見据えた都市づくりにおける

基本的な考え方（理念）、都市の将来像及び都市・地域づくりの方針を示します。 

 

●区別構想（第５章） 

 「区別構想」では、各行政区を対象として、広域的な視点に立った区の将来像と区づく

りの方向性を示します。 

 

●運用・推進方策（第６章） 

 「運用・推進方策」では、全体構想で掲げる将来像を実現するための取り組みや都市づ

くりの進捗管理の方策などを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 都市計画基本方針の構成 
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第２章 

 

都市づくりの視点 
 

 

 

 

 

本章では、「本市の概要」及び「都市づくりの視点」として、本市を取り巻く状況

（現状と課題）をデータとともに示します。また、それらの社会経済情勢の変化

を踏まえた今後の都市づくりの視点を整理します。 
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２－１ 新潟市の概要 

 

（１）位置及び地勢                             

○本市は、本州日本海側のほぼ中央に位置し、東京圏からは約 250km、名古屋圏からは約

350km、大阪圏からは約 500km の距離に位置しています。 

○市域は面積 726.27 ㎢で、東西 42.5km、南北 37.9km となっています。 

○信濃川・阿賀野川の河口にまたがり、地形は概ね平坦で海抜が低い範囲が広いですが、

海岸部に連なる新潟砂丘がわずかに高台をなしているほか、南東側には新津丘陵、南

西側には角田山などの里山も存在します。 
○日本海、大小の河川、福島潟、鳥屋野潟、ラムサール条約登録湿地である佐潟など、

多くの水辺空間に恵まれています。 
○市域の地質の大部分は沖積層からなり、軟弱な粘性土及び砂質土によって形成されて

います。 
 
（２）沿革や地域の個性                           

○北前船の寄港地ともなっていた日本海海運の拠点であった新潟湊と、現在の市域の大

半を占める田園地域、新津や葛塚、巻などそれぞれ異なる成り立ちをもつ町が支えあ

いながら発展してきました。 
○2005 年（平成 17 年）の 14 市町村の合併などを経て、2007 年（平成 19 年）に本州日

本海側初の政令指定都市となった本市は、国際空港や国際拠点港湾、新幹線、高速道

路網が整備された国内外とつながる交通・物流の拠点性とともに、８つの区のそれぞ

れの地域における多様な歴史・文化や個性を併せ持っています。 
○2011 年（平成 23 年）には、一体の都市として総合的なまちづくりを図るため、それま

で都市計画区域外であった区域を含め、市域をひとつの都市計画区域として再編して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 近世の在郷町 （図中の○）  資料：新潟市 
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表 旧市町村のまちの特性・個性・成り立ちなど 

旧市町村 特性・個性・成り立ちなど 旧市町村 特性・個性・成り立ちなど 

新潟市 開港五港、みなとまち、信濃川、鳥

屋野潟、佐潟、国際空港、国際港湾 岩室村 北国街道の宿場町、観光と温泉

のまち 

新津市 鉄道のまち、石油のまち、バイオリ

サーチパーク、新津丘陵 西川町 長岡藩代官所、鎧潟、水田地帯 

白根市 
宿場町、鉄器・繊維・仏壇産業、フ

ルーツのまち（桃・ぶどう・梨）、

大凧 
味方村 笹川邸、大凧、水田地帯 

豊栄市 
葛塚縞、福島潟、葛塚蒸気（新井郷

川、阿賀野川、通船川経由）、新潟

東港 
潟東村 鎧潟、水田地帯 

小須戸町 航路の中継地（新潟－三条）、小須

戸縞、花き・花木（ボケ） 月潟村 果樹（梨）、月潟鎌、角兵衛獅子

（伝統芸能） 

横越町 
水上交通の拠点（阿賀野川）、米・

果樹・野菜・チューリップ、北方文

化博物館 
中之口村 果樹（梨・ぶどう・桃）、金属加

工業 

亀田町 亀田郷の中心、市場のまち・商業の

まち・織物のまち 巻町 
西蒲原の中心地、柿団地、日本

海と角田山（国定公園）、国県の

出先機関 
 資料：市町村合併時資料「市町村の沿革」 

 

 

 
  

図 平成 17 年の広域合併前の旧市町村の位置図 
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２－２ 都市づくりの視点 

 

今後の都市づくりにおいては、本格的な人口減少社会の到来や今後の社会情勢の変化と

いった長期的な展望のもと、「コンパクト・プラス・ネットワーク」という改定前の都市計

画基本方針のビジョン（考え方）を引き継ぎながら、本市を取り巻く時代の変化に対応で

きるよう、新たな視点を取り入れていく必要があります。 

そのため、社会経済情勢の変化を踏まえ、本市の現状と課題について、データとともに

示し、今後の都市づくりにおいて必要となる視点を整理します。 
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（１） 人口減少、少子・高齢化                         
 

[現状と課題] 

○本市の人口は本格的な減少局面に入っており、今後も人口減少とともに、少子・高齢化

が進んでいくと推計されています。また、家族形態の変化などを背景に、当面、世帯数

は増加を続ける推計となっています。そのような人口減少社会に適応できる都市づくり

を進める必要があります。 

○東京圏への転出超過が増加傾向で推移しており、転出者を減少させ、転入者を増加させ

る、人口減少を和らげる活力あふれる都市づくりを進める必要があります。 

 

 

 

  

[現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

➢人口減少社会への適応 

➢人口減少を和らげる 
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（ａ）人口・世帯数の推移 

○総人口は 2015 年（平成 17 年）をピークに減少しており、今後も減少する推計とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○世帯数は 2025 年（令和７年）まで増加すると推計されています。 

○単身世帯や２人世帯の増加に伴い、平均世帯人員は減少を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 世帯数の推移・推計 

 資料：実績は国勢調査 

（令和２年）、 

推計は国勢調査 

（平成 27 年）を 

もとに、世帯主率 

法で推計 

 

図 年齢３区分別の 

人口推移・推計 

 資料：実績は国勢調査 

（令和２年）、 

推計は国立社会保 

障・人口問題研究所 

（平成 30 年） 

図 世帯人員別一般 

世帯数・平均世 

帯人員の推移 

 資料：国勢調査（令和２年） 
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（ｂ）人口動態 

○本格的な人口減少局面となっており、特に自然減による減少幅が大きくなっていま

す。社会動態については東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の感染拡大など

の社会的な事由により増加に転じている年も確認できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○東京圏への転出超過が増加傾向で推移していましたが、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大に伴い、2020 年（令和２年）の社会動態は増加に転じ、人口の減少幅

は縮小しました。 

 
  

図 人口動態の推移 資料：新潟県人口移動調査（令和３年） 

※前年 10 月～当年 9月までを集計（例：H22 は H21.10.1～H22.9.30 の１年間の集計） 

東日本大震災 

新型コロナウイルス感染拡大 

図 東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に対する転入・転出の推移 

 資料：新潟県人口移動調査（令和３年） 

※前年 10 月～当年 9月までを集計（例：H22 は H21.10.1～H22.9.30 の１年間の集計） 
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（ｃ）人口の分布 

○中央区・東区・西区の市街地を中心に人口が集積しています。 

○国道・県道や鉄道の沿線などにも比較的多くの人口が分布しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｄ）人口増減 

○市街化区域内でも人口が減少しており、古くからの市街地で減少が顕著となってい

る一方で、市街化区域内の縁辺部において人口が増加している地区もあります。 

○市街化調整区域（田園集落）の多くでは人口が減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 人口増減（平成 27-平成 22 年） 資料：国勢調査（250m メッシュ） 

図 人口の分布（平成 27 年） 資料：国勢調査（250m メッシュ） 

人口増減数（250m メッシュあたり/H27-H22） 

人口（250m メッシュあたり） 
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（ｅ）ＤＩＤ・夜間人口分布 

○市街化区域内でＤＩＤが広がっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○夜間人口の分布では、都心など、一部の地域における過密状態が改善されています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
（ｆ）ＤＩＤ面積とＤＩＤ人口密度 

○ＤＩＤの面積は近年、緩やかに増加傾向で推移しています。 

○ＤＩＤ人口密度は、1980 年（昭和 55年）以降、ほぼ横ばいとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 ＤＩＤの面積と人口密度の推移 資料：国勢調査（令和２年） 

 

図 ＤＩＤの変遷 

 資料：国勢調査 

（平成 27 年） 

 

︓S45 時点で DID ではなかったが、
H17 時点で DID となっていた区域

︓H17 時点で DID ではなかったが、
H27 時点で DID となった区域 

図 夜間人口分布の経年変化 資料：都市構造可視化計画「人口分布の経年変化」（国勢調査） 

S45 H17 H27 
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（２） 持続可能な都市づくり                         

[現状と課題] 

○2015 年の国連サミットにおいて、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目

標である「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が採択されました。ＳＤＧｓは持続可能な

世界を実現するための 17 の目標と 169 のターゲットを掲げており、地球上の誰一人とし

て取り残さないことを誓っています。本市は 2022 年（令和４年）５月、「都市と田園の

好循環」をテーマとした提案によりＳＤＧｓ未来都市に選定されており、ＳＤＧｓ達成

に貢献する取り組みを加速していく必要があります。 

○気候変動に伴う自然災害が顕著となり、そのリスク低減のためにも環境問題への配慮や

脱炭素社会の実現が求められているなか、本市は 2050 年までに二酸化炭素の排出量を実

質ゼロとする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しています。本市における二

酸化炭素排出量は減少傾向で推移していますが、その実現に向けた取り組みをさらに進

める必要があります。 

○本市の市街化区域の面積は近年ほぼ横ばいで推移しています。国・県が示すコンパクト

な都市を目指す方向性を踏まえ、これまで進めてきた「コンパクト・プラス・ネットワ

ーク」の都市づくりをさらに推進するため、本市の特徴である、市街地と広大な田園・

豊かな自然が調和・共存している関係性を将来に渡って適切に維持する必要があります。 

○市街化区域（居住誘導区域）への緩やかな居住誘導が進んでいる一方で、市街化調整区

域では人口減少が顕著となっており、田園・自然を支える集落を維持・活性化する必要

があります。 

○利便性の高い道路ネットワークが構築されている一方で、公共交通でカバーされていな

い地域などが存在しており、他都市圏と比べて自動車利用率が高くなっています。地域

ごとの特性に合わせた多様な移動手段の充実と持続可能なネットワークを構築する必要

があります。 

○社会保障費の増加が今後も懸念されるほか、都市インフラの改修費用の増大など、本市

の財政状況はより厳しくなることが想定されています。限られた財源の中、建築物や道

路、下水道などの既存の都市ストックを効率的・効果的に維持し、最大限使いこなすな

ど、都市経営的な視点を持った都市づくりが求められています。また、国の審議会から

は、地方公共団体が管理する道路施設（特に橋りょうなど）について、利用状況などを

踏まえ、集約化・撤去を進め、管理施設数を削減すべきと意見が出されており、本市に

おいてもその検討をする必要があります。 

○情報社会の次に続く、人中心の新たな社会として「Society5.0」の実現に向けた取り組

みが求められているなか、都市計画分野においてもスマートシティやＭａａＳに代表さ

れるような、ＩＣＴなどの新技術や官民各種のデータを活用した、人に寄り添ったサー

ビスの提供やマネジメントを推進する必要があります。 
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[現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

➢ＳＤＧｓ 

➢脱炭素社会、ゼロカーボンシティ 

➢コンパクト・プラス・ネットワーク 

➢田園・自然と市街地の共生 

➢都市経営的な視点、都市ストックを使いこなす 

➢Society5.0 

図 ＳＤＧｓが掲げる１７の目標 

図 二酸化炭素の排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」のイメージ 

 資料：環境省ホームページ 
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（ａ）環境 

①二酸化炭素排出量 

○市域から排出される二酸化炭素排出量は 2013（平成 25）年度をピークに、減少傾

向が続いており、主に産業部門、家庭部門、業務部門が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 市域から排出される二酸化炭素排出量の推移 

 資料：新潟市 
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（ｂ）土地利用 

①土地利用現況 

○都市的土地利用が約３割、自然的土地利用が約７割となっており、市街地が田園・

自然に包まれた都市となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②市街化区域・市街化調整区域 

○市街化区域の面積は市町村合併や 2011 年（平成 23 年）の都市計画区域の見直し（線

引き全体見直し）を機に増加しましたが、近年はほぼ横ばいとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

図 土地利用現況 
資料：都市計画基礎調査 

（平成 30 年度） 

2001 年：黒埼町と合併 

2005 年：近隣 13市町村と合併 

2011 年：都市計画区域の見直し 
（線引き全体見直し） 

図 市街化区域面積の推移 資料：新潟市 
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○市街化区域の人口は増加していますが、市街化調整区域の人口は減少しています。 

○市街化区域の世帯数は増加傾向となっており、市街化調整区域の世帯数も緩やかに

増加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市街化区域の面積割合・人口割合は他政令市と比較すると低くなっています。 

 （田園集落を含む市街化調整区域の面積・人口の割合が高くなっています。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 行政区域に占める 

市街化区域の面積 

の割合（政令市比較） 

資料：都市計画現況調査 

（令和２年） 

図 市人口に占める 

市街化区域内人口 

の割合（政令市比較） 

資料：都市計画現況調査 

（令和２年） 

図 市街化区域・市街化調整区域に 

おける人口の推移 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

図 市街化区域・市街化調整区域に 

おける世帯数の推移 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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③居住誘導区域内の人口 

○市全体の人口は減少傾向の中、居住誘導区域内における居住人口は緩やかに増減し

ており、市全体の人口に占める居住誘導区域内人口の割合は増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④田園集落づくり制度※ 

○田園集落における建築条件を緩和する、新潟市開発行為等の許可の基準に関する条

例（平成 25 年条例第 66号。2014 年（平成 26 年）1 月施行）の年度別の実績は概

ね横ばいで推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

居住誘導区域内の割合 
Ｈ22 比で 1.8％ 増加 

居住誘導区域内の人口 
Ｈ22 と同程度 

図 条例の制度活用件数の推移 資料：新潟市（令和２年度） 

※田園集落づくり制度は本市独自の制度名称 

新潟市人口 
Ｈ22 比で約２万人 減少 

図 居住誘導区域内の人口推移 資料：新潟市（各年３月末時点） 
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（ｃ）市内の道路・交通ネットワーク 

①市内の道路ネットワークの状況 

○一般国道の平日昼間12時間交通量の全国上位10地点の中に本市の地点が複数入っ

ており、利便性の高い道路ネットワークが構築されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②市内の交通ネットワークの状況 

○人口が集積する地区では鉄道やバスなどの公共交通が概ねカバーされていますが、

公共交通の空白地帯や不便地域も存在しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国２・４・７位 

図 一般国道の平日昼間 12 時間交通量の全国上位 10 地点 

※一般国道の有料区間を除く。また、１路線につき１区間のみ対象とした 

資料：全国道路・街路交通情勢調査（平成 27 年） 

図 公共交通のネットワークと利用圏  

資料：国勢調査（平成 27 年）、国土数値情報 
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②公共交通カバー人口率・交通分担率 

○公共交通利用圏域の人口率は区によってばらつきがあり、北区が著しく低くなって

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○他都市圏と比べると、バス交通の分担率は同程度ですが、公共交通全体の分担率と

しては低く、自動車利用率が高くなっています。また、自転車の分担率も低くなっ

ています。 

  

図 新潟市民の交通分担率の推移 

資料：新潟市内都市交通特性調査（H28） 

図 交通分担率の他都市圏との比較 

資料：新潟市内都市交通特性調査（H28）、 

全国都市交通特性調査（H27） 
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7.5

15.4

15.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成

23年

平成

28年

鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩

5.4％

5.8％

2.7

28.5

4.3

3.1

2.3

3.1

71.0

31.5

58.8

0.6

2.2

2.7

7.5

14.1

13.4

15.0

21.3

17.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28新潟市

H27三大都市圏

H27地方都市圏

鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩

5.8％

30.8％

7.4％

図 区別公共交通カバー人口率の推移 

資料：にいがた都市交通戦略プラン（2019 年） 

 ※公共交通利用圏域：バス停から 300m、鉄道駅から 500m の圏域 

全市で 

90%超 
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（ｄ）都市経営 

①公共施設などの分布、公共施設の人口１人あたり保有面積 

○公共・公益施設が駅周辺や主な国県道沿いなどを中心に、広く分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公共施設の人口１人あたり保有面積は政令市で最大となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共・公益施設の分布 

資料：都市計画基礎調査（平成 28 年度） 

凡例 

：行政施設 

：介護福祉施設 

：子育て支援施設 

：商業施設 

：医療施設 

：金融施設 

：教育施設 

：文化・交流施設 

：その他施設 

図 人口１人あたりの公共施設保有面積（公営住宅除く） 

（政令市比較） 

資料：新潟市財産経営推進計画 

政令市１位 
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②本市の歳入・歳出の状況 

○歳入について、市税の伸びはほぼ横ばいとなっています。（2018 年度（平成 30 年

度）の税源移譲の影響は除く。） 

○歳出について、少子・高齢化の進展に伴い、社会保障などにかかる扶助費が増大す

るなど、財政構造の硬直化が懸念されています。 

○2020 年度（令和２年度）の歳入・歳出ともに、新型コロナウイルス感染症対策の

影響により大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出 

歳入 

図 新潟市歳入歳出の推移（普通会計決算） 資料：新潟市 

H20 比で

約1.8倍 

義務教員人件費の

権限移譲による増 
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③公共施設などの将来必要費用の推計 

○公共施設の約３割が昭和 50 年代（1975 年から 1984 年）に整備されており、築後

40 年近く経過しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路・橋りょうの多くは昭和 30 年代の高度経済成長期の始まりを境に、集中的に

整備されてきたため、今後、ほぼ同時期に老朽化が進行することが予測されます。 

○昭和 50 年代中頃から、宅地化の進行に伴い、管路整備を進めてきたため、今後、

老朽化した管路の急激な増加が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 道路・橋りょう等の施設数 
（数量、施設規模） 

資料：新潟市（令和元年度末） 

図 築年別公共 
施設の整備状況 

資料：新潟市 

図 整備後 50 年超過する 
橋りょうの割合 

資料：新潟市（令和元年度） 

図 下水道管路の年度別 
整備延長 

資料：新潟市（令和元年度末） 
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（３） グローバル経済への対応                         

[現状と課題] 

○経済活動のグローバル化により、国内の都市間競争のみならず、国際競争が激しくなっ

ています。国際拠点港湾や拠点空港などを有し、アジアや首都圏など、国内外への人流・

物流のネットワークを持つ本市にとってこの変化は、その優位性を活かすチャンスでも

あります。港湾・空港のほか、新幹線や高速道路網といった広域交通基盤の機能強化と

更なる拠点性の向上を図る必要があります。 

○本市の製造品出荷額などは概ね横ばいで推移しています。地域独自の産業や新潟発の内

発的な産業の育成、企業誘致など、都市の活力を維持・創出していくため、国内外から

就業やビジネスの場として選ばれる都市となる必要があります。 

○豊かな食、地域ごとの歴史や文化、自然など、本市は様々な魅力を有していますが、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により観光客数は大幅に減少しました。本市

の強みや魅力を活かし、観光や交流の場として選ばれる都市となる必要があります。 

○本市の魅力の一つである豊かな食を支える農業について、水田面積や農業産出額は全国

で上位となっていますが、農家数は減少傾向となっています。国家戦略特区制度の活用

やスマート農業など取り組みにより、持続可能な農業を構築する必要があります。 

 
 

 
  [現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

➢拠点性（産業、就業、交流人口） 

➢選ばれる都市 
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（ａ）広域交通ネットワーク 

①広域交通網の状況 

○国際拠点港湾や拠点空港をはじめ、新幹線や高速道路など、国内外とつながる広域

交通ネットワークを有しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

②新潟港の外貿コンテナ取扱量 

○外貿コンテナ取扱量は横ばいで推移しており、新型コロナウイルス感染症の感染が

拡大した 2020 年（令和２年）以降は減少に転じています。 

○外貿コンテナ取扱量は本州日本海側最大となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③新潟空港の利用者数 

○新潟空港の利用者数は近年、増加傾向で推移してきましたが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い、2020 年度（令和２年度）以降は大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 新潟港の外貿コンテナ取扱量の推移 

資料：港湾調査（令和３年） 

図 本州日本海側外貿コンテナ取扱量 

資料：港湾調査（令和３年） 

東日本大震災 

図 本市の広域交通網の概要 

・空    港：新潟空港（拠点空港） 

・港    湾：新潟港（国際拠点港湾） 

・新 幹 線：上越新幹線 

・鉄    道：５路線（28 駅） 

・高速道路：３路線（日本海東北、磐越、北陸） 

・ｽﾏｰﾄＩＣ：４箇所（R2.3 時点で全国 1位） 

・国    道：13 路線 

図 新潟空港利用者数の 

推移 

 資料：新潟空港利用状況 

    （令和３年度） 
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（ｂ）産業 

①産業別就業者割合、第３次産業従業者の分布 

○産業別就業者数の割合は、第１・２次産業が減少し、第３次産業が増加しています。 

○第３次産業の従事者は都心に多く集積しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②製造品出荷額、小売業の年間商品販売額 

○製造品の出荷額は概ね１兆円前後で推移しています。 

○小売業の年間商品販売額は概ね９千億円前後で推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 産業別就業者割合の推移 資料：国勢調査（平成 27 年） 

図 製造品出荷額の推移 

資料：工業統計調査（令和２年）、 

経済センサス（平成 28 年） 

図 小売業の年間商品販売額推移 

資料：商業統計（平成 19 年）、 

経済センサス（平成 28 年） 

図 第３次産業従事者の分布 

（平成 26年） 

 資料：都市構造可視化計画 

「３次産業の密度」 

（経済センサス） 
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③観光入込客数 

○本市は歴史や文化、自然、都市型観光など多様な観光資源を有しています。 

観光入込客数は概ね 1,900 万人前後で推移していましたが、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大の影響により大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④農家数、水田面積、農業産出額 

○自給農家数は 20 年前と比べると増加したものの近年は減少に転じており、農家数

全体は減少傾向となっています。 

○水田面積は全国市町村で最大であり、農業算出額も上位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 農業産出額（全国上位５市町村） 

資料：市町村別農業算出額（令和２年） 

図 農家数の推移 

資料：農林業センサス（2020 年） 

図 観光入込客数の推移 

資料：新潟県観光入込客統計調査 

   （令和２年） 

※2010.1～3月分は旧基準に 

基づき試算した数値 

図 水田面積（全国上位５市町村） 

 資料：面積調査（令和３年） 

全国５位 

全国１位 
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（４） 価値観の多様化                            

[現状と課題] 

○社会が急速に成長する時代から、安定した成長を続ける成熟型社会へと移行しているな

か、市民の価値観もこれまでの物質的な豊かさから、精神的・心の豊かさを重視する傾

向に変化しており、ライフスタイルの面でも、働き方や住まい方に対する考え方の変化

や、趣味や余暇活動などを重視する傾向など、価値観やニーズが多様化しています。 

○さらに、2020 年（令和２年）初頭から国内でも拡大した新型コロナウイルス感染症の世

界的な流行は、都市における働き方や住まい方に大きな変化をもたらす契機となりまし

た。テレワークの普及などにより働く場所・住む場所の選択肢が広がるとともに、オフ

ィスや住宅、都市空間に要求される機能・環境にも変化が生じています。ゆとりあるオ

ープンスペースや快適なオフィス環境の確保、郊外・田園居住や二地域居住のニーズ、

在宅勤務に適した住環境の整備など、様々な社会情勢の変化に柔軟に対応できる環境を

つくる必要があります。 

○管理不全の空き家の増加による住環境の悪化など、複雑化・多様化する地域課題に対応

し、暮らしやすい地域をつくっていくためには、それぞれの地域ごとの状況や課題に応

じた、きめ細かなまちづくりを多様な関係者と公民連携で進める必要があります。 

○豊かな田園・自然と都市が共生している都市構造、保育所や特別養護老人ホームの整備

状況や住宅の広さや所有状況など、本市の暮らしやすさの特徴や強みを活かす必要があ

ります。 

○市政世論調査の結果から、市民が居住地への不満を感じている点（居住地として求める

点）として、「公共交通の利便性」「食料品、日用品等の買い物の利便性」などが高い状

況であり、それらのニーズに対応できる都市づくりを進める必要があります。 

○人口が減少し、単身世帯が増加する中、誰もが暮らしやすいまちとしていくため、高齢

者、子どもたち、障がいを抱える方々、外国人など、地域に暮らす全ての人々と支えあ

って暮らすことができる「共生社会」を目指す必要があります。 
 
  

  

[現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

 ➢多様な価値観・ニーズ 
➢新しい働き方・住まい方 

➢公民連携・協働 

➢きめ細かなまちづくり 

➢共生社会 



  第２章 都市づくりの視点 

33 
 

（ａ）子どものいる夫婦の共働き率、０～４歳人口１千人あたり保育・教育施設数 

○子どものいる夫婦の共働き率は政令市で最も高く、０～４歳人口１千人あたりの保

育・教育施設数も政令市で上位となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）高齢者人口１万人あたりの特別養護老人ホーム定員数 

○高齢者人口１万人あたりの特別養護老人ホームの定員数は政令市で上位となって 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 子どものいる夫婦の共働き率（政令市上位５市） 

 資料：国勢調査（平成 27 年） 

図 高齢者人口 1 万人あたりの特別養護老人ホーム定員数（政令市上位５市） 

資料：介護サービス施設・事業所調査（令和２年）、国勢調査（令和２年） 

政令市２位 

政令市１位 

図 ０～４歳人口１千人あたりの保育・教育施設数（政令市上位５市） 

資料：大都市比較統計年表（令和２年）、国勢調査（令和２年） 

政令市４位 
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（ｃ）空き家数・空き家率 

○空き家数は増加傾向で推移しており、空き家率も５年前と比べると増加しています。 

○その他の空き家（二次的住宅や賃貸用、売却用ではないもの）は戸数・率ともに 

ほぼ横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（ｄ）持ち家率、１住宅あたりの延べ面積 

○持ち家率、１住宅あたりの延べ面積は政令市で１位となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜用語の定義＞ 

空き家： 

二次的住宅、賃貸用の住宅、売却用の住宅及びその他

の住宅 

二次的住宅： 

週末や休暇時に使用される住宅で、普段は人が住んで

いない住宅や、普段住んでいる住宅とは別に、たまに

寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅： 

新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になってい

る住宅 

売却用の住宅： 

新築・中古を問わず、売却のために空き家になってい

る住宅 

その他の住宅： 

上記以外の人が住んでいない住宅（放置されている空

き家や建て替えのために取り壊し予定の住宅など） 

図 持ち家率（政令市上位５市） 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30 年） 

図 １住宅当たりの延床面積（政令市上位５市） 

資料：住宅・土地統計調査（平成 30 年） 

図 区ごとのその他の住宅（空き家）数の推移 資料：住宅・土地統計調査（平成 30 年） 

政令市１位 政令市１位 

図 空き家数及び 

空き家率の推移 

 資料：住宅・土地統計調査 

    （平成 30 年） 
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（ｅ）都市公園などの面積 

○都市公園などの面積・市民１人あたり面積は年々増えてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 都市公園などの面積・市民１人あたり面積の推移 

 資料：新潟市（令和２年度） 
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（ｆ）市政世論調査（居住地についての不満や意向） 

○現在の住まいに不満を感じている項目は、「公共交通の利便性」が約 4 割と最も高

く、「食料品、日用品等の買い物の利便性」「飲食店の充実度」と続きました。 

○居住地を選ぶ際に重視したい項目は、「食料品、日用品等の買い物の利便性」が 5

割を超え最も高く、「公共交通の利便性」「医療・福祉施設の充実度」と続きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●居住地を選ぶ際に重視したい項目（選択肢から３つまで選んで記入） 

図 「現在の住まいに不満を感

じている項目」の回答割合 

資料：市政世論調査（令和２年度） 

   （n=2,251） 

●現在の住まいに不満を感じている項目（選択肢から３つまで選んで記入） 

図 「居住地を選ぶ際に重視し

たい項目」の回答割合 

資料：市政世論調査（令和２年度） 

   （n=2,251） 
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（５） 激甚化・頻発化する自然災害                      

[現状と課題] 

○本市は地盤が低く平坦な地形が広がっていることや、流域面積の広い河川と長い海岸線

を有することから、大雨による浸水などの水災害によるリスクが高い都市と言えます。 

○気候変動の影響による雨の降り方の変化や海面水位の上昇により、水災害が激甚化・頻

発化するなか、水災害リスクに対し、堤防整備などの水災害対策の推進のみならず、土

地利用や建築物の構造の工夫、避難体制の構築など、防災・減災の視点を踏まえたまち

づくりを進める必要があります。 

○地震・津波・水害・雪害などの様々な自然災害から市民の命と暮らしを守るためには、

ハード対策のみならず、地域や市民一人ひとりの備えや防災意識に着目したソフト対策

など、これまで以上にハード・ソフトが連携した総合的な防災・減災対策が必要となり

ます。また、流域治水の取り組みのように周辺市町村や関係機関との連携がますます重

要となっています。さらに、首都圏をはじめとした各地域との連携を強化し、太平洋側

などの大規模災害に備え、国全体の強靭化に貢献する必要があります。 
  

[現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

➢安全・安心 

➢防災・減災のまちづくり 

➢周辺市町村などとの連携、国土強靭化への貢献 
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（ａ）洪水による浸水深と避難所の分布 

○低平地が広がる地域は、ほぼ全域が浸水想定区域となっています。 

○浸水想定の深さが３ｍ以上となる地区もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）津波浸水深と津波避難ビルの分布 

○沿岸部以外の低地においても浸水が想定されています。 

○津波浸水が想定される地域には、津波避難ビルが分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 津波浸水深と津波避難ビルの分布 

 資料：新潟市津波ハザードマップ（平成 29 年） 

図 洪水による浸水深と避難所の分布 

 資料：新潟市洪水ハザードマップ（平成 29 年） 
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（ｃ）津波到達時間と津波避難ビルの分布 

○沿岸・沿川部では発災から 30 分未満で津波が到達する地域が存在しますが、その

ような地域において、最寄りの津波避難ビルまで距離が離れている地域も存在して

います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
図 津波到達・浸水開始時間と津波避難ビルの分布 

資料：新潟市津波ハザードマップ（平成 29 年）を加工して作成 
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（ｄ）雨の降り方の変化 

○本市における年降水量の変化傾向は確認されない一方で、新潟県内における短時間

強雨の発生回数は増えており、雨の降り方が極端になってきています。 

○本市における年間無降水日数は 100 年で約８日増えています。 

 

  

図 新潟県内１地点あたり 

１時間 30ミリ以上の 

回数（1979～2018） 

資料：新潟地方気象台 

 

※１時間 30ミリの雨のイメージ： 

バケツをひっくり返したように 

降る雨 

※１時間 50ミリ以上の雨のイメー 

ジ：滝のように降る雨 

図 本市の年無降水日数 

の経年変化（1882～2020） 

資料：新潟地方気象台 

 

 

 

※図中の直線（赤）は長期変化傾向

（この期間の平均的な変化傾向）

を示す 

※図中の青い折れ線グラフは５年

移動平均を示す 

図 本市の年降水量の 

経年変化（1882～2020） 

資料：新潟地方気象台 

 

※図中の青い折れ線グラフは

５年移動平均を示す 
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（６） 都心まちづくりの転機                          

[現状と課題]  
○新潟駅周辺、万代地区、古町地区をつなぐ都心軸周辺は、県都の玄関口としてイメージ

を形成する、いわば「都市の顔」ともいえるエリアです。それぞれの地区の特徴や強み

を活かしたまちづくりを公民連携で進め、さらに魅力と活力あふれるエリアとする必要

があります。 

○同規模政令市などにおいては地価が上昇するなか、本市は横ばいとなっています。着々

と進む新潟駅周辺の整備により、陸の玄関口である新潟駅が約 60年ぶりにリニューアル

され、駅南北の市街地が一体化されます。また、2021 年（令和３年）９月には新潟都心

地域が都市再生緊急整備地域に指定され、周辺において民間ビルの建て替えなどの動き

も活発化してきています。それらを契機に人・モノ・情報をさらに集積させ、魅力的で

質の高い都市空間とするとともに、都心と８区とのネットワークを構築することで、都

心がけん引役となり、市全体の発展へつなげる必要があります。 

○人口が減少するなか、都心の居住人口は横ばいで推移していますが、都心軸における歩

行者通行量は減少しています。萬代橋の自動車交通量が柳都大橋・みなとトンネルへ転

換していることや国の制度改正などを背景に、居心地がよく歩きたくなる、人中心のウ

ォーカブルな空間をつくるなど、回遊性を高め、都心を一つの都市の核として賑わいを

つくる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 都市再生緊急整備地域の指定 

区域図 

 資料：新潟市 

[現状と課題から見えてくる今後の都市づくりのキーワード（視点）] 

➢都心の活力・賑わい 

➢都心と８区のネットワーク 

➢人中心のまちづくり 

➢駅周辺の整備 



  第２章 都市づくりの視点 

42 
 

（ａ）商業地の最高地価 

○同規模政令市などでは上昇傾向のなか、本市は近年横ばいとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｂ）都心の居住人口の推移 

○市の総人口は減少するなか、都心（新潟駅周辺、万代地区、古町地区）の居住 

人口は近年横ばいで推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 都心の居住人口 

の推移 

資料：新潟市 

図 同規模政令市などにおける商業地の最高価格（地価公示） 

 資料：地価公示価格（令和３年） 

図 都心周辺の居住人口の分布 

資料：国勢調査（平成 27 年） 
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（ｃ）都心軸における自動車交通量 

○2002 年（平成 14 年）の柳都大橋・みなとトンネルの開通以後、萬代橋の自動車交

通量が柳都大橋などへ年々転換しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｄ）都心における歩行者通行量 

○都心における歩行者通行量は減少傾向で推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 新潟市中心市街地の 

歩行者通行量の推移 

 

資料：新潟市商店街連盟 

商店街歩行者通行量 

調査（令和３年） 

2002 年 柳都大橋・みなとトンネル開通 

図 都心軸（萬代橋）の 

交通量の推移 

資料：新潟市 

スクリーンライン調査 

（令和３年） 
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（７） 今後の都市づくりの視点の整理                     

本章（１）～（６）で示した、本市を取り巻く状況（現状と課題）と今後の都市づくりの

キーワードを一覧で整理します。 

本市を取り巻く状況（現状と課題） 
今後の都市づくりの 

キーワード 

(1) 

人口減少、 

少子・高齢化

◦人口は2015年をピークに本格的な減少局面に入ってお

り、特に自然減による減少幅が大きくなっています。 

◦世帯数は 2025 年まで増加すると推計される一方、平均

世帯人員数は減少を続けています。 

◦市街化調整区域や古くからの市街地などで人口減少が

顕著となっています。 

➢人口減少社会への適応 

➢人口減少を和らげる 

 

(2) 

持続可能な 

都市づくり 

◦CO２排出量は 2013 年以降、減少傾向を続けています。 

◦市街地が田園・自然に包まれた都市構造となっています

◦居住誘導区域への緩やかな居住誘導が進んでいます。 

◦公共交通の空白地帯や不便地域が存在しています。 

◦利便性の高い道路ネットワークが構築されています。 

◦公共施設の１人あたり保有面積は政令市で最大です。 

➢ＳＤＧｓ 

➢脱炭素、ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝｼﾃｨ 

➢ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾌﾟﾗｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ 

➢田園・自然と市街地の共生

➢都市経営的な視点、都市 

ｽﾄｯｸを使いこなす 

➢Society5.0 

(3) 

グローバル 

化の進展 

◦国際拠点港湾や拠点空港、新幹線や高速道路など、広

域交通ネットワークを有しています。 

◦１・２次産業の就業者割合は減少傾向となっています。

◦水田面積は全国市町村で最大。農業算出額も全国市町

村で上位となっています。 

➢拠点性（産業、就業、交

流人口） 

➢選ばれる都市 

(4) 

価値観の 

多様化 

◦0～4 歳人口あたりの保育・教育施設数、持ち家率など

が政令市の中で上位となっています。 

◦空き家数は増加傾向で推移しており、空き家率も５年

前と比べると増加しています。 

◦市政世論調査では、居住地について不満に感じている

項目は、「公共交通の利便性」が最も高く、「買い物の

利便性」「飲食店の充実度」が続いています。 

➢多様な価値観・ﾆｰｽﾞ 

➢新しい働き方・住まい方 

➢公民連携・協働 

➢きめ細かなまちづくり 

➢共生社会 

(5) 

激甚化・頻発

化する自然

災害 

◦市内の低平地が広がる地域のほぼ全域が洪水による浸

水想定区域となっています。 

◦沿岸部以外でも津波による浸水が想定されています。 

◦沿岸・沿川部では発災から 30 分未満で津波到達が予想

されている地域も存在しています。 

◦短時間強雨の発生回数が多くなるなど、雨の降り方が

変化してきています。 

➢安全・安心 

➢防災・減災のまちづくり 

➢周辺市町村との連携、国

土強靭化への貢献 

 

(6) 

都心まちづ 

くりの転機 

◦商業地の最高地価は同規模政令市などが上昇している

なか、横ばいとなっています。 

◦都心の居住人口は横ばいとなっていますが、都心軸に

おける歩行者の通行量は減少しています。 

◦都心軸の自動車交通が柳都大橋などへ転換しています。

➢都心の活力・賑わい 

➢都心と８区のﾈｯﾄﾜｰｸ 

➢人中心のまちづくり 

➢駅周辺の整備 
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これまで整理した本市を取り巻く状況（現状と課題）を踏まえ、今後の都市づくりの視点

として以下の５つの視点を示します。 

 

[今後の都市づくりの視点] 

視点① 人口減少社会に適応する 

 人口や都市機能が集積した都心や地域の拠点を形成し、それらを公共交通などのネット

ワークでつなぐことで、人口減少・少子高齢化が進む社会においても生活利便性や行政サ

ービスを将来に渡って維持することを目指す、人口減少社会に適応する都市づくり 

 

 

視点② 人口減少を和らげる 

 本州日本海側において国内外をつなぐ拠点都市としての拠点性を高めるとともに、多様

な地域の個性や魅力を活かして都市活力を高めることで、ビジネスや交流・活動の場とし

て、また、住み続けたいまちとして選ばれ、人口減少を和らげる都市づくり 

 

 

視点③ 持続可能性 

 都市経営の視点を持ち、既存の都市ストックや最新技術を最大限使いこなしながら、市

街地と田園・自然の調和・共生を図ることで、ゼロカーボンシティの実現やＳＤＧｓの達

成に貢献する都市を目指す、持続可能な都市づくり 

 

 

視点④ 安全・安心（強靭化） 

 行政機関・民間事業者・地域コミュニティ・市民といった様々な主体が連携・協力しな

がら、防災力を伸ばし、都市の防災機能を高めることで、市民生活や都市活動を安心して

営むことができる安全な都市環境を目指す、強靭な都市づくり 

 

 

視点⑤ 暮らしやすさの質 

  広大で豊かな田園・自然、様々な都市機能が集積した市街地、豊かな食と農、多様な歴

史や文化など、本市の強みと暮らしやすさを活かし・伸ばすことで、高齢者・子どもたち・

障がいを抱える方々・外国人など、誰もが安心して心豊かに暮らし続けることができる都

市づくり 
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第３章 

 

都市づくりの基本的な考え方（理念）と 

目指す都市の姿 
 

 

 

 

 

本章では、上位計画やこれまでの取り組み、本市を取り巻く状況（現状と課題）

及び都市づくりの視点などを踏まえ、市全域を対象として、長期的な展望を見据

えた「都市づくりの基本的な考え方（理念）」及び「目指す都市の姿」を示します。

また、都市計画基本方針が目指す方向性を視覚的に分かりやすく共有するため、

「都市の将来イメージ」を示します。 
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３－１ 都市づくりの基本的な考え方（理念） 

 

「都市づくりの基本的な考え方（理念）」について、上位計画やこれまでの取り組み、本市

を取り巻く状況及び都市づくりの視点などを踏まえ、都市全体の観点（全市レベル）から『持

続的に発展する都市』、市民の身近な暮らしを考える地域の観点（地域レベル）から『誰もが

暮らしやすい個性ある地域』、の２つの理念を掲げます。 

 

 

○全市レベル 
    持続的に発展する都市 

○地域レベル 
    誰もが暮らしやすい個性ある地域 
 

 

○持続的に発展する都市 

本市が持続的に発展していくためには、市民が誇りと愛着を持ち続けることができる、

新潟ならではの個性の充実を図ることと、都市経営の視点を持ちながら、本州日本海側

唯一の政令市として、都市の活力の維持・向上と、自然環境との共生を保ち続けること

が必要です。 

 安全・安心の土台をより強固なものとし、歴史や文化、広大で美しい田園、豊かな自

然などの本市の財産を守り育むとともに、国内外とつながる都市基盤などを活かし、都

市の活力と魅力を高めることで、日本海側の拠点都市として持続的に発展する都市づく

りを進めます。 

 

○誰もが暮らしやすい個性ある地域 

 地域が市民生活の基盤として成り立つためには、地域の中で暮らしに必要なサービス

機能が集積・充実していることと、地域の歴史や文化など、それぞれの地域の個性が住

民の暮らしと結び付きながら発揮されていくことが必要です。 

 それぞれの地域の個性や強みを守り・活かしながら、地域の拠点や日常生活の拠点の

機能の維持・充実、地域間の連携・交流の促進を図るとともに、身近な住環境の安全・

安心や快適性を高めていくことで、誰もが暮らしやすい個性ある地域づくりを進めます。 
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３－２ 目指す都市の姿 

 

 都市づくりの基本的な考え方（理念）のもと、本市が目指す都市の姿を『市街地と田園・

自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連携都市 新潟』とします。 

 

市街地と⽥園・⾃然の多様な魅⼒が 

人をつなぐ多核連携都市 新潟 

 

 本市は国内外とつながる都市基盤を有する日本海側の拠点都市でありながら、広大で美

しい田園や海・河川・里山・里潟などの豊かな自然に包まれ、市街地と田園・自然が調和・

共存していることが大きな特徴です。また、歴史や文化、産業など、市民の力で守り育ま

れてきた個性と魅力があふれる地域の集合体であり、多様な暮らし方・働き方ができるこ

とも大きな強みの一つとなっています。 

 国際拠点港湾や拠点空港など世界と結ばれる都市基盤を活かした拠点性や、これまで守

り育んできた田園・自然や地域が持つ多様な魅力や強みを活かし、ビジネスや交流、余暇

や活動の場として、また、住み続けたいまちとして人を惹きつけ、人と人、人と地域がつ

ながりあうことで、様々な環境変化の中にあっても持続可能で暮らしやすい都市の実現を

目指します。 

 

 目指す都市の姿の構造（多核連携都市）の実現に向けた考え方を次の３つの要素で示しま

す。 

 

① 市街地と田園・自然の共生・共鳴 

② 都市・地域の拠点の機能強化 

③ 拠点間の連携強化 
 

① 市街地と田園・自然の共生・共鳴 

市街地については、公共交通と連動した土地利用や低未利用地の活用の促進を図ると

ともに、雇用の場の創出や交流人口の拡大など、市全体や区の持続的な発展に繋がる真

に必要な開発を除き、市街地の拡大をこれまで以上に抑制することで、その規模を適切

に維持します。 
また、本市の特徴である、広大な田園や海・河川・里山・里潟などの自然環境の保全・

活用に努め、それらを支える田園集落の維持活性化を図ることにより、田園・自然を市

民共通の財産として守り育みます。 
  そして、市街地と田園・自然が調和し、その恵みや機能を享受し合う関係を深めるこ

とで、お互いの魅力や強みを高めあう、共生・共鳴する関係を将来に渡って維持するこ

とを目指します。 
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② 都市・地域の拠点の機能強化 

新潟駅周辺地区・万代地区・万代島地区・古町地区を包含した「都心」について、市

全体や広域都市圏をけん引する中心核として、商業・業務・医療・福祉・文化・教育な

どの多様な高次都市機能が集積し、緑あふれ、人・モノ・情報が行き交う活力ある拠点

とすることを目指します。 
同時に市民生活の要として、商業・業務・行政などの生活利便サービス機能が集積し

た区の中心となる「地域拠点」と、日常生活を支える地域コミュニティの中心となる「生

活拠点」の形成に向け、それぞれの地域の特色を活かしながらその機能や生活利便性の

維持・充実を図ります。 
また、産業、業務、教育、人流や物流などに特化し、その機能が高度に集積した拠点

である「機能別拠点」の機能強化を図ります。 
 
③ 拠点間の連携強化 

  各地域の拠点間を道路や公共交通などでつなぎ、都心を中心とした放射・環状型の連

携軸を強化することで、ビジネスや生活利便性、文化・教育といった８区や地域が持つ

様々な機能の連携・交流を図ります。 
  また、港湾、空港などの広域交通結節拠点やそのネットワークの強化を図ることで国

内外の地域とのつながりを強化します。 
誰もが移動や交流をしやすい環境を整えることで、市民生活の利便性を向上させ、質

の高い暮らしを可能にするとともに、多様な拠点が連携することで都市全体として持続

的に発展する都市の実現を目指します。 
 
 拠点とネットワークによる都市構造のイメージ図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 拠点とネット 

ワークによる 

都市構造の 

イメージ図 
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 都市・地域の拠点がそれぞれの利用圏域や地域特性などによって異なる機能や役割を持ち、

それらがネットワークでつながり、互いに連携することで、機能共有や相互補完が図られる

ことが重要です。本市においても市全体をけん引する都心を中心に、８区における地域拠点

と生活拠点・田園集落がネットワークでつながり、互いに支え合う都市構造の重ね合わせに

よる都市を目指します。 

都市構造の重ね合わせのイメージを以下に示します。 

図 都市構造の重ね合わせのイメージ 

拠  点 イメージ 

 

都  心 

 

市全体や広域都市圏を 

けん引する中心として、 

商業・業務・医療・福祉・

文化・教育など多様な高次

都市機能が集積 

 

 

 

地域拠点 

 

 

区の中心として、都心や他

の拠点との連携・役割分担

のもと、地域特性に応じた

都市機能が集積 

 

 

 

生活拠点 

 

 

地域コミュニティにおけ

る日常生活を支える日常

利便サービス機能が集積 

 

 

 上記の重ね合わせで形づくられる本市の都市構造の全体イメージ（概念図）を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域拠点 
区域 

地域 
コミュニティ 

都心 

基幹的な公共
交通・道路等 

市域 

公共交通 
・道路等 

田園集落 

生活拠点 

図 

都市構造 

概念図 
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３－３ 都市の将来イメージ 

「市街地と田園・自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連携都市 新潟」を実現することによる、都市活動や暮らしのイメージを視覚的に分かりやすく共有することで、本市で暮らし・活動する市民や事業者

の皆さまと一緒に都市の将来像を考え、実現を目指していく一助とするため、「都心」「拠点」「田園」の将来イメージを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実在する場所や建物を描いたものではなく、都市計画基本方針が目指す方向性を分かりやすく示すため、その要素を凝縮して描いた将来イメージの一例です。 

（１）都心の将来イメージ 

51 
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（２）拠点（地域拠点、生活拠点）の将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実在する場所や建物を描いたものではなく、都市計画基本方針が目指す方向性を分かりやすく示すため、その要素を凝縮して描いた将来イメージの一例です。 
52 
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（３）田園集落の将来イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※実在する場所や建物を描いたものではなく、都市計画基本方針が目指す方向性を分かりやすく示すため、その要素を凝縮して描いた将来イメージの一例です。 
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第４章 

 

都市・地域づくりの方針 
 

 

 

 

 

本章では、上位計画及び関連計画並びに第２章で整理した都市づくりの視点など

を踏まえ、今後の「都市・地域づくりの方針」を取り組み例とともに示します。 
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４－１ 基本的な方針 

 

目指す都市の姿『市街地と田園・自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連携都市 新潟』の

実現に向け、今後の都市づくりの視点を踏まえて、都市・地域づくりの５つの基本方針を示

します。 

 

 

基本方針１ 多様な拠点がネットワークでつながる多核連携都市 

基本方針２ 国内外とつながる活力あふれる産業・交流都市 

基本方針３ 田園・自然と市街地が共生・共鳴する環境・安全都市 

基本方針４ それぞれの地域で安心して暮らし続けることができるまち 

基本方針５ 地域の個性を活かした多様な暮らし方ができるまち 

 

 

 

 

◆方針の構成 

基本方針○：目指す都市の姿の実現に向けた基本的な方針です。 

     方針○－○：基本方針○のもと、より具体的な方針を示します。 

       取組方針○－○－○：方針○－○のもと、より詳細な方針などを示します。 

 

 

 

 

具体的な方針を示すにあたり、本市の都心や拠点、ネットワークの位置関係などを明確に

するため、次ページに市全体図を示します。 
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図 市全体図 
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４－２ 都市・地域づくりの方針 

 

基本方針１ 
多様な拠点がネットワークでつながる多核連携都市 

 

新潟の顔とも言える都心や、多様な個性や強みを持った８区の地域における拠点、

産業・物流などの機能別拠点の機能強化を図るとともに、それらの連携・交流を支

えるネットワークを強化・充実することで、多核連携型の都市をつくるための方針 

 

本格的な人口減少局面を迎えるなか、本市は人口減少社会に適応する持続可能なコンパク

ト・プラス・ネットワークの都市づくりを進める必要があります。 
新潟駅周辺、万代地区、古町地区を含む都心は、商業・業務・交通・歴史や文化などの高

次都市機能が集積しており、本市のイメージを形成・発信する新潟の顔とも言えるエリアで

す。この都心の活力を高め、その地域価値を向上させる必要があります。 
また、本市は多様な歴史・文化・産業や個性を持った地域の連合体です。８区が持つ多様

な地域資源を活かして個性的・魅力的な拠点を形成し、都心と８区が道路や公共交通などの

ネットワークで結びつきを深めることで産業面や生活面など、様々な相乗効果を生み出し、

持続可能で豊かな市民生活につなげていく必要があります。 
また、国内外と繋がる人流・物流の拠点や産業・教育などに特化した機能別の拠点が都心

や地域拠点などと連携や機能共有をすることで、本市全体の産業や交流の活性化につなげて

いくことも重要です。 
それらを踏まえ、「多様な拠点がネットワークでつながる多核連携都市」の基本方針のもと、

以下の５つの方針を掲げます。 
 
方針 1-1 都心の魅力と価値を高める 
方針 1-2 地域のまちなかに活気をつくる 

方針 1-3 機能別の拠点をつくる 

方針 1-4 道路や公共交通のネットワークをつくる 

方針 1-5 環境や人にやさしい公共交通をつくる 
 

[SDGs の位置づけ] 

 

 

[関連する 
都市づくりの視点] 

① ② ③ ④ ⑤ 
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方針 1-1 都心の魅力と価値を高める 

 新潟駅周辺、万代地区、古町地区を包む都心は、商業・業務などの都市機能が高度に集積

され、本市の象徴的な市街地として多くの人々やモノが集まる好循環を生み出してきた地域

です。都市の個性や魅力を発揮し、県都の玄関口としてのイメージを形成する場として、環

境に配慮しながら、引き続き商業・業務・交流機能の強化、高次都市機能の集積などの総合

的な整備を図る必要があります。 
 様々な魅力や交流によって新たな情報や文化が創造・発信される拠点として、また商業、

業務など、高次都市機能が集積した「都市の顔」とも言える中心的なエリアとして、人・モ

ノ・情報が行き交う、稼げる都心を公民連携により目指します。そして、そこから生み出さ

れる都市の成長エネルギーを市全体に波及させることで、本市の拠点性をさらに高めます。 
 また、誰もが快適に移動できる都心とするため、ＩＣＴなどを活用し、徒歩や自転車、公

共交通による移動の利便性の向上を図るとともに、それらの移動空間やオープンスペースな

どの快適性を高めることで、都心各地区の回遊性や連携をさらに強化します。 
 
■取組方針 1-1-1：都心軸を中心としたまちづくり 

新潟駅周辺、万代地区、古町地区をつなぐ都心軸周辺の、「にいがた 2km（ニキロ）」と

名付けているエリアにおいて、各地区の特色を活かしたまちづくりを進めます。 
新潟駅周辺では、鉄道在来線の高架化を契機とした南北市街地の一体化、広域交通結節

機能の強化、駅周辺の開発・再開発の促進による業務機能の集積などにより、広域交流拠

点としての機能強化を図り、本市の陸の玄関口に相応しい高度な機能と風格を備えた都市

空間を形成します。 
万代地区では、国の重要文化財である本市のシンボル萬代橋やその周辺のやすらぎ堤な

どの魅力的な水辺空間と商業集積を活かし、地区内外の回遊性を向上させることで、賑わ

いあふれるまちづくりを推進します。 
古町地区では、様々な機能の都心回帰を進めると共に、今も色濃く残るみなとまちの歴

史や文化などの強みや魅力を活かして、歩いて楽しめる魅力的な街並みを形成します。 
万代島地区では、都心のウォーターフロントの立地と国際交流拠点機能を活かし、みな

とらしさを感じられる賑わい空間を形成します。 
都心の活力を高め、「稼げる都心」としてその地域価値を向上させるとともに、市内各地

との人流・物流や事業連携などのネットワークを強化することで、市全体の活力創出につ

なげます。 
 

［取り組み例］ 
●各エリアの特徴を活かしたまちづくりの推進（将来ビジョンの具現化など） 
●緑あふれ居心地がよく歩きたくなる人中心のまちづくりの推進（道路空間の再構築、公

共空間利活用、まちづくりと連携した駐車場施策など） 
●都心の戦略的な再開発促進（都市再生緊急整備地域の活用など） 
●商業、業務の活性化の促進（起業・創業の促進、空き店舗の活用促進、オフィスリノベ

ーションの促進、企業誘致の推進など） 
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■取組方針 1-1-2：高度な都市機能の集積促進 

既存建築物のリノベーションや有効活用を図るとともに、再開発事業などにより土地の

高度利用や建築物のリニューアルを促進することで、商業、業務、医療、教育、文化など

の様々な高次都市機能を集積・充実します。 
 
［取り組み例］ 
●開発・再開発やリノベーションの促進 
●商業・業務活性化の促進 

 
 
■取組方針 1-1-3：回遊性の向上と居心地のよいウォーカブルな空間づくり 

 市民や来訪者など、多くの人が訪れる都心の回遊性と快適性を高めるため、徒歩や自転

車、公共交通により、誰もが快適に移動でき、低炭素型交通への転換にも貢献する交通環

境の整備と、人中心の空間づくりに取り組みます。 
ＩＣＴを活用し、都心やその周辺部において、きめ細やかな移動ニーズに対応できる公

共交通サービスの導入や案内環境の整備を進めるとともに、公園や民間の広場、道路空間、

水辺空間といった、様々な公共的空間の有効活用を図るなど、緑と賑わいがあふれる居心

地がよく歩きたくなる「ウォーカブルなまちづくり」を進めます。 
あわせて、都心を通過する自動車交通を都心の外側へ誘導する道路整備や駐車場の立地

誘導など、都心の自動車交通を転換させる取り組みを推進します。 
また、新潟駅周辺整備による鉄道南北を結ぶ道路や公共交通などを活用し、都心と鳥屋

野潟南部地区などの都心周辺の拠点とのさらなる回遊性向上や連携強化を図ります。 
 
［取り組み例］ 
●快適なバス利用環境の整備 
●緑あふれ居心地がよく歩きたくなる人中心のまちづくりの推進 
●自転車利用環境の整備推進 
●シェアサイクルや小型パーソナルモビリティなどの導入促進 
●身近な公園や特色ある公園などの整備・利活用 
●信濃川やすらぎ堤をはじめとする水辺空間の活用（ミズベリングなど） 
●万代島ルート線の整備促進 
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■取組方針 1-1-4：公民連携や新技術を活用した取り組みの推進 

 まちづくりの新たな担い手として、市民・企業・ＮＰＯなど民間の役割が拡大していま

す。公共空間をオープンに活用できる規制緩和制度や、公共空間・民有地を有効活用した

賑わい創出を促す協定制度、民間資金や活力により地域の価値向上と維持管理を一体で行

うエリアマネジメントなど、公民連携のまちづくりにより、多様な人々が集い、交流する、

魅力と賑わいのある都心づくりを推進します。 
また、円滑な交通・移動の実現、まちづくりの高度化や都市生活の質の向上などについ

ても、ＩＣＴ分野の新技術などを活用し、デジタル基盤の構築と活用に公民連携で取り組

みます。 
 

［取り組み例］ 
●各エリアの特徴を活かしたまちづくりの推進 
●民間活力の導入によるエリアマネジメントの推進 
●都市計画におけるＩＣＴなどの活用 
●スマートシティの推進（スマート・プランニング、３Ｄモデル都市） 
●デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 
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方針 1-2 地域のまちなかに活気をつくる 

  個性ある地域の中心として多様な文化を育み発展を支えてきた、地域の拠点である８区

のまちなかの機能の充実・強化を図り、それらが互いにあるいは都心や機能別拠点と連携・

交流しながら、一体的に発展する都市づくりを進める必要があります。 
身近な日常生活や交流を支える拠点として、暮らしの利便性、多世代の暮らしの充実を

図るため、それぞれの地域で育まれてきた都市インフラや歴史、個性を活かしながら総合

的なまちづくりに取り組みます。 
また、散発的に発生する空き地や空き家・空き店舗といった低未利用地については、地

域コミュニティによる効果的な活用や集約化・共同化による活用など、それぞれの地域の

状況やニーズに応じた利用を促進し、まちなかの活性化を図ります。 
 
 
■取組方針 1-2-1：地域の中心をつくる 

８区のまちなかが持つ既存の都市インフラや機能、個性や強みを活かしながら、日常生

活を支える拠点としての機能向上や連携・交流の場の創出・活用を図り、賑わいがあふれ

る魅力的な地域の拠点を形成します。 
 
［取り組み例］ 
●各地域の特色を活かしたまちづくりの推進 
●リノベーションなど既存ストックの活用促進 
●商業・業務の活性化の促進 

 
 
■取組方針 1-2-2：まちなかの低未利用地の活用促進 

８区のまちなかの活性化や良好な都市環境の創出を図るため、空き地や空き家・空き店

舗などの低未利用地の利活用を促進します。暮らしの利便性を高める商業・業務で活用す

るほか、コミュニティや多世代の交流を促す場や人々の多様な活動を促すオープンスペー

スとして活用するなど、様々な関係者と連携しながら活用を図ることで、まちなかに活気

を生み出します。 
 
［取り組み例］ 
●低未利用地の活用促進 
●商業、業務の活性化の促進 
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方針 1-3 機能別の拠点をつくる 

 産業、教育、人流や物流などの機能に特化した拠点や、都心の機能を補完する拠点を充実・

強化し、それらの機能別拠点と、都心や８区の拠点をネットワークでつなげることで、本市

の拠点性をさらに高めます。 
 
■取組方針 1-3-1：都心の機能を補完する拠点の機能強化 

 都心の機能を補完し、その魅力や価値をより一層高めるため、多様な拠点の機能強化と

都心との連携強化を図ります。 

 国の機関や新潟県庁がある新光町・美咲町地区は、それらを核とした広域的な行政機能

の拠点としての機能向上を図ります。 
スポーツ施設や新潟市民病院などがある鳥屋野潟南部地区は、都心と近接する鳥屋野潟

の自然環境を活かし、周囲の環境と調和した医療福祉、文化・教育、スポーツ・憩い、交

流・にぎわいなどの複合拠点としての整備に取り組みます。 
 市役所周辺地区は、都心と近接する立地特性や交通結節機能を活かし、都心の機能を補

完する文化、医療、教育、行政などの複合拠点として、都心との連携強化を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●広域的行政機能の充実 
●鳥屋野潟南部地区の総合的な整備 
●都心との連携強化（公共交通や事業ネットワークの構築） 

 
 
■取組方針 1-3-2：多様な機能を持つ拠点の充実・強化 

 市全体として産業・交流などの活性化を図るため、産業・教育・人流・物流などの機能

に特化した機能別拠点の充実・強化を図るとともに、都心や各区の拠点とのアクセスや連

携の強化に取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●機能別拠点の充実・強化 
●港湾・空港の機能強化 
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方針 1-4 道路や公共交通のネットワークをつくる 
 それぞれの地域が持つ個性や特色、機能を最大限活かすためには、地域間の連携や交流を

支える道路・公共交通などのネットワークをさらに充実させる必要があります。 
 道路については、都心から放射方向に伸びる国道と、市域を横断的につなぐ環状型道路を

結ぶことで多核連携型の都市を支え、災害に強く渋滞対策となる道路網の構築を進めます。 
公共交通については、既存の交通機関を効果的・効率的に活用することを基本に、都心と

区の拠点や交通結節点などを結ぶ放射方向の公共交通の充実を図るとともに、交通結節点の

機能強化や公共交通間の連携を図り、多くの人が公共交通を使い、都心や市内各地へ移動で

きる持続可能な交通環境の実現を目指します。 
また、車に過度に頼らなくても暮らし続けることができる市街地を形成するため、公共交

通の利便性の高い地域への都市機能や居住の誘導を図り、公共交通と連動したまちづくりを

進めます。 
 
 
■取組方針 1-4-1：放射・環状型道路網の形成と計画的な道路整備 

 市民の日常的な移動や、業務活動・物流・観光などの社会経済活動を支えるとともに、

交通渋滞対策や都心を通過する交通の転換、交通事故防止や救急救命活動時・災害時の安

全・迅速な輸送を支えるため、放射・環状型の道路網の構築を進めます。 
 また、道路整備にあたっては、国や県をはじめとする関係機関との連携により事業効果

などを検討し、都市計画道路の見直しを含めた計画的な整備を進めます。 
 

［取り組み例］ 
●放射環状型道路網の整備（新潟中央環状道路、万代島ルート線、新潟西道路など） 
●都市計画道路の見直し検討 

 
 
■取組方針 1-4-2：持続可能な公共交通の実現 

 公共交通の利用を促進し、持続可能な公共交通体系の構築を図るため、鉄道在来線の複

線化・高速化や新たな鉄道駅の設置の検討など、公共交通サービス向上を図るとともに、

安全性や快適性の向上など、利用者にとって利用しやすい環境の整備に取り組みます。 
 高速バスや都心方面を結ぶ路線バスの使いやすさの向上や乗り換え・待合環境の改善な

どのサービス強化を図るとともに、過度な財政負担なくサービスを維持するための利用促

進を図ることで、持続可能な公共交通体系の構築を進めます。 
 

［取り組み例］ 
●公共交通サービスの充実・環境整備 
●新たな鉄道駅の調査・検討 
●快適なバス利用環境の整備 
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■取組方針 1-4-3：交通結節機能の強化 

 交通結節点の機能強化と賑わいの創出を図るため、駐輪場や駐車場の整備、バリアフリ

ー化やユニバーサルデザインの考えに基づいた整備など、交通結節点の快適性・安全性を

高めるとともに、サービス機能や交流機能などの多様な機能の集積を図ります。 
 また、来訪者や観光客の利便性を高め、交流人口の拡大を図るため、バスをはじめとす

る二次交通の充実を図るなど、新潟駅・新潟港・新潟空港などの広域交通拠点と、都心や

各拠点の連携を強化します。 
 

［取り組み例］ 
●新潟駅の広域交通機能と利便性の向上 
●中・長距離バスターミナルの整備促進 
●交通結節点の快適性・安全性の向上 
●バス待ち環境・乗り換え利便性の向上 
●新潟空港へのアクセス強化 

 
 
■取組方針 1-4-4：公共交通と連動した土地利用 

 駅をはじめとする交通結節点の周辺や主要な公共交通機関の沿線において、居住や商業、

業務などの様々な機能の誘導・集積を図り、公共交通と連動したまちづくりを進めます。 
 また、新たな市街地を整備する場合においても、周辺地域の特性を踏まえるとともに、

住民や来訪者の移動手段としての公共交通の利便性を重視した土地利用を誘導します。 
 

［取り組み例］ 
●交通結節点周辺、公共交通軸沿線における土地利用の誘導 
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方針 1-5 環境や人にやさしい公共交通をつくる 

 環境負荷の低減や持続可能な公共交通の実現に向け、公共交通の利用促進を図る必要があ

ります。 
 また、市民や関係事業者・関係機関との適切な役割分担や協働のもと、ＩＣＴなどを活用

した公共交通の社会実験や公共交通の利用促進に向けた情報提供や意識啓発、地域のニーズ

に応じた多様な交通サービスの提供を図ります。 
 
 
■取組方針 1-5-1：交通手段の適切な役割分担の推進 

 輸送効率を高めることで環境負荷を低減しつつ、持続可能な公共交通を構築するため、

都心方面を結ぶ幹線的な交通としての鉄道・バス及び、それにアクセスする交通としてバ

ス・タクシーを中心に自転車・自家用車などを含めた適切な役割分担に向けた環境整備を

市民や交通事業者などと連携して進めます。 
 また、市民一人ひとりの日常生活に密着したところから公共交通利用を喚起するため、

環境面や経済面での公共交通の優位性をＰＲするなど、市民の自発的な行動変容を促すモ

ビリティ・マネジメントを推進します。 
 

［取り組み例］ 
●パークアンドライドの推進 
●モビリティ・マネジメントの推進 

 
 
■取組方針 1-5-2：市民・行政・交通事業者の連携・協働の推進 

公共交通の運行・利用状況を踏まえ、交通課題・環境課題の解決に向けて、自動運転や

ＭａａＳなどの新技術や新たなモビリティサービスについて、必要に応じて実証実験を行

うなど、市民・事業者・行政の公民連携により本市にふさわしいサービスのあり方を検討

します。 
また、地域の状況に即した運行形態を維持していくため、地域の公共交通サービスを共

に考え、支える市民、公共交通を運行・運営する交通事業者、道路空間などの整備及び適

切な運行への支援や関与を行う行政が適切な役割分担のもと、地域に根差した公共交通体

系づくりを進めます。 
 

［取り組み例］ 
●シェアサイクル、小型パーソナルモビリティなどの導入促進 
●パークアンドライドなどの社会実験の推進 
●自動運転やＭａａＳを含めた新たなモビリティサービスのあり方に関する検討 
●公共交通に関する協議・計画立案組織の運営設置（地域公共交通会議の開催など） 
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基本方針２ 
国内外とつながる活⼒あふれる産業・交流都市 

 

多様な地域資源を活かして、産業活動の活性化や交流人口の拡大を図るとともに、

港湾・空港などの国内外とつながる広域交通ネットワークの機能強化を図ることで、

活力にあふれ、人を惹きつける魅力的な都市をつくるための方針 

 
経済のグローバル化や東京への一極集中、デジタル化やＤＸなど、産業構造の変化と社会

経済状況の変化に的確に対応し、本市の産業にしっかりとした土台を築くことで、人口減少

の影響を和らげる都市づくりを進めることが必要です。 
本市の都市インフラやポテンシャル、多様な地域資源を活かして魅力的な都市環境を整備

することで、脱炭素の視点を踏まえた新たな企業誘致や食料品製造をはじめとする製造や物

流などの地場産業の高度化、本市の強みである食・農に関する新産業の創出につなげるなど、

ビジネスを展開する場として国内外から選ばれる都市となることが重要です。 
また、地域が持つ歴史・文化などの多様な地域資源について、そこに暮らす市民が誇りと

愛着を持って守り・育み、活用することで、交流人口の拡大や魅力的で個性的な都市空間の

形成につなげていく視点も必要です。 
本市は古くから「みなとまち」として国内外と結ばれていた歴史を背景に、世界と結ばれ

た国際拠点港湾や拠点空港、県内外とつながる新幹線や高速道路などの広域交通基盤により、

様々な地域との人流・物流のネットワークを構築しています。それらの広域交通機能の強化

を図り、国内外との連携や交流を活性化させることで日本海側における人流・物流の拠点と

してさらに飛躍する都市となる必要があります。 
それらを踏まえ、「国内外とつながる活力あふれる産業・交流都市」の基本方針のもと、以

下の４つの方針を掲げます。 

方針 2-1 魅力的な産業の創出を支える都市環境をつくる 

方針 2-2 地域資源を磨き、都市の魅力を高める 

方針 2-3 国際的な拠点機能を強化する 

方針 2-4 広域的な連携機能を強化する 
 

[SDGs の位置づけ] 

 

 

 

 

[関連する 
都市づくりの視点] 

① ② ③ ④ ⑤ 
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方針 2-1 魅力的な産業の創出を支える都市環境をつくる 

 持続的に発展する都市を実現するためには、産業基盤の確立は欠かせません。本市の地理

的条件、交通基盤、人的資源、既存の産業ストックなど、本市が持つ優位性を最大限活用・

発信し、活力ある企業の誘致や産業の活性化を推進することが重要です。 
スマート農業の実践や、食に関する新たな価値を創造するなど、本市の強みである食と農

に関するビジネスモデルの変革や、航空機産業などの成長産業の育成により、地場産業や地

域経済の活性化と新たな雇用の創出に向けた取り組みをさらに進めていく必要があります。 
また、社会のＤＸが加速するなか、企業のデジタル化に向けた取り組み、ニューノーマル

を見据えた新たな事業創出や働き方への対応などを進めるとともに、ＩＴ事業者などデジタ

ル技術を駆使する企業との協業を促進することで、既存産業の高度化や新たなビジネス展開、

新産業の創出などを図る必要があります。 
 そのため、本市の地理的な優位性や広域交通基盤を活かし、新産業やベンチャー企業創出

につながる拠点の形成や地域の特性を活かした工業用地の活用を促進するとともに、国内外

の活力ある企業の誘致や既存産業の振興・高度化を進めることで、魅力ある産業の活性化と

雇用の拡大を図り、活力ある産業・交流都市の基盤づくりを進めます。 
 
 
■取組方針 2-1-1：企業立地や産業活性化につながる都市環境の整備 

事業者の需要を的確に把握し、立地ニーズを逸することがないよう工業用地の確保や、

企業立地に向けた５Ｇなどの新技術を活用できる都市インフラの整備のほか、多様な働き

方に対応し、事業者間の交流促進によるイノベーションを生み出すオフィス環境など、本

市の持つ強みやポテンシャルを活かしながら、事業者や働く人々の多様なニーズに対応で

きる都市環境の整備を推進します。 
 

［取り組み例］ 
●開発・再開発やリノベーションの促進 
●企業立地、起業・創業、協業の推進 
 
 

■取組方針 2-1-2：産業・地域・雇用の活性化につながる大規模活用可能地の有効活用 

工場跡地など、一定の規模を有する未利用地については、産業・地域経済の活性化や雇

用の創出に向けた、企業の立地を促進するなど、産業用地としての有効活用に取り組みま

す。 
また、必要に応じて地域の状況や特性を踏まえながら、地域の振興や地域課題の解決な

どの総合的な観点から土地利用の転換も検討し、周辺環境と調和の取れた土地利用を誘導

します。 
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［取り組み例］ 
●土地利用転換の検討と誘導 

●企業立地の推進 

 
 
■取組方針 2-1-3：農業や食産業の成長産業化の推進 

 本市の強みである食と農を活かし、スマート農業に代表されるアグリテックや食に関す

る新たな価値を持つビジネスを創出するなど、食関連産業と農業が発展・集積されること

で、さらに魅力的な産業となることを目指し、食と花の魅力を発信し、儲かる農業の推進

を図ります。 
また、市街地と田園の共生・共鳴関係の構築を図るため、ＩＣＴをはじめとする産業と

食・農分野の産業との事業ネットワーク化を図り、物販や飲食、体験サービスなどを提供

する新たな都市空間の形成や田園空間の活用につなげます。 
 

［取り組み例］ 
●田園集落づくり制度の推進 
●儲かる農業の推進 
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方針 2-2 地域資源を磨き、都市の魅力を高める 

先人たちが守り培ってきた自然環境や、歴史・文化・街並み・風景などの地域資源に磨き

をかけ、市民のまちへの誇りと愛着を育むとともに、都市の魅力の活用と情報発信を強化す

ることで、交流人口の拡大を図ることが必要です。 
また、本市が持つ都市施設や広域交通基盤を活かして、観光のみならず、ＭＩＣＥや文化・

スポーツイベントの誘致などにより、多様な来訪者の獲得を図ることも重要です。 
 地域資源の掘り起こしや磨き上げを公民連携により進めるとともに、歴史的な街並みの整

備や交通・交流のネットワークの強化、来訪者にも分かりやすい案内環境の整備などに取り

組みます。 
 
 
■取組方針 2-2-1：まちなか観光・広域観光の環境整備 

 観光客の来訪と滞在時間の増加による地域経済の活性化を図るため、歴史的な建築物の

保存や活用、歴史的な街なみの整備など、地域の歴史•文化を象徴する施設や風景を活用し、

魅力あるまち歩き観光の環境整備などに取り組みます。 
 また、来訪者や外国人、観光以外での来訪者など、多様な来訪者を呼び込み、受け入れ

ることができる都市施設や広域交通ネットワークなどの強化・活用を進めます。 
 
［取り組み例］ 
●歴史的な街なみ整備や良好な景観形成 
●新潟の魅力発信・誘客の推進 

 
 
■取組方針 2-2-2：地域資源の磨き上げと連携 

地域の人々が守り、受け継いできた多様な地域資源を磨きあげ、その魅力を内外に発信

するとともに、それぞれの地域間の連携・交流を強化することで、都市全体の大きな魅力

につなげます。 
 
 
［取り組み例］ 
●地域の歴史・文化を活かした良好な景観の形成 
●新潟の魅力発信・誘客の推進 
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方針 2-3 国際的な拠点機能を強化する 

 本市は、世界とつながる国際拠点港湾及び拠点空港を有しており、それらが都心に近接し

て利便性が高いこと、また、国内とつながる高速道路及び高速鉄道ネットワークとの連絡が

良いこと、急速に経済発展している東アジア地域などに近接している環日本海地域の拠点で

あること、などが特性として挙げられます。 
 グローバル化が進展する中、国際的な拠点性をさらに強化し、インバウンド需要などの社

会ニーズの変化に柔軟に対応することで、より活発な都市活動を促進させる必要があります。 
航路・航空路のネットワークを充実させ、新たな貨物・旅客需要の開拓を進めるなど、経

済界や関係機関と連携し、港湾・空港機能を強化します。 
 また、広域交通拠点を結ぶ市内の交通ネットワークとして、都心や新潟駅などとのアクセ

スを強化することにより、観光・交流や産業振興などに優位性を発揮し、都市の国際的なポ

テンシャルを高めます。 
 
 
■取組方針 2-3-1：港湾・空港機能の充実・強化 

 新潟港は、環日本海における世界とつながる国際拠点港湾として、魅力的で競争力ある

港づくりを目指し、港湾施設の機能強化を進めるとともに、航路の新規開設や拡充を図り

ます。国内外の様々な地域と人流・物流でつながり、経済・産業面の結びつきを高めるこ

とで、地域経済の成長につなげます。 
 このうち、新潟西港エリアはウォーターフロントとしての特性を活かして、地域の人々

の賑わい・憩いの空間を提供するとともに、「みなとまち」の風情を活かし、国際的な文化・

交流拠点としての機能向上を図ります。 
 新潟空港は、利便性が高く使いやすい空港づくりを推進し、更なる拠点性の向上を図る

ため、施設・設備の充実などにより利便性を向上させるとともに、国内はもとより、東ア

ジアや東南アジアなどへの新規航空路の開設、既存航空路の拡充を図ります。 
また、新潟空港のさらなる活性化に向けた検討や、地域の活性化につながる空港周辺へ

の産業誘致・集積に向けた検討などについて、国や県といった関係機関や経済団体などと

連携しながら進めます。 
 

［取り組み例］ 
●新潟港の整備・活性化の推進 
●新潟空港の整備・活性化の推進 
●国際交流の推進 
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■取組方針 2-3-2：空港アクセスの強化 

 広域交通拠点間がつながる交通の利便性の強化を図るため、新潟空港と新潟駅・都心な

どとのアクセス強化について、公民が連携し、中・長期的な視点と広域的な視点をもって

取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●新潟空港へのアクセス強化 
●国際交流の推進 
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方針 2-4 広域的な連携機能を強化する 

 本市は、日本海国土軸と列島横断軸の結節点であり、高速道路や新幹線などで首都圏や各

地とつながる広域交通ネットワークの拠点となっています。この地理的優位性と交通ネット

ワークを最大限活用し、産業振興や交流人口の拡大につなげます。 
 また、グローバル化を続ける経済社会の中で、厳しい地域間競争を生き残っていくために

は、市町村という行政区域だけに捉われず、経済的な一体性を有する広域都市圏の単位で政

策を構築し、それぞれの市町村の強みを発揮しながら圏域全体の活性化を図っていくことが

必要です。都市圏全体の活性化や生活サービスの向上を図るため、広域都市圏の中心都市と

して周辺市町村と様々な分野の施策における連携を強化します。 
 
 
■取組方針 2-4-1：高速道路の整備促進 

 日本海沿岸東北自動車道のミッシングリンク解消や、磐越自動車道 4 車線化整備の促進

による機能向上により、人流・物流ネットワークを強化するとともに、スマートインター

チェンジの整備などにより高速道路の利便性の向上を図ります。さらに、広域連携の強化

とあわせ、一般道から高速道路への利用転換を促進するなど、一般道の渋滞緩和と環境負

荷の低減を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●高速道路の整備促進 
●スマートＩＣの整備 

 
 
■取組方針 2-4-2：新潟駅周辺整備の推進と広域交通機能の強化 

新潟駅の広域交通機能と利便性をさらに高めるため、新潟駅周辺整備を進めるとともに、

上越新幹線の利用促進や羽越本線の高速化を促進します。 
また、新潟駅の鉄道在来線の高架化や、周辺で進めている広場整備、中・長距離バスタ

ーミナル整備といった広域的な交通結節機能の更なる強化と周辺のまちづくりを連携させ

ることで、産業・交流の活性化や市街地更新の促進などにつなげ、本市の拠点性の向上を

図ります。 
 
［取り組み例］ 
●新潟駅の広域交通機能と利便性の向上 
●中・長距離バスターミナルの整備促進 
●上越新幹線の利用促進 
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■取組方針 2-4-3：広域的な連携都市圏を活性化させる 
周辺市町村を含めた圏域全体の経済を活性化し、それぞれの市町村の都市機能や自然環

境などの魅力を高め、人々が誇りを持って住み続けたいと思えるような都市圏「新潟広域

都市圏」を創造していくため、圏域の中心都市として圏域市町村と連携しながら、圏域全

体の経済成長のけん引、高次の都市機能の集積・強化及び圏域全体の生活関連機能サービ

スの向上を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●広域交通機能の強化 
●新潟広域都市圏の取り組み推進 

 
 
 
 
 
 
  

図 新潟広域都市圏域における 

人口と高齢化率の推移 

 資料：国勢調査（H27）、 

国立社会保障・人口問題研究所 

（H30） 

図 新潟広域都市圏の市町村一覧 

 資料：第２期 新潟広域都市圏

ビジョン 

新潟市 
三条市 
新発田市 
加茂市 
燕市 
五泉市 
阿賀野市 
胎内市 
聖籠町 
弥彦村 
田上町 
阿賀町 
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基本方針３ 
⽥園・⾃然と市街地が共生・共鳴する環境・安全都市 

 

市街地を包み込む豊かな田園や多様な自然環境を貴重な財産として守り育むととも

に、自然災害に強く、誰もが安心して暮らし続けることができる環境づくりを進め

ることで、田園・自然と市街地がそれぞれの恵みをお互いに享受し合う、人と環境

にやさしい安全な都市をつくるための方針 

 
本市には広大で美しい田園のほか、日本海や大小の河川、里潟、里山など、豊かで多様な

自然環境が存在しています。市街地を包み込むように存在するこれらの環境を、すべての市

民にとっての貴重な財産として守り育むとともに、田園・自然と市街地がそれぞれの恵みを

お互いに享受し合うことができる関係性を維持していくことが必要です。 
本市は 2050 年までのゼロカーボンシティの実現を目指しており、再生可能エネルギーの導

入、自動車に依存している交通体系の改善のほか、廃棄物の適正処理や再資源化など、将来

にわたって持続可能な発展を続けることができる都市をつくる必要があります。 
さらに、それぞれの地域の歴史や文化、田園、河川や里山などの自然と調和した都市の姿

は、本市の大きな個性であり、魅力の一つです。新潟らしい魅力的な景観を守り育み、本市

への愛着や誇りにつなげていくことが重要です。 
一方、本市は地盤が低く平坦な地形であることや、流域面積の広い河川と長い海岸線を有

することから、水災害によるリスクが高い都市と言えます。気候変動の影響により、水災害

が頻発化・激甚化するなか、自然災害のリスクを踏まえた防災・減災まちづくりに取り組む

必要があります。また、本市の地域特性や東日本大震災で救援拠点として機能した実績を踏

まえ、国全体の強靭化に貢献する救援・代替機能を強化することも重要です。 
それらを踏まえ、「田園・自然と市街地が共生・共鳴する環境・安全都市」の基本方針のも

と、以下の６つの方針を掲げます。 

方針 3-1 田園・自然と市街地が共生・共鳴する都市構造を維持する 

方針 3-2 豊かな田園・自然環境を保全し賢明な利用を図る 

方針 3-3 環境に配慮した脱炭素型の都市をつくる 

方針 3-4 緑豊かで潤いを感じる都市環境をつくる 

方針 3-5 個性ある美しい景観を形成する 

方針 3-6 自然災害に強い都市をつくる 

[SDGs の位置づけ] 

 

 

 
 

[関連する 
都市づくりの視点] 

① ② ③ ④ ⑤ 

  



第４章 都市・地域づくりの方針 

75 
 

方針 3-1 田園・自然と市街地が共生・共鳴する都市構造を維持する 

人口減少下においても、日常生活に必要な都市機能や行政サービスが効率的に提供できる

よう、一定の人口密度を保ち、公共交通などのネットワークと連携しながら、生活サービス

やコミュニティを持続的に維持していくことが必要です。 
また、市街地を広大で美しい田園・自然が包み込んでいる都市構造は本市の大きな強みで

あり、その強みを活かし続けるためには田園集落の維持・活性化も必要です。 
このため、市街地の無秩序な拡大をこれまで以上に抑制し、低密度化が進行する既成市街

地の有効利用を図るとともに、雇用の場の創出や交流人口の拡大、将来に渡って安心して住

み続けることができる環境整備など、都心や市街地そして田園集落が持つそれぞれの魅力を

活かしながら、土地利用を適切にコントロールすることで、豊かな田園・自然環境とともに

持続的に発展する都市を目指します。 
 
 
■取組方針 3-1-1：市街地拡大の抑制と適正管理 

持続的に発展するコンパクト・プラス・ネットワークの実現に向け、これまで以上に市

街地拡大を抑制することを基本としつつ、市街地の拡大を伴う新たな開発については、雇

用や交流人口の創出、地域の拠点施設の機能強化、持続可能な公共交通ネットワークの形

成、防災・防犯力の向上、環境に配慮した取り組みといった、市全体や各区が抱える課題

解決や機能向上に繋がる真に必要かつ質の高い開発に限定するため、開発の必要性や妥当

性を適切に判断する「郊外土地利用の調整制度」を厳格化し運用するなど、市街地拡大の

抑制に取り組みます。 
また、地形・地物の変更に伴う区域の変更などについては、関係機関や関係者との連携・

調整を図りながら適切に実施し、その適正管理に努めます。 
 
［取り組み例］ 
●郊外土地利用の調整制度の運用 
●鳥屋野潟南部地区、大学南地区の整備促進 

 
 
■取組方針 3-1-2：市街化区域の適切な土地利用の推進 

都心や拠点において都市機能や居住の誘導を行うとともに、既成市街地における空き家や

空き地などの低未利用地の利活用を促進します。 
また、公民連携による地域のルール作りや地域地区をはじめとする都市計画制度などの適

正な運用を図り、市街化区域内の適切な土地利用を推進します。 
 
［取り組み例］ 
●立地適正化の推進 
●低未利用地の活用促進 
●公民連携による地域のルール作り 
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■取組方針 3-1-3：市街化調整区域の適切な土地利用の推進 

本市の強みである広大な田園や里山・海岸林などの自然環境の保全を図り、持続可能な

農業を推進し、選ばれる産業にするとともに、農村の特色を活かした地区計画制度などの

活用や住民主体の集落づくりの取り組みを促進することにより、田園集落の維持・活性化

に取り組みます。 
 
［取り組み例］ 
●田園集落づくり制度の推進（地区計画制度などの検討・活用） 
●儲かる農業の推進 
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方針 3-2 豊かな田園・自然環境を保全し賢明な利用を図る 

 本市は、海岸、大小の河川、里潟などの水辺と、里山、海岸林などの緑により、豊かな水

と緑のネットワークを構築しています。これらは、ハクチョウなどの水鳥をはじめとする野

生動植物の生育・生息の場や、市民の憩いやレクリエーションの場でもあり、本市の個性を

表す貴重な財産です。 
また、田畑は、本市の豊かな食や食関連産業を支える基盤となっているだけでなく、自然

の緑や水とともに、人々に憩いや潤いをもたらし、生態系の保全や良好な景観形成の役割も

果たしています。さらに、広大な水田は流域治水において市街地の浸水被害を軽減するなど、

都市構造面においても重要な機能を有しています。 
 これらの本市の貴重な財産を次世代に引き継ぐため、その保全に取り組むとともに、市民

や来訪者が自然にふれ、学び、賢明な利用を図ることで、自然環境と都市活動が共生する都

市づくりを進めます。 
 
 
■取組方針 3-2-1：自然環境の保全と活用 

 海岸や河川、里潟、里山などの自然環境については、市民との協働により、その機能や

生態系の保全を図りながら、市民や来訪者が憩い、親しみ、楽しめる自然空間として活用

します。 
 また、自然体験や学校教育を通じて、自然に親しみ、学ぶ機会を創出するなど、市民団

体や教育機関をはじめとする多様な主体と連携し、豊かな自然環境を守り、未来に引き継

いでいくための啓発に取り組みます。 
 
［取り組み例］ 
●河川や潟などの水辺・親水空間の保全と活用 
●里山の保全と活用 
●自然体験・環境学習 

 

 

■取組方針 3-2-2：田園の保全と活用 

 市街地と田園が、互いの持つ多様な機能や恩恵を享受し合い、お互いに高め合うことが

できる関係性を維持・構築するため、田園の保全を図りながら農業基盤整備を進めるなど、

産業としての農業の振興を図ります。 
 また、田園を支える農業用用排水路などの適切な保全・管理を図るとともに、農閑期に

も水を流すことにより、一年を通じて、身近な水の空間と水に生きる動植物の環境を提供

する環境用水としての活用を図るなど、市民生活に潤いを与えるための利用のあり方を考

え、生活に密着した水辺空間として活用を図ります。 
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［取り組み例］ 
●農業基盤整備の推進 
●はざ木・屋敷林などの田園風景の保全 
●農業体験学習 
●農業用用排水路の通年通水（環境用水利活用促進） 
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方針 3-3 環境に配慮した脱炭素型の都市をつくる 

 海岸や河川、里潟、里山などの貴重な自然生態系を保全するとともに、都市活動による環

境への影響を最小限にする、環境に配慮した持続可能な都市づくりが必要です。 
環境へ過剰な負荷を与えない持続可能な社会を構築し、2050 年までのゼロカーボンシティ

の実現を目指すため、再生可能エネルギーの導入、過度に自動車に依存している交通体系の

改善のほか、廃棄物の適正処理や再資源化などを推進し、市街地における緑や水辺環境の整

備など、脱炭素型・循環型のまちづくりを推進し、都市の活動が地球環境へ与える負荷の軽

減に取り組みます。 
 
 
■取組方針 3-3-1：脱炭素型まちづくりの推進 

 温室効果ガスの削減と気候変動に伴う影響を回避・軽減するため、田園・自然の保全と

持続可能な利用に取り組むとともに、再生可能エネルギーの導入拡大、廃棄物・下水熱な

どの未利用エネルギーの活用促進、自家用車から公共交通や自転車といった低炭素型交通

への転換や徒歩移動の促進のほか、住宅・建築物・公共施設の省エネ性能向上などに公民

連携で取り組むことで、二酸化炭素の排出を実質ゼロとするゼロカーボンシティの形成を

目指します。 
 

［取り組み例］ 
●コンパクトなまちづくりの推進 
●低炭素型交通への転換促進（公共交通・自転車の利用促進、徒歩移動の促進） 
●低炭素型の施設や住宅の整備促進 
●再生可能エネルギーの普及促進 

 
 
■取組方針 3-3-2：廃棄物の再資源化の推進 

 ごみの減量及び再利用を進めることにより資源の有効利用を図るとともに、食品廃棄物

や農業廃棄物などのバイオマス資源を活用するなど、循環型で環境にやさしい都市システ

ムの構築を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●廃棄物の減量や再資源化の推進 
●ごみ処理施設の統合・更新 
●バイオマス資源の活用 
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■取組方針 3-3-3：水環境の保全 

 地域の実情に応じた下水道と合併処理浄化槽の役割分担による総合的な汚水処理の推進や、

合流式下水道の改善などにより、生活環境の向上と水環境の保全に取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●総合的な汚水処理の推進 
●合流式下水道の改善 
●下水道への接続促進 
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方針 3-4 緑豊かで潤いを感じる都市環境をつくる 

 市街地内における公園や河川敷、海岸などの身近な緑や水辺空間を保全・創出するととも

に、より身近に自然を感じられるオープンスペースや緑を配置し、地球温暖化の抑制に貢献

しながら、季節感を感じられる都市空間の整備を進めることが必要です。 
 このような取り組みを市民・民間事業者とともに実践していくことを通じて、水と緑にあ

ふれた美しい都市環境づくりとその活用による賑わいづくりを進めます。 
 
 
■取組方針 3-4-1：親水空間の整備と活用 

潤いや季節を感じることができる河川や潟などの貴重な水辺環境の保全・整備と活用を図

ります。また、公園やオープンスペース、個々の建築物における水辺やビオトープなど潤い

や憩いを感じることができる空間づくりを促進します。 
また、それらの水辺空間を活用した賑わいづくりや保全に公民連携により取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●河川や潟などの水辺環境の保全と活用 
●親水空間・ビオトープ環境の整備と活用 
●民間活力の導入によるエリアマネジメントの推進  

 
 
■取組方針 3-4-2：身近な緑の保全・創出 

 本市の気候にあった緑を取り入れ、地域固有の緑や花で季節を市街地で感じることがで

きる潤いある都市づくりを進めます。 
公園や街路樹、農園などの緑の空間づくりとともに、オープンスペースや個々の建築物

における緑化などを通じて、居心地がよい空間をつくることで、地球環境の保全に貢献し、

環境と共生する都市づくりを公民連携により進めます。 
 

［取り組み例］ 
●身近な公園や特色ある公園などの整備や公民連携による管理の推進 
●公共施設や地域における緑の保全と緑化の推進 
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方針 3-5 個性ある美しい景観を形成する 

湊町として栄えてきた歴史を背景とした拠点性と、日本海や二つの大河、潟などの多彩な

水辺空間、豊かに広がる田園や里山などの自然環境を併せ持っています。この豊かな田園・

自然と市街地が共存する環境はすべての市民の財産で、他の大都市にはない本市の大きな個

性であり、新潟らしい魅力の一つです。 
この新潟らしさを守り・育てることで市民が愛着を持てる都市となり、市外の人々から見

ても魅力ある都市となることを目指すため、豊かな田園・自然と調和し、各地域の歴史や文

化などを活かした景観の誘導を図り、新潟らしい個性ある美しい都市景観の形成を進めます。 
 
 
■取組方針 3-5-1：都心・まちなかの個性を活かした景観の形成 

市民の愛着と誇りを育み、魅力ある都市を目指すため、建築物所有者をはじめとする市

民や事業者、関係団体や専門家などと連携・協力しながら、それぞれの地域の歴史や個性

を活かした景観を守り育て、創ることに取り組みます。 
都心では、都市の風格や賑わいを感じる街並みや古町花街をはじめとする「みなとまち」

の風情を感じる歴史的な街並み、水辺を活かした魅力的な空間などの都市景観の形成を図

ります。 
８区のまちなかや拠点では、その地域で育まれてきた歴史・文化・風習などを活かし、

個性ある街並みや景観づくりを進めます。 
 
［取り組み例］ 
●良好な都市景観の形成 
●景観計画特別区域の設定 

 
 
■取組方針 3-5-2：田園・自然環境と調和した都市景観の形成 

河川・潟・海岸などの水辺や里山では、自然環境の保全を図るとともに、それらの環境

と市街地が接する周辺部分では、景観計画などに基づき、周辺環境と調和した景観誘導に

取り組みます。 
また、市街地の縁辺部では、景観計画などに基づく景観誘導を行い、田園風景と調和し

た落ち着きのある市街地景観の形成に取り組みます。 
 
［取り組み例］ 
●景観計画などに基づく景観誘導 
●身近な公園や特色ある公園などの整備 
●公民連携による花と緑のまちづくり 
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■取組方針 3-5-3：美しい住宅地景観の形成 

住宅地では、生け垣や庭木、街路樹などによる緑の創出や、地域の歴史や文化、自然や

風景などを活かした街並みの形成に取り組むことにより、居住者や来訪者がやすらぎや潤

いを感じ、歴史・文化とともに生活することに誇りと満足を感じるような良好な景観の形

成を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●地区計画・建築協定などの活用 
●緑地協定地区の活用 
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方針 3-6 自然災害に強い都市をつくる 

 本市は、低湿地が多く、河川の氾濫による洪水などの水害に悩まされてきた歴史があり、

これまで河川や分水路、雨水排水施設の整備などに取り組んできました。また、豪雨の際に

は農地が遊水機能の役割を担うことで、市街地の浸水被害を軽減してきましたが、都市化の

進行や農業の担い手不足などにより、農地の減少や適切な維持管理が困難になるなどの課題

が表面化してきています。 
気候変動に伴い水災害が頻発化・激甚化していることを受け、河川管理者や流域自治体な

どが協働で取り組む「流域治水」の考え方が重要となってきています。これまで取り組んで

きた河川改修や排水施設整備、雨水の流出抑制に引き続き取り組むとともに、関係者で連携・

協力して総合的な治水対策に取り組みます。 
 日本海特有の冬の波浪を受ける海岸線については、浸食が著しく、砂浜が年々減少し、海

岸背後地への被害も懸念されていることから、引き続き海岸保全を推進します。 
 また、地震から人命と財産を守るため、建築物の耐震性能・防火性能の向上を促進すると

ともに、道路や橋りょうなどの都市インフラの防災性能の向上に取り組みます。 
 あわせて、本市のこれまでの災害時での救援実績などを活かし、防災力や対応力を高めつ

つ、国全体の強靭化に貢献するため、救援・代替機能を強化します。 
 
 
■取組方針 3-6-1：河川・海岸整備の推進 

 水災害から市民の安全を守るため、国、流域自治体、関係機関などが協働し、重点的に

実施する治水対策の全体像を取りまとめた「流域治水プロジェクト」に基づき、ハード・

ソフト一体となった防災対策を推進するとともに、洪水対策として信濃川や阿賀野川、中

ノロ川といった市内を流れる河川の改修などを推進します。 
あわせて、地域住民をはじめとする関係者との合意形成を図りながら、自然災害のリス

クが高い地域における土地利用の規制や居住誘導など、防災・減災まちづくりの取り組み

を進めます。 
 海岸侵食への備えとして、海岸線を安定的に維持する護岸整備を推進します。 
 また、地震などにより発生する津波から市民の生命・身体を守るため、津波避難ビルの

充実と周知を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●流域治水プロジェクトの推進 
●河川改修の推進 
●海岸保全の推進（海岸浸食対策や保安林の維持管理） 
●防災・減災とまちづくりの連携強化（立地の適正化、防災指針の検討） 
●もぐり橋の解消 

 
 



第４章 都市・地域づくりの方針 

85 
 

 
■取組方針 3-6-2：浸水対策の推進 

 過去の水災害の状況や現況の整備水準などを踏まえ、緊急度が高い地区を優先し、浸水

対策施設の整備を進めるとともに、水田や農業水利施設による浸水対策との連携強化を図

ります。また、民間建築物における雨水浸透施設の設置や、基礎や地盤のかさ上げなどを

支援し、雨水流出の抑制や浸水リスク低減などの対策を推進します。 
 
 
［取り組み例］ 
●浸水対策施設の整備 
●田んぼダムの利活用促進 

 
 
■取組方針 3-6-3：市街地の防災性能の向上 

 地震発生時の建築物の倒壊や火災などによる人的被害を防ぐため、建築物の耐震化と防

火性能の向上を促進します。特に、家屋などが密集している地区においては、建築物の共

同化や避難路の確保など、市街地の防災性能の向上に取り組みます。 
 また、緊急輸送道路の機能確保や橋りょうの耐震化、上下水道の耐震化や電線類の地中

化などを推進し、都市インフラの防災性能の向上を図ります。 
 
［取り組み例］ 
●建築物の耐震化や防火性能向上 
●道路、橋りょう、上下水道などの都市インフラの防災性能の向上 

 
 
■取組方針 3-6-4：広域的な救援・代替機能の強化 

東日本大震災では、本市が持つ交通ネットワークなどの広域拠点機能が被災地への支援

活動に大きく貢献しました。このため、平時から広域的な交通ネットワーク機能の強化を

図り、本市の拠点性を高めることで、災害時の救援・代替機能の強化につなげ、太平洋側

の大規模災害に備えた国全体の強靭化に貢献します。 
 

［取り組み例］ 
●広域交通機能の強化 
●高速道路の整備促進 
●港湾・空港の機能強化 
●放射環状型道路網の整備 
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基本方針４ 
それぞれの地域で安心して暮らし続けることができるまち 

 

市民生活の要となるまちなかの機能を強化し、生活圏内を移動しやすくするととも

に、安全・安心で快適な住環境をつくることで、それぞれの地域で安心して暮らし

続けることができるまちをつくるための方針 

 

８区のまちなかの利便性を高めるとともに、公共交通や道路などのネットワークにより、

生活圏内での移動や連携を円滑にすることで、住み慣れた地域で日常の暮らしを支障なく送

ることができる地域づくりを進めることが必要です。 
大雨や地震など自然災害に備え、地域の中で安心して暮らす上では、河川や市街地などに

おけるハード的な対策のみならず、自助・共助・公助の連携により、災害の際に地域で助け

合いながら的確に行動できる地域社会を育てていくことが重要です。 
また、道路や橋りょう、公園などの安全・快適な日常生活を支える都市インフラについては、

適切な維持管理と計画的な更新に取り組み、将来に渡ってその機能と安全性を維持していくこ

とが必要です。また、防犯や交通安全など、安全・安心な生活環境の確保も重要です。 
さらに、世帯構成の変化や結婚・出産・子育てに対する考え方の変化、ニューノーマル社

会における働き方・暮らし方など、住宅や居住環境のニーズはますます多様化しています。

こうした多様なニーズに対応できる住宅づくりや、増加する空き家・空き地などの有効活用

を図る必要があります。 
それらを踏まえ、「それぞれの地域で安心して暮らし続けることができるまち」の基本方針

のもと、以下の４つの方針を掲げます。 
 
方針 4-1 便利なまちなかをつくる 
方針 4-2 生活圏で快適に移動できる環境をつくる 

方針 4-3 誰もが安心して暮らせる環境をつくる 

方針 4-4 安全で快適な住まい環境をつくる 

 
 
[SDGs の位置づけ] 

 

 

[関連する 
都市づくりの視点] 

① ② ③ ④ ⑤ 
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方針 4-1 便利なまちなかをつくる 

地域拠点・生活拠点にあるまちなかは、日常生活に必要な様々なサービス機能が集積し、

身近な地域での暮らしを支え、便利で快適な都市環境を提供する役割を担っています。 
それらのまちなかに業務、商業、医療、福祉、子育てなどの日常生活に必要なサービス機

能を充実させるとともに、地域の様々な活動・交流を支える居場所や憩いの場を創出し、歩

いて暮らせる利便性の高いまちなかをつくります。 
 
 
■取組方針 4-1-1：生活サービス機能の充実 

まちなかの利便性を高めるため、商業、医療、福祉、子育て、交流などの生活サービス

機能が、公共交通の利便性が高い地域の歩いていける範囲に集積されるよう、機能の誘導

を図るとともに、施設のリノベーションなどによる多機能化・複合化を進めます。 
また、施設の利用状況や本市の財政状況などを踏まえ、需要に見合った規模での公共施

設の更新や集約化・統廃合を地域住民との協働のもと計画的に進めます。 
 

［取り組み例］ 
●生活サービス機能の集積・誘導 
●公共施設の計画的な更新や集約化（地域別実行計画の策定と公共施設の再編） 

 
 
■取組方針 4-1-2：空き店舗対策の推進 

まちなかの商店街の活性化を図るため、関係者と連携しながら、空き店舗などの放置の

抑制や流通促進、建築物の用途の変更や複合化といった既存ストックの活用促進に取り組

むほか、起業・創業の促進など、地域の特徴を活かしたまちなかづくりに取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●低未利用地の活用促進 
●商業・業務の活性化の促進 

 
 
■取組方針 4-1-3：市民の活動・交流の拠点をつくる 

子どもから高齢者、障がい者など、身近な地域で誰もが気軽に集まり、活動・交流する

ことができるように、放課後児童の遊び場や地域の茶の間、イベント・交流スペースなど、

多岐にわたる市民活動の拠点となる場所の充実に取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●多世代交流や市民活動の場づくり 
●地域コミュニティの育成や地域活動の促進 
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■取組方針 4-1-4：身近な自然を感じることができる憩いの空間をつくる 

 公園や散策路、水辺を楽しめる場所など、地域において自然を身近に感じることのでき

る場を確保するとともに、それらのネットワークにより、回遊性を高め、居心地がよく、

安らぐことができる憩いの空間づくりを進めます。 
 

［取り組み例］ 
●身近な公園や特色ある公園などの整備・充実 
●散策路、休憩スペースの充実 
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方針 4-2 生活圏で快適に移動できる環境をつくる 

 まちなかの商店街や主要な生活サービス施設、公共施設へ徒歩や自転車などにより安全に

移動できる環境づくりに取り組むとともに、拠点を結ぶ幹線道路、公共交通ネットワークの

構築を進めます。 
 運転に不安のある方が自家用車に頼らなくても、生活に必要なサービスを受けることがで

きるよう、地域における交通手段の確保・維持を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続

けることができる環境づくりを進めます。 
 
 
■取組方針 4-2-1：歩行者道・自転車道の整備 

 駅、学校、大規模集客施設など利用者の多い施設を結ぶ主要な道路の歩行者空間・自転

車走行空間の整備・再構築により、歩行者、自転車、自動車を適切にすみ分けることで、

安全で快適な移動環境を確保します。 
 

［取り組み例］ 
●歩行者空間の整備 
●自転車利用環境の整備推進 
●交通安全施設整備 

 
 
■取組方針 4-2-2：地域交通手段の確保・維持 

 日常の生活における交通手段を確保するため、鉄道や路線バス、タクシーのほか、区バ

ス・住民バスなどを組み合わせ、地域のニーズや需要に応じた多様な生活交通手段の確保・

維持の取り組みを進めます。 
このような地域交通施策の検討にあたっては、ニーズに応じたサービスを効率的に提供

するため、地域主導による計画づくりや運営を支援します。 
 

［取り組み例］ 
●公共交通機関の充実 
●郊外路線への運行支援 
●区バスの運行や住民バスなどへの運行支援 
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■取組方針 4-2-3：集落とまちなかを結ぶ幹線道路網の整備 

 田園集落と市街地を結ぶ幹線道路は、既存道路の有効活用を原則としつつ、必要に応じ

た道路拡幅や改良、歩道設置を行い、田園集落と市街地の連携を強化します。 
 

［取り組み例］ 
●幹線道路網の改良・改築 

 
 
■取組方針 4-2-4：環境や健康に配慮した環境づくりの推進 

低炭素型のライフスタイルへの転換や市民の健康づくり、交流の拡大などを図るため、

環境・健康に配慮したライフスタイルの普及啓発や、公共交通や自転車で移動しやすく快

適に歩けるまちづくりを進めます。 
 

［取り組み例］ 
●移動しやすいまちづくりの推進 
●健康寿命の延伸 
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方針 4-3 誰もが安心して暮らせる環境をつくる 

 地震などの災害による被害を最小限に抑え、防災力の高い都市を構築するためには、市街

地の防災機能の向上といったハード的な防災・減災対策のみならず、災害時の対応力といっ

たソフト的な防災・減災対策を適切に組み合わせ、総合的に対策を進めることが重要です。 
 また、都市インフラのバリアフリー化や日常的な維持管理など、日々の暮らしにおける安

全性確保や交通安全対策、防犯対策といった、市民生活に密着した安全・安心なまちづくり

を進めることも重要です。 
 災害が発生した際の初動対応として、互いに助け合うことのできる地域社会のつながり強

化や、防災情報を迅速かつ的確に伝えることのできる環境づくりを進めます。 
 住み慣れた地域で誰もが安心して暮らし続けることができるよう、バリアフリー化やユニ

バーサルデザインの視点を取り入れた、誰もが安全・安心に移動や活動することができる環

境整備を進めます。 
 安全で快適に暮らすことができる都市環境を引き続き維持するため、道路や橋りょうなど

の都市インフラの適切な維持管理と計画的な更新を図ります。 
 また、安全・安心なまちづくりを進めるため、地域や住宅の防犯力を高める取り組みや交

通安全対策を進めます。 
 
 
■取組方針 4-3-1：災害対応力の向上 

 避難所における災害備蓄や運営体制の構築、防災備蓄倉庫などの拠点の整備・充実を図

ります。あわせて、円滑な避難行動のための周知・啓発、災害が発生した際に互いに助け

合うことができる地域社会のつながり強化や自主防災組織の育成・支援、消防活動体制の

整備や救急体制の充実などを図ることで、災害対応力を強化します。 
 

［取り組み例］ 
●避難場所などの整備 
●自主防災組織などの育成 

 
 
■取組方針 4-3-2：災害に関する情報発信・情報インフラの強化 

 ハザードマップなどの周知を図り、防災意識の啓発を進めるとともに、ハザードに関す

る情報をまちづくりの分野においても活用します。また、災害情報の発信・伝達などを迅

速かつ効果的に行うため、災害情報の発信手段や伝達体制の整備・強化を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●防災意識の啓発 
●災害情報の発信・伝達の強化 
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■取組方針 4-3-3：バリアフリー化やユニバーサルデザインによる環境づくりの推進 

 公共施設や大規模集客施設などでは、子どもや高齢者、障がいを持った方など誰もが安

全で利用しやすい施設となるよう、バリアフリー化やユニバーサルデザインの視点を取り

入れた整備を進めます。 
 あわせて、駅やバスターミナルといった交通結節点の強化やバス車両・バス停などの整

備により、安全で円滑な公共交通の環境づくりを進めます。 
 

［取り組み例］ 
●公共施設などのバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進 
●ノンステップバスの導入やバス停におけるバリアレス縁石の整備 

 
 
■取組方針 4-3-4：既存の都市インフラ及び公共施設の適切な維持管理と長寿命化 

 道路や橋りょう、公園、上下水道、公共施設などの市民生活に密接に関連する既存の都

市インフラ及び公共施設については、適切な維持管理を図り、その機能と安全性を確保す

るとともに、社会的影響度やライフサイクルコストの視点を考慮しながら、予防保全とし

ての修繕を実施するなど、既存ストックの長寿命化を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●ファシリティマネジメントの推進 
●都市インフラ・公共施設の機能確保と長寿命化 

 
 
■取組方針 4-3-5：防犯まちづくりの推進 

 地域防犯力の向上により犯罪の未然防止、良好な地域環境及び治安の保持を進めるとと

もに、誰もが安全・安心に道路や公園を利用できるよう、身近な生活関連インフラの交通

安全対策や防犯対策に取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●防犯性の高い住宅・住環境の促進 
●通学路などの交通安全対策や防犯対策 
●地域における防犯設備の整備や防犯力の向上 
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方針 4-4 安全で快適な住まい環境をつくる 

ライフスタイルやライフステージに応じて適切な住宅を確保でき、住み慣れた地域で安

全・安心・快適に暮らし続けることができる住宅・住環境の整備は重要です。 
安全で良質な住宅ストックの形成を図るとともに、2050 年ゼロカーボンシティの実現を見

据え、限りある資源の有効利用や、持続可能な都市づくりにつなげるため、耐久性や省エネ

性、可変性などに優れ、長期に渡って使い続けることができる住宅の供給を促進します。 
 生活の基盤である住宅の安全性や快適性を確保するため、既存住宅ストックのバリアフリ

ー化や省エネ性能の向上に取り組むほか、地震などの自然災害から命と財産を守るため、耐

震性・防火性の向上に取り組みます。 
また、空き家の発生抑制や管理不全に伴う生活環境の悪化を防止するため、意識啓発や適

正管理の促進を図るとともに、空き家を資源として活用するため、流通促進や様々な用途で

の活用の促進を図るなど、総合的な空き家対策に取り組みます。 

 

 
■取組方針 4-4-1：良質な住宅の供給促進 

誰もが安心して使いやすい良質な住宅ストックの形成を図るため、耐久性、耐震性など

に優れた長期優良住宅や脱炭素に貢献する省エネ性能の高い住宅の普及促進に取り組みま

す。 
 

［取り組み例］ 
●長期優良住宅や省エネ住宅などの普及促進 
●マンション管理の適正化に関する取り組み 

 
 
■取組方針 4-4-2：安全で快適な住宅への改修促進 

高齢者や障がい者、子育て世帯など、誰もが使いやすく快適に暮らせるように、子育て

対応リフォームや温熱環境改善リフォーム、長寿命化に向けたリフォームなどに対する支

援に取り組みます。 
 地震発生時の住宅の倒壊や火災などによる人的被害を防ぐため、一定の耐震基準を満た

していない木造戸建住宅や分譲マンションなどの耐震診断や耐震改修を促進するとともに、

防火性向上に関する制度などの周知に取り組み、安全・安心な住まいづくりを進めます。 
 

［取り組み例］ 
●バリアフリー・温熱環境改善リフォームなどの促進 
●住宅・建築物耐震化の促進 
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■取組方針 4-4-3：空き家の発生抑制や活用促進 

空き家の増加や管理不全化による地域への悪影響が懸念されることから、住宅ストック

の良質化や市民意識啓発など、空き家の発生抑制やその適正管理の促進に公民連携で取り

組みます。 
また、空き家を資源として活用するため、地域や関係団体と連携し、市場への流通促進

や地域交流や福祉活動の場などでの利活用を促進するとともに、相談体制の充実や情報提

供の仕組みづくりに取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●空き家の発生抑制のための市民への啓発・市民意識の醸成 
●空き家の利活用の促進 
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基本方針５ 
地域の個性を活かした多様な暮らし方ができるまち 

 
農村と市街地の交流により生活やビジネスの新たな価値を創出し、活性化につなげ

るとともに、地域への誇りと愛着を育み、その個性を守り・活かすことで、それぞ

れの地域の個性を活かした多様な暮らし方ができるまちをつくるための方針 

 

農村集落と市街地の多様な交流などを通じて生活やビジネスにおける新たな価値を創出し、

様々な分野・産業との連携や生活の充実や質の向上につなげることが重要です。 
価値観が多様化し、様々な暮らし方や働き方が見直され始めているなか、地方での暮らし

への関心が高まりから、首都圏などから地方へ移り住む現象が起きています。これは市街地

と田園・自然が調和・共存している本市には見過ごせない社会変化です。暮らしたい都市と

して存在感を示すため、都心・市街地・農村と多様な暮らし方ができる本市の魅力発信や住

環境の質をさらに高めていく必要があります。 
また、地域の歴史や文化、自然など、地域性を背景として形成されてきた身近な風景は、

地域への誇りや愛着のもととなる重要なものです。これらの有形無形の歴史文化資源や、地

域固有の風景を守り続けるとともに、それらの個性をまちづくりに活かしていくことが必要

です。 
それらを踏まえ、「地域の個性を活かした多様な暮らし方ができるまち」の基本方針のもと、

以下の３つの方針を掲げます。 
 
 
方針 5-1 都市と農村の交流で新たな価値をつくる 
方針 5-2 多様な暮らし方ができる住環境をつくる 

方針 5-3 地域の資源を保全・活用し誇りや愛着を育む 
 
 

 

[SDGs の位置づけ] 

 

 

[関連する 
都市づくりの視点] 

① ② ③ ④ ⑤ 
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方針 5-1 都市と農村の交流で新たな価値をつくる 
 食育や花育、農業体験などを通じて田園や食の豊かさ、農業の魅力について国内外に発信

するとともに、「食と農」を活かした交流人口や関係人口の拡大を図ります。 
また、農業振興や営農環境整備などの農業施策とともに、農産物の直売所や農家レストラ

ンなどの整備を支援し、都市と農村、人と人との交流を広げることで、地域産業の活性化や

食・農関連の産業振興につなげます。 
 
 
■取組方針 5-1-1：食や農の魅力を活かした交流の推進 

 食育、花育、農業体験学習などを通して、子どもをはじめ本市に暮らす様々な人の農業

や食に対する理解を深め、それらに対する関心や誇りを醸成します。 
 また、食・農と様々な地域資源を結びつけ、食文化を通じて地域の魅力を体験する「ガ

ストロノミー（食文化）ツーリズム」の推進を図り、本市独自の個性や魅力を全国に発信

し、交流人口や関係人口の拡大を図ります。 
 
［取り組み例］ 
●農業体験を通じた社会参加 
●食文化創造都市の推進 

 
 
■取組方針 5-1-2：都市と農村の交流によるビジネスの創出 

 スマート農業の活用、特産品の地域ブランド化など、「儲かる農業」をはじめとした農林

水産業に関する、地域特性に応じたコミュニティビジネスの創出を推進します。 
 農業振興や営農環境の整備などの持続可能な農業施策とともに、農産物直売所や農家レ

ストランなどの整備を支援し、生産者の顔の見える販売を通じて、消費者との交流を進め

ることで、農村集落の維持・活性化を図ります。 
また、ＩＣＴをはじめとする産業と食・農分野の産業との事業ネットワーク化を図り、

物販や飲食、体験サービスなどを提供する新たな都市空間の形成や田園空間の活用に取り

組むなど、農業や田園資源と他分野の交流を促進します。 
 

［取り組み例］ 
●直売所・農産物加工所、農家レストランの開設の支援 
●田園集落づくり制度の推進 
●農産物のブランディング化やスマート農業の活用など、儲かる農業の推進 
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方針 5-2 多様な暮らし方ができる住環境をつくる 

様々な都市機能が集積する都心や生活サービス機能が集積し利便性の高いまちなか、歴

史・文化をもった地域の拠点や田園・自然が身近に感じられる緑豊かな田園集落など、様々

な住環境を有しています。一方で、市街地には、規模や形式・形態の異なる住宅の混在など

の課題を抱える地区もあり、また、農村地域では、人口減少や少子・高齢化の進行により活

力が低下している地域もあります。 
ライフスタイルやライフステージに応じた多様な暮らし方のニーズが高まっています。ま

ちなかや田園集落など、それぞれの地域の特徴を活かした魅力的な居住環境を創出するとと

もに、新潟暮らしの魅力発信や定住人口の増加による集落の維持・活性化に取り組むことで、

首都圏などからのＵＩＪターンをはじめ、高齢者や子育て世代、若者、外国人など、多様な

世代の居住ニーズに対応した良質な暮らし方ができるまちづくりを進めます。 
 
 
■取組方針 5-2-1：まちなか居住の誘導と居住環境の向上 

まちなかの賑わいづくりとともに、環境負荷の低減にも繋がるまちなか居住の誘導を進

めます。職住近接や公共交通の利便性をはじめ、多様な居住ニーズに対応する、まちなか

居住の魅力を発信することで、子育て世帯や高齢者など様々な世代の居住誘導を図ります。 
また、まちなかの暮らしの魅力や居住環境を向上させるため、生活サービス機能の誘導、

緑化やオープンスペースの確保といった、良好な居住環境の形成を図るとともに、周辺環

境や街並みと調和した住宅づくりや、まちなかの賑わいに寄与する商業・業務機能を併せ

持った住宅づくりを促進します。 
 

［取り組み例］ 
●地区計画・建築協定などの活用 
●まちなか居住の促進 
●移住・定住の推進 

 
 
■取組方針 5-2-2：既存住宅地の居住環境の向上 

地域住民が主体となった地区計画や建築協定などのまちづくりルールの活用により、地

域の特性を踏まえた良好な住環境を整備・保全し、住宅地の暮らしやすさの向上を支援し

ます。また、空き家の活用により、ライフスタイル・ライフステージに応じた住替えの促

進を図ります。 
 

［取り組み例］ 
●地区計画、建築協定などの活用 
●空き家の利活用の促進 
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■取組方針 5-2-3：良質な田園住宅の誘導と魅力的な田園集落づくり 

農村集落の維持・活性化に向けて、地区計画などのまちづくりルールによる田園景観と

調和した集落づくりや住民提案型の活動を支援し、ＵＩＪターンや子育て世代、二地域居

住などの多様なニーズに対応した、魅力的な集落づくりに取り組みます。 
 

［取り組み例］ 
●田園集落づくり制度 
●美しい農村づくりの推進 
●移住・定住の推進 
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方針 5-3 地域の資源を保全・活用し誇りや愛着を育む 

 地域で守り、受け継がれてきた豊かな自然や歴史、文化、風景などの個性を活かしたまち

づくりを進めるとともに、次世代に継承できるよう保全・活用し、市民が地域に誇りや愛着

を持てるまちをつくるとともに、地域の活性化につなげます。 
 
 
■取組方針 5-3-1：地域固有の歴史・文化の継承 

 地域の歴史・文化を物語る貴重な有形・無形の文化遺産の保存・活用を図ります。 
 自分たちの暮らす地域を見つめ直し、地域の魅力や資源を活 
かしながら地域づくりに取り組み、その継承を図るとともに、その魅力を広く発信し、ま

ち歩き観光などの交流人口の拡大と地域活性化につなげます。 
 

［取り組み例］ 
●地域の歴史・文化を活かした良好な景観の形成 
●地域の歴史・文化の継承と魅力発信 

 
 
■取組方針 5-3-2：地域の誇れる場所の保全・活用 

 湖沼や海岸、森林など、地域固有の自然風景の保全を図ります。また、自然と一体とな

って地域の歴史・文化を感じさせる史跡や建造物は、周辺環境も含めて保全を図り、地域

固有の風景として活用していきます。 
 

［取り組み例］ 
●公共施設及び地域における緑の保全と緑化の推進 
●潟や里山などの地域の自然の保全と活用 

 
 
■取組方針 5-3-3：個性ある街並み整備や田園・集落景観の形成 

 旧街道の街並み、雁木の残る商店街など、暮らしの中で育まれてきた地域を代表する街

並みは、街並み保全や整備のルールづくりを行うなど、そのまちの表情を活かした景観形

成を図ります。 
 田園集落では、集落景観にふさわしい建築物の保全や誘導、屋敷林・集落林の保全など

を図ることにより、集落と田園、山林、河川などが調和した景観形成を進めます。 
 

［取り組み例］ 
●美しい農村づくりの推進 
●農村の水辺環境整備 
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第５章 

 

区別構想 
 

 

 

 

 

本章では、市全体の方向性を踏まえたうえで、「区別構想」として、広域的な視点

に立った区の将来像と区づくりの方向性を示します。 
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 ５－１ 区別構想の役割 

 
（１）区別構想の役割と位置づけ                        

上位計画である新潟市総合計画で示された「区ビジョン基本方針」及び第４章（都市・

地域づくりの方針）に基づき、市全体の都市づくりの方針を踏まえつつ、８区の特性を活

かした区づくりの方向性を示します。 
 
 
（２）区別構想の構成                             

区別構想は、次の項目で構成します。 
① 区の概要 
② 区の現状と課題 
区の人口･世帯の現況、自然環境、土地利用、交通、産業など、区の特性や現状・課題

を取りまとめます。 
③ 区づくりの方向性 
区の特性を踏まえ、広域的な役割とともに区全体でのまちづくりの方向性を示します。 

 
 

図 区別構想の位置づけと構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

都市計画基本方針 新潟市総合計画 

○基本計画 

 基本的な政策や施策、土地利用

の基本的な方向 

○区別構想 

 区の特性を生かした区づくりの方向性 

① 区の概要 

② 区の現状と課題 
  人口、自然環境、暮らしの 

環境、移動環境 など 

区ビジョン基本方針 

○全体構想 

 全市レベルの都市づくりの基本方針 

現
状
と
特
性 

③ 区づくりの方向性 
  区ビジョン基本方針、全体構想

「都市・地域づくりの方針」に
基づく、区の将来像・方向性 

方

向

性 

○基本構想 

まちづくりの理念と目指す都市像 
即す 
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（３）区別構想の運用                             

区別構想は、都市計画基本方針として、概ね 20年後の将来を見据えつつ、区づくりの

方向性を示すものですが、長期にわたり固定されるものではなく、大きな社会経済情勢

の変化や取り組みの進捗状況などを踏まえ、必要に応じて見直し・改善を行います。 

また、区別構想に基づき、区を舞台とした区民主体の区づくりを進めるためのより具

体の方針を示す「（仮称）区づくり都市計画プラン」の検討を進めます。策定にあたって

は、「区ビジョン基本方針」に基づき具体的な取り組みを示す「区ビジョンまちづくり計

画」及び本基本方針における「都市・地域づくりの方針」を踏まえるとともに、区民や地

元関係者と協働し、区レベルや小・中学校区などの地域コミュニティレベルにおける特

性や課題を共有しながら、身近な暮らしの視点に立ったきめ細かな方針づくりを進めま

す。 
なお、「（仮称）区づくり都市計画プラン」については、より効果的に暮らしやすさの向

上につなげるため、区の実情に応じて方針や施策の追加・修正ができるものとし、まちづ

くりを進める過程において、必要に応じて見直しや評価・点検を重ねながら柔軟な運用

を図るとともに、その成果を区別構想の見直しに反映します。 
 
 
 

図 区別構想の役割と区づくりの考え方 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

区づくりを進める２つの計画 

Ⅱ．（仮称）区づくり都市計画プラン 

都市計画基本方針を踏まえて、区ごとの具体の取り組み

方針を示す（別途、区ごとに作成） 

全市的な視点 
によるアプローチ 

○区ビジョン基本方針 

○全体構想（都市・地域づくり

の方針） 

Ⅰ．区別構想 

都市計画基本方針として、区の広域的な役割・区づくり

の方向性を示す 

地域や身近な暮らしの 
視点によるアプローチ 

○区ビジョンまちづくり計画 

○全体構想（地域づくりの方針） 

○区民の意向・地域による検討 構成案 

○区のまちづくり方針 
・区ビジョンまちづくり計画、全体構想
「地域レベルの方針」を踏まえたきめ細
かな個別方針（課題的要素を含む） 

個
別
方
針 

○アクション・プロジェクト 
・まちづくり方針を実現するための 

具体の取り組み例 
（試行的取り組みを含む） 

行 
動 
プ 
ラ 
ン 

具体施策として、重点的あるいは

実験的に展開すべき事柄につい

て、検討方策や事業メニューなど

を取りまとめ、具体的な行動計画

として示すもの 

区における暮らしやすさの向上

に向けて取り組むべき課題につ

いて、個別具体の方針を示すもの 
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 ５－２ 区別構想 

 

 

 

北 区 
豊かな自然の中で人やものが交流する、安らぎにあふれ、 

住みたくなるまち 
P104 

東 区 
豊かな産業とやすらぎの水辺が調和し、笑顔と元気があふれる、 

空港と港があるまち P108 

中央区 歴史と文化の薫りただよう、うるおいと にぎわいのまち P112 

江南区 緑と調和した、賑わいと安らぎのあるまち P116 

秋葉区 花と緑に囲まれた、笑顔咲きそろう、にぎわいのあるまち P120 

南 区 
大地の恵みと伝統・文化にはぐくまれた郷土愛にあふれる、 

いきいきと暮らせるまち P124 

西 区 都市と農村が融合する、 

うるおいの住環境と優れた学術環境に育まれるまち 
P128 

西蒲区 
豊かな自然、歴史と文化のかおりに満ちあふれ、 

人と人があたたかくつながるまち 
P132 

 

  



第５章 区別構想 

104 
 

■北区 

 

（１）区の概要 －北区－ 

①地勢 

・北区は、本市北東部の阿賀野川以北に位置し、

東は新発田市と聖籠町に、南は阿賀野市に隣接

しています。 

・地形は、中央部から北部の日本海まで海岸線と

並行に形成された砂丘地帯が発達し、南部には

標高０～２ｍ未満の低地が広がっており、８区

の中で２番目に広い面積（107.61 ㎢）を有して

います。 

 

②人口・世帯数 

・2020 年（令和２年）の人口は 72,804 人と減少

しており、人口構成は少子高齢化が進行してい

ます。また、世帯数は 27,418 世帯と増加傾向

にあります。 

 

③コミュニティ 

・コミュニティは、ＪＲ駅周辺に発達した市街    
地や既存の農村集落など、８つの地区（松浜・   

南浜・濁川・葛塚・木崎・岡方・長浦・早通） 

から構成されています。それぞれの地区は白新 

線や道路網によってネットワーク化され 

ています。 

 

④特色 

・南部を中心に緑豊かな自然がひろがる中で、特

に福島潟は、国の天然記念物オオヒシクイの日

本一の越冬地として知られ、オニバスなどの希

少植物の宝庫でもあります。 
・区内には教育の機能を持つ新潟医療福祉大学

や、産業と物流の機能を持つ新潟東港があり、

特に新潟東港は、本州日本海側で最大のコン

テナ貨物取扱量を誇る国際拠点港湾として発

展し、その取扱量は近年順調に伸びてきまし

た。2020 年（令和２年）は新型コロナウイル

ス感染症の影響により全国的に減少した港湾

が多いなか、減少幅は小規模でした。 

 

■人口と世帯数の推移 

 

緑豊かな福島潟 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 

新潟東港コンテナターミナル 

■本州日本海側港湾別コンテナ貨物取扱量 

資料：国土交通省「港湾別コンテナ取扱量ランキ

ング」(R2 年速報値)から外貿コンテナの値を抜粋 
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（２）現状と課題 －北区－ 

①物流環境 

・新潟東港からのコンテナ貨物などは、主要幹線道路である国道７号や日本海東北自動車

道を利用して市内外へ輸送されています。今後は、国際物流拠点として新潟東港の更な

る活性化と物流業の発展に向けて、市内外への道路アクセスの向上が求められるため、

新たな物流の軸となる新潟中央環状道路の整備が必要です。 

②豊かな自然 

・福島潟は、多様な生物生息環境を形成し、市内外の小中学生による環境教育や自然体験

学習が積極的に行われています。今後は、広大な農地が生みだす美しい景観や機能を維

持、保全するとともに、豊かな自然を観光資源として有効活用し、自然との更なる共生

に努めることが必要です。 

③土地利用 

・区内の総人口は減少していますが、市街化区域内の人口は増加しています。土地利用の

現状は、市平均と比較すると、区内の約 70％を占める農地や他自然地、工業用地の割合

が高く、特に工業用地は新潟東港に近いなど立地環境が良く、８区の中で最も広い面積

を有しています。人口減少や少子高齢化の状況下において、今後も社会経済活動を維持

するため、雇用の場の提供や定住人口増に向けた土地利用を進めることが求められます。 

④交通 

・国道７号、日本海東北自動車道の主要幹線道路や白新線により、本市中心部や新発田市方

面への東西の接続には高い利便性があります。また、南北への接続には区バスや住民バス

などが運行されています。日常の生活環境を維持するため、今後も生活道路を維持管理し、

それぞれの拠点と農村集落の道路ネットワークを確保することが必要です。 

⑤防災 

・1966 年（昭和 41 年）の下越水害や 1967 年（昭和 42 年）の羽越水害など、過去には福島

潟周辺を中心とした水害による甚大な被害が発生しており、近年は、局所的な豪雨によ

り市街地の冠水が多発しています。今後は、浸水対策として雨水対策施設の整備が必要

です。また、地震対策として、橋梁や下水道施設など都市インフラ施設の耐震性とその

機能を確保するための整備や、災害時における防災拠点への移動を確実にするための緊

急輸送道路の整備が必要です。  

■土地利用面積比率 
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■区域区分別人口の推移 

資料：国勢調査（R2） 資料：都市計画基礎調査（H30） 
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（３）区づくりの方向性 －北区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

豊かな自然の中で人やものが交流する、 

安らぎにあふれ、住みたくなるまち 
 

 

①道路アクセスの強化 

・国際物流拠点である新潟東港の更なる活性化と物流業の発展に向けて、工業用地を結ぶ

物流幹線道路である新潟中央環状道路の整備を行い、国道７号、日本海東北自動車道と

の道路アクセスの強化を図ります。 

 

②住みたくなるまちづくり 

・教育の機能を持つ新潟医療福祉大学、産業と物流の機能を持つ新潟東港、日本有数の自

然環境スポットである福島潟をはじめ、各地が持つそれぞれの特色を今後も活かすとと

もに、区内の交流を図り、誰もが住みたくなるまちづくりの実現に向けて北区の魅力を

更に高めます。 

 

③持続可能なまちづくり 

・企業誘致などによる雇用の場の提供や、雇用拡大による定住人口増に向けて、既存市街

地や地域拠点（葛塚）、生活拠点（松浜、新崎、早通）などの周辺部においては、地域の

魅力や特色を活かしたまちづくりを進めます。 

 

④道路ネットワークの確保 

・日常の生活環境を維持するため、駅や幹線道路に接続する生活道路の日常的な点検整備

による維持管理を継続的に行い、それぞれの拠点と農村集落の道路ネットワークを確保

します。 

 

⑤自然災害に強いまちづくり 

・水害や地震などの自然災害への対策として、雨水対策施設の整備や、橋梁、下水道施設な

ど社会インフラ施設の整備を行います。 

・新潟市地域防災計画に指定されている新潟中央環状道路などの緊急輸送道路の整備を行

い、災害に強いまちづくりを進めます。 
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＜区づくりの構想図 －北区－＞ 
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■東区 

 

（１）区の概要 －東区－ 

 

①地勢 

・東区は、信濃川河口部の東に位置し、日本海に面し

ています。西に信濃川と栗ノ木川、東に阿賀野川が

流れ、中央には区の東西を横断する形で信濃川と阿

賀野川を結ぶ通船川が流れています。また、新潟西

港と新潟空港があり、海と空の玄関口という側面も

持ち合わせています。 

・地形は、海岸から内陸へ海岸線と並行して砂丘列が

連なり、内陸部は平坦です。 

・区の面積は 38.62 ㎢で、８区の中で中央区に次いで

２番目に小さく、市全体の約５％となっています。 

②人口・世帯数 

・東区の人口は 2020 年（令和２年）時点で 134,446

人、世帯数は 57,491 世帯で、人口は減少傾向です

が、世帯数は増加傾向にあります。 

・将来推計では、人口の減少傾向が続くことが見込ま

れており、特に年少人口と生産年齢人口の減少幅が

大きくなると推計されています。 

③特色 

・東区は日本海をはじめ、阿賀野川や通船川などの豊

かな水辺空間に恵まれています。その中でもじゅん

さい池は、全国的にも珍しい砂丘湖であり、市街地

内の水辺空間として親しまれています。 

・多くの工場が立ち並ぶ産業集積エリアは、工場なら

ではの景色が魅力の一つとなっており、工場見学や

夜景を楽しむバスツアーが開催されています。 
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■人口と世帯数の推移 

新潟空港 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 

じゅんさい池 工場夜景 
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（２）現状と課題 －東区－ 

①土地利用 

・東区は古くから製造業、卸売業、流通業の事業所が多く立地し、産業のまちとして発展し

てきました。工業系の土地利用割合が市全体に比べて高く、製造業の就業者数は８区内

で最も多くなっています。また、産業集積エリアと住宅エリアが幹線道路に沿って交互

に市街地を形成する特徴的な土地利用となっています。 
・近年では、事業所などの移転や廃業により、産業集積エリア内での宅地開発などが進み、

工場や事業所と居住が近接することで、操業環境への影響が懸念されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②拠点 

・年間約 100 万人の利用がある新潟空港と、国内の定期航路を有しクルーズ船も入港する

新潟西港は、広域交流拠点としての機能を有しています。 
・区役所庁舎は福祉や文化機能を複合した施設として整備され、行政機能だけでなく区民

の多様な活動の場として「まんなかづくり」が進められています。 
・活力と魅力あふれるまちの実現に向けて、新潟空港と新潟西港を有する利点を活用する

とともに、多くの人が集まり活動する区役所を核とした賑わいの拠点づくりを進める必

要があります。 

③交通 

・区の東西方向は国道７号（新潟バイパス・新新バイパス）、国道 113 号、県道新潟新発田

村上線（旧７号）、南北方向は県道新潟港横越線（通称：赤道）、一級市道太平大渕線など

が整備され、優れた主要幹線道路網が形成されています。 

・鉄道は、信越本線と白新線が通っており、越後石山駅、東新潟駅、大形駅の３駅が配置さ

れています。 

・バス交通は、市の中心部と結ばれた路線が、主に東西方向で運行されており、区役所な 

ど主要施設への移動手段として区バスが運行されています。 

・主要幹線道路の整備により良好な交通ネットワークが形成され、自動車利用の利便性が

向上する一方で、高齢化の進展を見据えた持続可能な公共交通が求められています。 

 

■土地利用の状況 
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（３）区づくりの方向性 －東区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞  

豊かな産業とやすらぎの水辺が調和し、 

笑顔と元気があふれる、空港と港があるまち 

 

①多様な世代が住みやすいまちづくり 

・生活拠点では、子育て環境の充実や安心安全の向上など、地域のニーズに合わせたまちづ

くりを進め、多様な世代が住みやすいまちを目指します。 

・生活拠点内に残された市街化調整区域や大規模遊休地は、周辺の市街地と連携し暮らしや

すく、安心で安全なまちにつながる活用を進めます。 

 

②地域産業が発展するまちづくり 

・山木戸榎地区、卸団地地区、木工団地地区などの産業集積エリアでは、産業の場としての

特性を強化することにより、産業やものづくりを発信する場、雇用の場として守り、まち

の持続的な発展につなげます。 

 

③拠点を活かした賑わいのまちづくり 

・広域交流拠点である新潟西港及び新潟空港の周辺では、それぞれの拠点性を活かして地域

と連携することにより、地域産業の発展と賑わいの創出を目指します。 

・交通環境が充実し、福祉と文化施設が複合する区役所及びその周辺では、多くの人が集ま

る賑わいと交流の場として活用を図り、区のまんなか拠点（地域拠点）として、活力あふ

れる土地利用を図っていきます。 

 

④貴重な水辺空間を活用したまちづくり 

・阿賀野川や通船川などの水辺空間は、市民が集い、憩う、賑わいの場としての活用を図り

ます。また、市街地に残る貴重な砂丘湖のじゅんさい池は、地域の宝として利活用してい

きます。 

 

⑤農地と集落を守り育てるまちづくり 

・区の東南部に広がる農地は、営農環境を保全し、集落エリアでは、担い手の育成や確保の

ための生活環境づくりを進めます。 

 

⑥快適に移動しやすいまちづくり 

・幹線道路をはじめとした道路は、交通の円滑化を図るとともに、生活道路を含めた安全対

策を推進し、交通環境の向上を図ります。また、ＪＲ駅などの交通結節点においては、機

能強化を進めるとともに、身近で多様な移動手段の充実を図ります。 

  



第５章 区別構想 

111 
 

＜区づくりの構想図 －東区－＞ 
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■中央区 

 

（１）区の概要 －中央区－ 

①地勢 

・中央区は、日本海、信濃川、鳥屋野潟と豊かな水

辺に恵まれています。また、西海岸公園、白山公

園、やすらぎ堤緑地、鳥屋野潟公園など憩いの場

としての緑が多く存在します。 

・面積は 37.75 ㎢で、８区の中で最も小さいです。 
 

②人口・世帯数 

・中央区の人口は、開発が進展することにより 2015

年（平成 27年）までは増加してきましたが、2020

年（令和２年）には減少に転じ、将来推計人口で

は、今後緩やかに減少していくと見込まれていま

す。 

・緩やかな少子化と、急速な高齢化が進む一方、世

帯数の増加による単身化・小世帯化が進んでいま

す。その結果、昔からの市街地では高齢化が進み、

他方では若年層の多い地域が生まれるなど、各市

街地の特色が生じています。 
 

③特色 

・1927 年（昭和２年）の都市計画が決定された時点

では、主な市街地は新潟島と沼垂地区の周辺のみ

でしたが、昭和時代に都市計画道路の整備が進

み、また、南地区においては、耕地整理された農

地を徐々に埋めていく形で宅地化が進行しまし

た。その結果、昔ながらの都市構造を残す地区や、

主要幹線沿

いに商業・

業務系の用

途が配置さ

れる沿道利

用型の都市

構造など、

多様な市街

地が形成さ

れました。 

  

資料：国勢調査(H27) 

資料：新潟市都市計画図 

 
 

■人口と世帯数の推移 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 

■年齢別に見た人口構成比分布(H27) 

※多い：中央区全体での割合よりも５％高い地区 

■昭和２年の都市計画のイメージ ■現在の都市計画のイメージ 
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老年人口(65歳以上) 年齢不詳

世帯数

実績値 推計値
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（２）現状と課題 －中央区－ 

①土地利用 

・2009 年度（平成 21 年度）以降、区画整理が３

か所で行われ、多くの住宅や商業施設が供給さ

れました。 

・市街化区域内に残る農地などで、主に住宅供給

を目的とした開発が多く行われ、特に南地区に

おいて顕著となりました。 

・鳥屋野潟南部地区や万代島地区などにおいてい

くとぴあ食花、万代島多目的広場などの施設整

備が進み、新たな人の流れが生まれました。古

町地区では、商業施設跡地の再開発が行われ行

政機能が移転しました。 

・住宅供給が行われ続ける一方で、空き家数は増

加傾向にあります。 

・市街地拡大が概ね完了したことから、多様な特

色を持つ既成市街地を、それぞれの地区がそれ

ぞれの魅力をもつ住みよいまちとしていく必

要があります。 

②交通、拠点 

・新潟西港は、佐渡や北海道へのカーフェリーや

国内外の旅客船が発着しており、新潟の海の玄

関口として機能しています。 
・新幹線駅で陸の玄関口である新潟駅があり、そ

こから複数の方向へ在来線がつながっていま

す。また、高速道路網が整備され、高速バスネ

ットワークが各地へ拡がっており、広域的な交

通機能を有しています。 
・業務・商業・居住などが集積し高度利用がされたまちなみと、

国指定重要文化財である萬代橋や、開港 150 年を迎えたみな

とまちの歴史的建造物など、伝統や文化を感じられるまちな

みが併存します。 
・県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム・県立野球場やコンベンシ

ョン施設といった広域交流機能を有し、美術館、文化会館、

水族館などの文化的な集客施設が多くあります。また、県庁

舎、国の機関などの広域行政施設も配置されています。 
・みなとまちの歴史・文化や、県都としての広域交流型の都市

機能、貴重な自然の資源を活かして、魅力にあふれ、交流が

生まれる拠点のみなとまちを目指していく必要があります。  

土地区画整理事業（H21年度以降認可）

開発許可（H21～Ｒ１年度許可）

近年の主な新規施設

消防局

アイスアリーナ

いくとぴあ食花
県立野球場

ピア万代
万代島多目的広場

メディアシップ

古町ルフル 万代テラス

南口再開発

水族館リニューアル
ゆいぽーと

マンガの家

マンガ・アニメ情報館

中央区役所

美咲合同庁舎
2号館

市街化区域界

2008
（H22）

2013
（H25）

2018
（H30）

空き家数（その他住宅） 3,950 5,700 6,060

住宅総数に占める空き家率 4.1% 5.5% 5.6%

朱鷺メッセとみなとぴあ 

資料：住宅・土地統計調査（H30） 

■中央区の空き家数・空き家率の推移 

古町ルフル 旧齋藤家別邸 

萬代橋・やすらぎ堤緑地 

資料：中央区建設課まとめ 

南地区 

■土地利用・建物の推移 
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（３）区づくりの方向性 －中央区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

歴史と文化の薫りただよう、うるおいと にぎわいのまち 

①魅力にあふれ、交流が生まれる拠点のみなとまち 

・都心のまちづくりと連動して、区全体で交流と活力を

生み出す都市づくりに取り組みます。鳥屋野潟南部地

区における新たな拠点づくりを推進するとともに、市

役所周辺では、都心近接型の立地を活かし、医療、交

流機能などの集積を目指します。また、新光町・美咲

町地区では広域行政機能の集積を目指します。 

・やすらぎ堤、鳥屋野潟公園などの資源を活用した、緑

豊かなまちづくり、みなとまちの歴史や文化を感じら

れ、水辺で賑わい憩えるまちづくりに取り組みます。 

・公共空間の様々な利活用を通じて、都市・水辺・緑が

一体となって混ざり合う、中央区にしかない独自の魅

力を形成していきます。 

②それぞれの地区がそれぞれの魅力をもつ住みよいみなとまち 

・都心以外でも、しもまちや沼垂など昔ながらのみなとまちの形を残す地区や、関屋・学校

町・西大畑地区などの特色ある地区があり、また南地区においては、格子状に区切られ

主要幹線沿いに施設が配置される田園開発型のまちが広がっています。それぞれの独自

の魅力を再認識しながら、地域コミュニティと連携し、その地区にしかない魅力を引き

出していきます。 

・基幹公共交通軸、沿道軸※を中心とした、歩きやすく自転車や公共交通で移動しやすい環

境を目指します。また、快適なオープンスペ

ースやコミュニティ空間の確保、空地・空き

家対策などに取り組むことにより、多様な

人が快適に暮らせる環境を目指します。 

・地区の実情に合わせた防災・減災に取り組

み、災害に強く安心して暮らせる環境を目

指します。 

・公共施設の最適な再配置や維持保全に取り

組みます。公共施設の集約などにより生じた

跡地については、多様な主体と連携しながら

地区の魅力を高める利活用を目指します。 

■既成市街地の住環境の向上のイメージ 

交流と活力
を生み出す
都市づくり

みなと・水辺
を感じる
まちづくり

緑豊かな
まちづくり

中央区の魅力をつくるまちづくり

■独自の魅力のイメージ 

※沿道軸：幹線道路の沿道に商業・業務・サービスや中高層住宅などが連続し、地域の移動や活動などの軸となるもの 
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＜区づくりの構想図 －中央区－＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早川堀通り 
ミズベリング信濃川 

やすらぎ堤 りゅーとぴあ 

■ 都市・水辺・緑を一体に感じる取り組みのイメージ 
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■江南区 

 

（１）区の概要 －江南区－ 

①地勢 

・江南区は、東を阿賀野川、西を信濃川、南を

小阿賀野川、北を日本海東北自動車道と接し

ており、面積は 75.42 ㎢で市のほぼ中心に位

置しています。 

・土地は平坦で海抜０メートル地帯が多く、か

つては「地図にない湖」と呼ばれ、また河川

の氾濫などで幾多の浸水被害がありました

が、河川改修や土地改良事業により、広大な

優良農地へと生まれ変わり、稲作を基幹とし

た多様な農産物を供給する都市近郊型農業

が営まれています。 

・区内の道路ネットワークは、北陸・日本海東

北・磐越自動車道の高速道路をはじめ、国道

49 号・国道 403 号及び主要地方道など広域

幹線道路で構成され、現在は新潟中央環状

道路の建設も進められています。 

②人口・世帯数 

・江南区の人口・世帯数は 2020 年（令和２年）

時点では 67,972 人・24,891 世帯でしたが、

単身世帯の増加や核家族化の進行により、

世帯数は増加傾向にある一方、人口は減少

すると推計されています。 

③自然・歴史 

・江南区は信濃川、阿賀野川、小阿賀野川の三

つの河川に囲まれた自然の魅力にあふれ、

川の豊かな自然環境から様々な植物や鳥な

どが生息しています。また秋から冬の風物

詩として、たくさんの白鳥が飛来し、伝統的

なサケ漁も行われています。 

・広大な田園は生産基盤であるとともに優れ

た自然空間を形成し、人々に安らぎを与え

ています。 

・豪農「伊藤家」の旧邸宅である北方文化博物館には、100 畳敷の大広間から眺める回遊式

庭園などの見どころがあります。  

新潟亀田ＩＣ付近より亀田駅方向を望む 

北方文化博物館（大広間） 

■人口と世帯数の推移 

 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 
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7,312

11%

6,393

10%

43,561
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37,283
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36,061

56%

16,077
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18,897
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20,495
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21,121
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（２）現状と課題 －江南区－ 

①土地利用 

・江南区を構成する亀田、横越、曽野木、両川、

大江山の５地区の日常生活圏は、恵まれた自

然環境を保全・活用しながら、区全体でコンパ

クト・プラス・ネットワークを考慮した適切な

立地誘導を進めています。 

・農村集落(既存集落区域)の維持・活性化を図る

ため、「新潟市開発行為等の許可の基準に関す

る条例」により緩和された建築要件を活用し、

開発許可件数が８区中１位となっています。

引き続き定住人口を確保することで、集落の

維持活性化が必要です。 

・空き家などの課題を踏まえた既成市街地の都

市機能及び江南区の地域特性（三方が河川に

囲まれている、海抜０メートル地帯など）を踏

まえた防災機能の維持・充実が必要です。 

②交通 

・亀田地区を「地域拠点」、横越・曽野木・両川・

大江山地区を「生活拠点」と位置付け、日本海

東北自動車道や磐越自動車道をはじめ、国道 49

号、国道403号の広域幹線道路網とリンクした、

各拠点を結ぶ道路ネットワークを構築するた

め、引き続き、新潟中央環状道路などの幹線道

路の整備を進めています。 

・亀田駅を結節点に路線バス、区バス、住民バス

が各方面に運行しています。 

・信越本線と新潟中央環状道路との交点に、新た

に（仮称）江南駅を設置する計画が周辺のまちづくりの検討と合わせて進められており、

交通結節点としての整備及び周辺開発による地域活性化が期待されます。 

・移動しやすい環境整備に向け、既存の路線バス及び区バス、住民バスの充実が必要です。 

③産業 

・高速道路のＩＣ周辺や主要幹線道路沿線に大型商業施設や工業団地が立地し、また、新た

な雇用の確保に向け４つの工業団地の整備を進めています。 

・新潟市中央卸売市場やその関連施設が、市内をはじめ県内へ鮮魚、野菜、果樹、花きなど

の生産と消費を結ぶ流通拠点として重要な役割を担っています。今後は市内唯一の中央

卸売市場として都市と農村の新たな交流の機能も期待されます。 

 

 

■新潟市開発行為等の許可の基準に関する 
条例による開発許可件数 

 

 
 

亀田
28%（155件）

横越
19%（104件）

大江山
35%（191件）

両川
8%（41件）

曽野木
10%（55件）

地区別の許可実績（件数）

計546件

資料：新潟市都市計画課・江南区建設課まとめ 

新潟中央環状道路 横越バイパス 
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（３）区づくりの方向性 －江南区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

緑と調和した、賑わいと安らぎのあるまち 

 

 

①都市機能・防災機能の維持・充実 

・亀田地区を地域拠点、横越・曽野木・両川・大江山地区を生活拠点として活性化を図ると

ともに、各地区において既成市街地の都市機能及び江南区の地域特性を踏まえた防災機

能についても維持・充実を図ります。 

 

②重要な社会資本を有効活用したまちづくり 

・（仮称）江南駅の設置とともに、それらの交通結節点や中央卸売市場・工業団地といった

各種拠点施設などの重要な社会資本を有効活用し、市全体や区の持続的な発展に寄与す

るまちづくりに取り組みます。 

 

③道路ネットワークの構築 

・日本海東北自動車道や磐越自動車道をはじめ、国道 49 号、国道 403 号の広域幹線道路網

とリンクした地域間交流や区内交通に資する道路ネットワーク構築のため、引き続き新

潟中央環状道路などの主要幹線道路の整備を進めます。 

 

④公共交通ネットワークの確保 

・公共交通ネットワークを維持・確保するため、既存の路線バス及び区バス、住民バスの充

実に努めるとともに、さらなる移動しやすい環境整備などを図ります。 

 

⑤農村集落の活性化 

・農村集落では、既存集落区域内の住宅建築の促進など、田園集落づくり制度の活用によ

り、定住人口の確保や活性化を進めます。 

 

⑥自然環境の保全・活用 

・河川及び田園などを江南区の貴重な財産として捉え、その恵まれた自然環境の保全に努

めるとともに、その活用を図ることで、豊かな自然と都市機能の利便性を兼ね備えたま

ちづくりを進めます。 
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＜区づくりの構想図 －江南区－＞ 
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■秋葉区 

 

（１）区の概要 －秋葉区－ 

①地勢 

・秋葉区は、本市の南東部に位置し、東西を阿賀

野川、信濃川の二大河川に囲まれ、北には小阿

賀野川、区の中央には能代川・新津川が流れる

ほか、南には新津丘陵が広がる自然豊かな地

域です。 

・面積は 95.38 ㎢で、８区の中では西蒲区、北

区、南区に次ぐ面積となり、全市域の約 13％

を占めています。 

②人口・世帯数 

・2020 年（令和２年）時点の区の人口は 75,069

人、世帯数は 28,003 世帯となっており、人口

は減少傾向ですが、世帯数は増加傾向にあり

ます。また、高齢化率も年々増加傾向にあります。 

③特色 

・新津駅周辺から荻川駅までの信越本線沿線や小

須戸地区などに市街地が形成されており、鉄道と

幹線道路網によって各地域が結ばれています。 

・古くから秋葉区は、産油量日本一を誇った新津油

田があり、さらにＪＲの３路線が乗り入れる鉄道

の要衝の地として発展してきました。現在は、新

津油田が史跡指定され、ＳＬばんえつ物語号が定

期運行するなど、石油のまち、鉄道のまちとして

知られています。また、花き花木、球根の生産地

として全国屈指の生産量を誇るなど、花のまちと

しても知られています。 

・近年は区内の教育機関である新潟薬科大学と連

携し、まちなかの活性化に向けた活動や、産官学

連携のバイオ技術の研究による里山資源の活用などを含め新しい地場産業の形成を目指

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■人口と世帯数の推移 

■人口の分布状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 

ＳＬばんえつ物語号 花と遺跡のふるさと公園 

資料：国勢調査（H27） 
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実績値 推計値



第５章 区別構想 

121 
 

（２）現状と課題 －秋葉区－ 

①土地利用 

・田園風景を作る農地と、緑豊かな新津丘陵や河川

などの自然地が約７割の土地利用を占めており、

区の特色である里山や水辺を最大限に活かして、

移住・定住してもらえるような自然と調和した暮

らしを推進する必要があります。 

・暮らしやすいまちづくりには、地域の活性化が不

可欠であり、地域住民との協働による活動や、人

材の育成が重要となります。 

②人口の変動と生活 

・新津駅周辺や小須戸地区の市街地及び、荻川駅周

辺で人口が多く、行政施設や医療施設・介護福祉

施設などの公益施設が集積しています。 

・区の人口は減少傾向ですが、人口動態については

本市中心部へ通勤する世代が多く、社会動態の転

入が転出を上回っている状況であることから、今

後も住宅地需要が見込まれます。 

・市街化区域には人口の約 67％が住んでおり、良

好な市街地整備や生活圏の利便性向上など、暮ら

しやすい地域づくりが求められます。 

・一方、古くからの中心市街地は高齢化や空洞化が

進んできていることから、民間事業者などと連携

して生活の利便性の高いまちづくりを進める必

要があります。 

③交通 

・道路網は南北を通る国道 403 号と、東西を通る国

道 460 号が骨格となるほか、磐越自動車道の新津

ＩＣ、新津西スマートＩＣがあります。 

・鉄道は信越本線など３つの路線と新津駅など７

つの駅が設置されています。 

・国道では朝晩渋滞が発生していることから、渋滞を解消する取り組みが必要です。 

また、既存の鉄道インフラを活かしたまちづくりの取り組みとして、駅からバスなどの

二次交通の充実を図る必要があります。 

④防災・環境 

・2011 年（平成 23 年）の新潟福島豪雨では、信濃川の増水により小須戸橋が通行止めとな

り、堤防高が不足する箇所において水防活動が行われました。このため、堤防の高さが

不足している箇所を整備し治水安全度の向上を図るとともに、災害時の円滑な交通を確

保することが求められています。 

・また、近年多発する地震への対策として、区の特色である自然を活かした資源の活用や、 

環境負荷の少ないエネルギーを取り入れた、災害に強い拠点づくりを進める必要があります。 

■公益公益施設の分布状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

■区域区分人口推移 

 

49,196
(63.9%)

50,660
(65.5%)

51,407
(66.9%)

27,854
(36.1%)

26,669
(34.5%)

25,436
(33.1%)

0
20
40
60
80

100

H17 H22 H27

千

市街化区域 市街化調整区域

(千人)

77,329 76,84377,050

■土地利用の状況 

 

資料：国勢調査（H27） 

資料：都市計画基礎調査（H30） 

50.9

46.8
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24.0

11.3

11.4

2.1

1.2
3.0

1.4
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15.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新潟市

秋葉区

農地 他自然地 住宅 商業 工業 その他

資料：都市計画基礎調査（H28） 
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（３）区づくりの方向性 －秋葉区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

花と緑に囲まれた、笑顔咲きそろう、にぎわいのあるまち 

 

 

①自然の保全と活用 

・緑豊かな新津丘陵と、信濃川や阿賀野川など自然豊かな環境を貴重な財産ととらえ、市

民協働の活動による里山や水辺の保全に努めるとともに、新津丘陵を文化、学術、観光

の拠点に位置づけ、遺跡や石油、文化遺産、植物園などの教養施設や遊歩道を活用し、

里山としての拠点性を高め、自然を楽しめる暮らしができるまちづくりを目指します。 

  

②地域の活性化  

・市街地の活性化を図るため、新津駅周辺では産官学や地域と連携し、地域の拠点性を高

め、個性あるまちづくりを進めます。また、小須戸地区・荻川駅周辺の地域を生活拠点

として位置づけ、身近な生活の利便性を高めます。 

・市街地周辺では、世帯増加や多様な暮らし方に対応するため、地域の魅力や特色を活か

したまちづくりを進めます。 

・郊外の集落では、田園集落づくり制度の活用とともに、多様な暮らし方の情報発信を通

じて移住・定住を促進し、田園風景と調和した景観や集落のコミュニティ維持・活性化

を図ります。 

 

③交通 

・磐越自動車道、国道 403 号及び国道 460 号を区域の骨格道路とするため、４車線化やバ

イパスの整備促進に取り組み、これらを軸に主要な県道・市道を活かした区域内の道路

ネットワークの強化を図ります。 

・鉄道駅を中心に、利用しやすい公共交通体系を構築し、便利で快適なまちを目指します。 

 

④防災とエネルギー 

・信濃川の治水の安全性を高めるとともに、緊急輸送道路の確保を図るため、新しい小須

戸橋の整備と堤防の高さが不足している箇所の堤防の整備を進めます。 

・秋葉区役所周辺エリアを防災の拠点に位置づけ、公民連携により環境に優しいまちづく

りを目指すとともに、新たなエネルギーシステムの構築による地域の発展と防災機能強

化に取り組みます。 
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＜区づくりの構想図 －秋葉区－＞ 
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■南区 

 

（１）区の概要 －南区－ 

 

①地勢 

・南区は本市の南部に位置し、東側

を信濃川、中央を中ノ口川が流

れ、両河川によって育まれた肥沃

な農地が広がっています。 

・地形は南北に長く、地盤高は南部

地域で 5.8ｍ（新飯田小学校）、北

部地域で 1.2ｍ（大通小学校）と

緩やかな高低差になっています。

面積は、100.91 ㎢で、８区の中

で、西蒲区、北区に次ぐ広大な面

積を有しています。 

 

②人口・世帯数 

・2020 年（令和２年）時点の人口は 43,437 人、

また、世帯数は増加傾向にあるものの 14,922

世帯で８区の中で最も少ない人口と世帯数と

なっています。2015 年（平成 27年）の国勢調

査結果に基づく将来推計人口では、2030 年

（令和 12年）に総人口は 40,213 人まで減少

し、老年人口の割合が約４割まで増えると予

測されています。また、人口の約６割が市街

化調整区域に住んでいるという特徴がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
■人口と世帯数の推移 

79.9%

37.0%

84.9%

41.4%

20.1%

63.0%

15.1%

58.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

新潟市 南区 新潟市 南区

人口 世帯数

市街化区域 市街化調整区域

■区域区分別人口・世帯数割合 

しろね大凧と歴史の館 県内屈指のフルーツの名産地 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 

資料：国勢調査（H27） 
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（２）現状と課題 －南区－ 

①拠点 

・公共公益施設が集積する白根中心部を地域拠点、味方・月潟の中心部をそれぞれの生

活拠点と位置付けています。また、それぞれの地域には、魅力的な伝統・文化など多

くの観光資源があり、これらの活用により交流人口の拡大につなげることが重要とな

ります。 

②土地利用 

・南区は、白根地区、味方地区、月潟

地区によって構成されています。 

・信濃川、中ノ口川の両河川により育

まれた肥沃な農地は、区域の約７割

を占めており、集落は河川に沿って

形成されています。そのため、常に

水害時の安全を確保する必要があ

り、河川管理の一元化を含めた防

災・減災対策が重要となります。 

・人口減少や空き家が増加しているこ

とから、生涯にわたり住み続けられ

る生活環境の確保も必要です。 

③交通 

・軌道系の公共交通がない唯一の区で

あり、バス交通は重要な公共交通機関となり、利便性を高める必要があります。 

・区の骨格をなす国道８号、国道 460 号、新潟中央環状道路は、地域間の交流・連携や

物流の軸となり、災害時には緊急輸送道路としての役割を果たすことから、常に円滑

な交通の確保に努める必要があります。 

④産業 

・区域の農地の割合や農業に従事する割合が市内で最も高く、農業は南区の重要な基幹

産業となっています。荒廃農地の拡大や後継者・担い手不足による農業の衰退を防ぐ

ため、農村集落の維持・活性化を図る必要があります。 
・製造業に携わる割合が市内で最も高くなっています。雇用の場を維持・確保するた

め、既存事業所の維持・拡大に努めるとともに、新たな雇用の場を確保し、更なる企

業誘致を図る必要があります。また、若者の流出を防ぐため、魅力的な雇用の場の創

出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（H30） 
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■土地利用面積比率 

■その他の空き家率の推移 

■産業別従業地就業者数比率 

資料：国勢調査(H27) 
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資料：都市計画基礎調査（H30） 
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（３）区づくりの方向性 －南区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

大地の恵みと伝統・文化にはぐくまれた郷土愛にあふれる、 

いきいきと暮らせるまち 

 

 

①にぎわいと多彩な交流のまちづくり 

・公共公益施設が集積する白根中心部を地域拠点、味方・月潟の中心部を生活拠点、ア

グリパークなどを交流拠点の中心とします。 

・交流人口の拡大を図るため、各地域の持つ伝統・文化の継承や活用を推進し、にぎわ

いのあるまちづくりを進めます。 

 

②安心していつまでも暮らせるまちづくり 

・信濃川・中ノ口川を中心とした河川などの治水対策を促進するとともに、農地の持つ

多面的機能を活用し、安心・安全で、自然の潤いを感じられる住みよいまちづくりに

取り組みます。 

・地域で安心して暮らせるように、健康でいきいきと生涯にわたり住み続けられる質の

高い生活環境の確保に努めます。 

 

③交通の利便性の高いまちづくり 

・南区から新潟中心部や駅などの交通結節点へのアクセスや定時性の確保と利用しやす

い区バスの運行により、利便性が高く、快適で、環境にも利用者にもやさしい公共交

通の充実を図ります。 

・区の骨格を形成する国道８号や国道 460 号などの幹線道路の渋滞・事故対策を推進す

るとともに、新潟中央環状道路の整備によるネットワーク機能の強化により、交通の

利便性の高いまちづくりを進めます。 

 

④新たな活力を生み出すまちづくり 

・広大な農地は、基幹産業である農業の基盤であり、区の骨格的な環境資産であるた

め、これを保全し、有効活用します。また、区内で生産される豊富な農作物などの付

加価値を高めるとともに、農村部での雇用機会の創出と人口維持を図り、農村集落の

活性化に努めます。 

・幹線道路や既存事業所・店舗などの周辺を中心とした企業立地適地に企業誘致を進め

るとともに、既存事業所・店舗などの規模拡大を積極的に支援し、産業の振興と雇用

の場の確保を図り、活力のあるまちづくりに取り組みます。 
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＜区づくりの構想図 －南区－＞ 
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■西区 

 

（１）区の概要 －西区－ 

①地勢 

・西区は、信濃川及び関屋分水路以西に位置し、

北には日本海があり、川や潟などの水辺も多く

存在しています。 

・北西部には海岸砂丘地帯があり、南東部は平野

となっています。平野部は海抜が低く、水との

闘いを繰り返してきました。この歴史の中で築

いた豊かな穀倉地帯が、美しい風景を作り出し

ています。 

・区の面積は、94.00 ㎢で８区の中では５番目、

本市の全面積（726.27 ㎢）の約 13％を

占めています。 

 

②人口・世帯数 

・人口・世帯数ともに中央区に次いで２番

目となっています。2030 年（令和 12 年）

の将来推計人口は約 16 万１千人となる

見込みです。 

・年齢３区分別人口割合の変化について、

2030 年（令和 12 年）推計人口の 15 歳

未満は約 11％、15 歳以上 65 歳未満は約

59％と、減少しますが、65 歳以上は約

30％と増加する見込みです。 

 

③自然 

・日本海に面して長い海岸線を持ち、青山海岸から

四ツ郷屋浜まで延びる砂浜から見える夕日は、西

区のシンボルとなっています。毎年この地で日本

海夕日コンサートが開かれるなど、多くの人々が

夕日に集い、にぎわいます。 

・信濃川、中ノ口川、西川、新川、佐潟、御手洗潟

といった豊かな水辺環境にも恵まれています。特

に、毎年多くの白鳥が飛来するラムサール条約湿

地の佐潟は、四季折々の自然が楽しめるスポット

となっています。 

  

 
 

■人口と世帯数の推移 

ラムサール条約湿地の佐潟 

市街地と田園風景 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 
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（２）現状と課題 －西区－ 

①土地利用 

・西区は、坂井輪地区、西地区、黒埼地区で構成され

ています。 

・市街化区域は、主に越後線沿線や国道８号沿線に連

なっています。市街化区域は、約９割が都市的土地

利用であり、行政施設や介護福祉施設などの公共公

益施設が集積しています。一方で、大学南地区には、

市街化区域に囲まれた市街化調整区域が存在して

います。 

・市街化調整区域は、自然的土地利用が約８割であ

り、そのうち農地が６割以上を占めています。 

・今後の人口減少や少子高齢化を踏まえ、暮らしやす

い地域づくりの必要性が高まっています。良好な自

然環境資産は保全しつつも拠点性を高め、魅力的な

活力あるまちづくりを進める必要があります。 

②産業 

・流通センター及び周辺地域は、新潟西バイパス（国

道 116 号）整備や土地区画整理事業などとともに流

通業をはじめとする商工業が発展してきました。

2020 年（令和２年）に市街化区域へ編入された小新

流通東地区及び的場流通南地区を含め、適切な土地

利用の規制・誘導を行いながら、産業を活かしたま

ちづくりを進める必要があります。 

③交通 

・区の東側には、南北方向に北陸自動車道が通り、新潟西ＩＣや黒埼スマートＩＣがあり

ます。また、東西方向には国道 116 号、西大通りなどの幹線道路が坂井輪地区、西地区

を横断し、南北方向には国道８号が黒埼地区を縦断していますが、その他の地域におい

ては、南北方向の幹線道路が少ない状況にあります。道路網の機能強化に向け、新潟中

央環状道路をはじめとする主要な道路などの整備を推進する必要があります。 

・鉄道は、越後線が運行されています。中央区から坂井輪地区、西地区を横断し、区内に

は７つの駅があります。日中の運行本数は、内野駅以東では 20 分に１本程度ですが、

内野駅以西では１時間に１本程度と少なくなります。また、路線バスは、主に東西方向

の幹線道路を中心に運行されています。路線バスが運行していない地域の移動は、主に

区バスや住民バスが担っています。公共交通の利便性向上に向け、駅やバス停などの環

境改善や接続改善などを推進する必要があります。 

④防災 

・砂丘地帯の後背部から内陸部にかけて低平地が広がっている西区の地勢により、集中豪

雨による浸水被害がこれまで発生している状況を踏まえ、さらなる浸水対策を進める必

要があります。 

  

資料：都市計画基礎調査（H30） 

■区域区分別土地利用の現状 

■公共公益施設の分布状況 
行政施設 

介護福祉施設 

子育て支援施設 

商業施設 

医療施設 

金融施設 

教育施設 

文化・交流施設 

その他施設 

市街化区域 

新幹線 

在来線 

鉄道駅 

IC 

高速道路 

国道・県道 

行政界 

河川 

資料：都市計画基礎調査（H28） 

3.4

64.0

2.3

15.5

45.5

4.8

8.8

0.6

4.6

1.3

35.3

13.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市街化区域

市街化調整区域

農地 他自然地 住宅 商業 工業 その他

94.2％

79.5％

自然的土地利用 都市的土地利用
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（３）区づくりの方向性 －西区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

都市と農村が融合する、 

うるおいの住環境と優れた学術環境に育まれるまち 

 

 

①拠点性の向上 

・坂井輪地区中心部を地域拠点に、越後線各駅の周辺地域一帯と黒埼地区の国道８号の周

辺地域一帯を生活拠点として機能の充実を図りつつ、区の持続的な発展に寄与する都市

機能のあり方について検討していきます。 

 

②都市と農村が融合するまちづくり 

・貴重な田園風景を生み出す南西部の広大な農地は保全を基本としながら、農村部での雇

用機会と人口の維持を図り、都市と農村が融合するまちづくりを進めます。 

・本市の豊かな自然環境を象徴する佐潟などの水辺環境と生態を維持・保全し、潤いと安

らぎの空間の創出に努めます。また、海岸沿いの保安林未整備地域の整備を促進してい

きます。 

 

③産業を活かしたまちづくり 

・新潟西バイパスや北陸自動車道に隣接する流通センターを中心とした地域の産業集積を

活かし、多くの人やモノが行き交い居住する活力あるまちづくりを進めます。 

 

④交通ネットワークの強化 

・新潟中央環状道路、外郭環状道路及び区中心部の骨格となる道路の整備を進めるととも

に国道 116 号新潟西道路の整備促進に取り組み、道路網の機能強化を図ります。また、

ＪＲやバス事業者などと連携し、公共交通の利便性の向上を図ります。 

 

⑤水防対策 

・区民の安心で安全な暮らしを確保するため、農地の多面的機能の維持向上に努めるとと

もに、浸水対策施設の整備による雨水の排出能力の強化や地下浸透などにより雨水流出

の抑制を推進します。 
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＜区づくりの構想図 －西区－＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第５章 区別構想 

132 
 

■西蒲区 

 

（１）区の概要 －西蒲区－ 

①地勢 

・西蒲区は、本市の西部に位置し、面積は 176.57

㎢と８区の中で最も広く、市域の約４分の１を占

めます。 

・地形は変化に富み、市内で唯一、海・山・平野を

併せ持っています。 

・周囲とのつながりは、西は日本海に臨む約 15km

の海岸線、北は西区、東は南区、南は長岡市、燕

市、弥彦村と隣接しています。 

・区内には、200 年に及ぶ大地の改良によって築か

れた蒲原平野が広がっています。 

②人口・世帯数 

・市全体で人口減少が著しい中、西蒲区の減

少率は８区で最も大きくなることが見込

まれています。 

・特に、将来推計人口では、高齢者人口の割

合が 2030 年（令和 12年）に区内の総人口

の約４割に達することに加え、年少人口が

占める割合も８区で最も低くなるなど、少

子・超高齢化が進展すると予測されていま

す。 

・一方で、世帯数は 2020 年（令和２年）時点

で 18,681 世帯と増加傾向にあります。 

③自然・景観 

・西蒲区は、豊かな自然環境と観光資源に恵まれ

ており、風光明媚な越後七浦海岸と角田山や多

宝山などの山々が一体となった美しい地形は

「佐渡弥彦米山国定公園」に指定されています。 

・こうした山々では、春になると貴重な雪割草や

カタクリなどの群生が花を咲かせ、山野草の宝

庫として遠方からも観光客が訪れます。 

・平野部は、信濃川の分流である西川や中ノ口川

が流れ、広大な水田地帯が広がり、稲を天日乾

燥させるために使われた「はざ木」の並木がと

ころどころに残る景観は、美しい日本の原風景 

を思い起こさせてくれます。  

角田山 

 
 

■人口と世帯数の推移 

「はざ木」の前で団らん 

資料：国勢調査（実績は R2。推計は H27 をもとに新潟市推計） 
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老年人口(65歳以上) 年齢不詳

世帯数

実績値 推計値
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（２）現状と課題 －西蒲区－ 

① 土地利用 

・区の約６割は、田・畑・樹園地（57％）など

の農地として利用されています。 

・山林（19％）は８区の中で最も広く、住宅用

地（６％）についても世帯数に比較して広い

面積を有しています。 

・区内には４つの市街化区域が設定されてい

ますが、区民の半数以上（61％）が市街化調

整区域内の既存集落区域に居住していま

す。 

・優れた自然環境を守り育て、暮らし続けてい

ける土地利用を実現する必要があります。 

② 交通 

・区外に向けた幹線交通は、区の中央を南北に

縦断する越後線と、東部を縦断し多数の高速

バスが走る北陸自動車があり、交通結節点と

して巻駅・越後曽根駅・岩室駅の３駅と、大

規模駐車場を備える巻潟東ＩＣが重要な役

割を果たしています。 

・主要な道路は、区の中央を国道 116 号、海 

岸線を国道 402 号がそれぞれ南北方向に通 

り、それらを結ぶ国道 460 号が東西方向に 

通っています。 

・公共交通の利便性向上や幹線道路の整備に 

よる区内交通の充実が必要です。 

③ 産業 

・西蒲区の基幹産業は農業であり、稲作のほか果樹や、沿岸部の砂丘地帯を中心に多様な

園芸作物の生産も盛んです。 

・確かな技術が求められる工業製品の製造を担う多くの事業所や、航空機部品製造の分野

で最先端技術を駆使する特徴ある企業が事業を展開しています。 

・恵まれた自然環境や観光資源を活かした観光も重要な産業です。なかでも岩室温泉は、

本市唯一の温泉街として県内外から多くの観光客が訪れています。 

・地域の魅力をさらに磨き上げ、優位性の高い産業へと発展させることが必要です。 

④ 安全・安心 

・西蒲区には、市街地での浸水害や急傾斜地における土砂災害などが発生する恐れのある

箇所が多いことから、災害リスクを考慮した住まい方への工夫が必要です。 

  

■交通網 

 
 
 
 
 
 

資料：国土数値情報（国土交通省） 

■土地利用現況 

 
 
 
 
 
 

資料：都市計画基礎調査（H30） 
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（３）区づくりの方向性 －西蒲区－ 

 

＜まちづくりの将来像＞ 

豊かな自然、歴史と文化のかおりに満ちあふれ、 

人と人があたたかくつながるまち 

 

 

① 地域拠点の活性化 

・巻駅周辺を地域拠点として機能の充実を図ります。 

 

② 生活拠点の強化 

・岩室、西川、潟東、中之口の各中心部を生活圏の拠点として機能を強化します。 

 

③ 交通ネットワークの形成 

・国道 116 号、国道 460 号の交差地点を中心として、海岸側の国道 402 号及び整備を進め

ている新潟中央環状道路により骨格的な道路ネットワークを形成します。 

・区民生活に必要な公共交通の利便性の向上を図ります。 

 

④ 暮らし続けられるまちの実現 

   ・住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう、既成市街地における都市機能の維持と田園

暮らしの充実に向けた土地利用の展開を図ります。 

・広大な農地の多面的機能の維持向上に努め、基幹産業である農業の振興を図るとともに、

漆山企業団地など、商工業の振興・活性化を図り、定住や雇用の創出につながる施策を

展開していきます。 

・海や山々が一体となった美しい自然環境の保全に努め、角田や岩室温泉などの交流機能

をさらに磨き上げ、本市への観光振興を強化し、交流人口の拡大を図るとともに、移住・

定住促進につなげます。 
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＜区づくりの構想図 －西蒲区－＞ 
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第６章 

 

実現に向けた取り組み 
 

 

 

 

 

本章では、都市計画基本方針が目指す都市の将来像の「実現に向けた取り組み」

として、都市計画分野などにおける取り組みや都市づくりの進展状況の点検・改

善の方策を示します。また、市民・事業者・行政など「多様な主体との連携・協

働」の方向性を示します。 
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６－１ 実現に向けた取り組み 
 

（１）都市づくり推進のための都市計画分野の制度                   

本市ではこれまで、土地利用（都市計画）に関する法令や国の制度などを活用した、以

下の３つの制度により、田園・自然と調和したまとまりある市街地の形成に取り組んでき

ました。 

① 地区環境保全・再生まちづくり制度 

② 郊外土地利用の調整制度 

③ 田園集落づくり制度 

都市計画基本方針が掲げる『市街地と田園・自然の多様な魅力が人をつなぐ多核連携都

市 新潟』の実現を目指し、これらの制度について、より効果的な制度となるよう必要に

応じて見直しを行うなど、適切に運用します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

都市の活力を生み出すため、市街

地の更新や機能強化を促進すると

ともに、暮らしやすさを高めるた

め、身近な住環境の改善・保全を

図ります。 

 

 

市街地形態の適切な維持を図るた

め、市街地周辺部における新たな

開発は、市全体や各区の持続的な

発展に繋がるような、真に必要か

つ質の高い開発に限定します。 

 

 

集落の維持・活性化に繋げるため、

住民主体のルールづくりを支援す

るとともに、建築物の建築制限を

緩和します。 

②郊外土地利用の 

調整制度 

③田園集落 

づくり制度 

図 都市計画分野における土地利用に関する３つの制度 

①地区環境保全・再生 

まちづくり制度 
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① 地区環境保全・再生まちづくり制度 

 
 
 
 
 
市街地においては、都市活力を生み出すため、都心やまちなかの市街地更新や機能

強化を図るとともに、既存の都市ストックや地域の魅力を活かしながら暮らしやすさ

を高めるため、地域住民、事業者、まちづくり団体などと行政の協働のもと、身近な

住環境の保全・改善を図ります。 
 

◆制度のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆制度概要 

○都心をはじめとするまちなかにおいて、高次都市機能の誘導や機能強化など、

市街地の質を高める開発や公民連携の取り組みを進めます。 
☞具体的な取組み例 
・民間事業者による質の高い開発や再開発が促進・誘導されるよう、都市再生特

別地区や高度利用地区などの制度を積極的に活用 
・建築物の建て替えや土地利用転換などにおいて、都市や地域にとって必要な機

能や形態の誘導が図られるよう、望ましい将来の姿を示すビジョンやガイドラ

インを地域住民や民間事業者などと協働で策定・共有 
 

１ 市街地の更新や機能強化を促進させるための取り組み 

【基本的な考え方】 
●市街地の更新や機能強化を促進させることで都市活力を生み出します 
●身近な住環境の保全・改善を図ることで市街地の暮らしやすさを高めます 

２ 身近な暮らしの環境の保全・改善のための取り組み 
 

○地域のまちづくりルールの策定や住環境の保全活動、既存ストックや地域資源

を活用した活性化の取り組みなど、良好な住環境の維持・保全にかかる地域住

民などが主体的に行う取り組みを支援します。 
☞具体的な取組み例 
・地域住民主体による地区計画や高度地区などの策定への支援 
・空き家や公共的空間などの既存ストックを有効活用する取り組みへの支援 
 
 

（イメージ） 

新潟駅南口第ニ地区 新潟都心の都市デザイン 

（イメージ） 

古町通７番町地区 
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② 郊外土地利用の調整制度 

 
 
 
 
本市はこれまで、市街地規模を維持することを基本とし、市街地の拡大を伴う新た

な開発については、事業実施の確実性があり、市全体・各区の持続的な発展につなが

る質の高い開発に限定するよう努めてきました。 
今後の都市づくりは、これまで築いてきた広大で美しい田園環境と都市基盤を土台

に、持続的に発展するコンパクト・プラス・ネットワークの実現に取り組む必要があ

ります。 
そのため、これまで以上に市街地拡大を抑制することを基本としつつ、市街地の拡

大を伴う新たな開発については、雇用や交流人口の創出、地域の拠点施設の機能強化、

持続可能な公共交通ネットワークの形成、防災・防犯力の向上、環境に配慮した取り

組みなど、市全体や各区が抱える課題解決や機能向上につながる真に必要かつ質の高

い開発を適切に判断した上で実施します。 
 

◆郊外土地利用の調整制度の進め方 

 

 

 

 

 

 

  

郊外土地利用の調整制度 

【基本的な考え方】 
●市街地拡大は抑制することを基本としつつ、これまで以上に真に必要かつ質の高い

開発のみに限定します 

・開発用途ごとに本市のまちづくりへの整合性など、基本となる考え方を踏まえ

た詳細な評価基準を設定します。 
・開かれた手続きにより、個々の開発計画について詳細な基準に基づき評価し、

開発計画の適否を判断します。 
・真に必要かつ質の高い開発のみ都市計画の手続きを進めます。 

都市計画の手続へ 

（市＋関係機関） 

※真に必要となる開発 

開発計画の作成 

（事業者） 

適否判断 

（市） 

 

 

 
意見照会 

（都市計画審議会） 

【適否判断の考え方】 

・主に以下の事項について「評価基準」を定め、適否の判

断を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価基準については、社会経済情勢の変化などにより 

必要に応じて見直します。 

① 開発の必要性 

上位計画などとの整合性や市全体・各区の課題解

決・機能向上につながるかを確認 

② 周辺土地利用を踏まえた位置・規模などの妥当性 

都市と農業環境への影響、防災対策を確認 

③ 権利者の同意状況などの事業の確実性 

関係機関との事前相談の状況、事業実施の方法や体

制を確認 
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③ 田園集落づくり制度 

 
 
 

 

農業の厳しい経営環境などに加え、農村集落は少子・高齢化の進展や担い手不足な

どにより、その維持が難しい状況にあります。また、農地の適正な管理は浸水被害の

軽減といった防災・減災や新潟らしい田園風景の形成につながるなど、都市づくりの

上でも大きな意義があります。 
そのため、安全・安心な食料の供給と収益性の高い農業の確立などの農政分野の振

興策とともに、農村集落内及び隣接する地区においては、その維持・活性化に資する

など、一定の条件を満たす場合には、建築条件の緩和や地区計画による開発を可能と

することで、農村集落の維持・活性化を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆制度の概要 

【基本的な考え方】 
●農村集落の定住人口や就業の場を増やし集落の維持・活性化につなげます 
●市街化調整区域の原則は保持し、無秩序な市街化は防止します 
●農用地区域においては農業振興を基本とします 

【制度１】 
農村集落における住宅などの 

建築許可要件の緩和 
 

土地利用を緩和する条例を制定 
↓ 

集落内や既存宅地において 
住宅などの建築が可能 

【主な制度】 
制度１ 農村集落における住宅などの建築許可要件の緩和 
制度２ 農業振興に資する建築物の建築 
制度３ 集落に隣接する宅地などの地区計画による開発 

緩和する区域① 
概ね 50 戸以上の家屋
で構成される集落 

原則、農用地区域は、 

含めないものとします。 

【制度３】 
集落に隣接する宅地などの 

地区計画による開発 
 

地元住民が主体となって、 
 まちづくりの計画案をとりまとめ 

↓ 
都市計画法の「地区計画」を決定 

↓ 
開発を伴う住宅などの建築が可能 

緩和する区域② 
区域区分（線引き）した際、
既に宅地であった土地 

規模は必要最小限の 
範囲とします 

原則、農用地区域は、 
含めないものとします。 

【制度２】農業振興に資する建築物の建築 
 

農業振興に資する建築物の「許可基準」を制定 
↓ 

「直売所」や「農家レストラン」の建築が可能 

市街化 

調整区域 田園集落 
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（２）主要なプロジェクト                           
 

都市計画基本方針に関連するテーマごとに、本市で取り組んでいる主要なプロジェクト

（取り組み）を紹介します。 

 
 

表 主要なプロジェクト 
テーマ 概要 

都心のまちづくり 
（にいがた２ｋｍ） 

都心エリア（にいがた２ｋｍ）において、高次都市機能の集積や

魅力の創出、賑わいづくりを公民連携で取り組むことで、「緑あふ

れ、人・モノ・情報が行き交う活力あるエリア」を創造し、「本市

経済・産業の発展をけん引する成長エンジン」としていく取り組

みを推進します。 

未来へつなぐ 
公共交通 

公共交通による移動の利便性や快適性を高め、自動車とのバラン

スや環境負荷に配慮した交通への取り組みを進めることで、持続

可能な交通体系の確立を目指します。 

鳥屋野潟 
プロジェクト 

豊かな自然を残し、高速道路網の結節点に位置する鳥屋野潟周辺

地区において、自然環境の保全や周辺の総合的な整備を図ること

で、自然・田園と融合する新潟らしい新たな都市活動の拠点を形

成します。 

人中心の 
まちづくり 

都心やまちなかにおいて、公・民の公共的空間をウォーカブルな

人中心の空間へ転換し、公民協働しながら「居心地が良く歩きた

くなるまちなか」を形成します。 

持続可能な 
まちづくり 

人口減少や本市の厳しい財政状況などを踏まえ、公共施設・イン

フラ資産について効率的な管理・利活用を図り、持続可能なまち

づくりを目指します。 

農村集落の振興 
農業の振興、集落環境や景観の保全、都市と農村の交流促進、適

正な土地利用誘導などの取り組みを総合的に行うことで、生活の

豊かさの向上と集落の維持・活性化を図ります。 
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都心のまちづくり（にいがた２ｋｍ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○新潟都心の都市デザイン 

○新潟都心地域 地域整備方針 

概 要 

関連計画等 

主な取り組み 

 

○新潟の「食と花」の魅力発信 

○「儲かる農業」の推進 

○新たな価値やビジネスが創出される環境づくり 

○観光資源を活かした交流人口の拡大 

都心と８区の魅力・強みのコラボレーションによる新たな価値の創造 

目 的 都心エリア（にいがた２ｋｍ）において、高次都市機能の集

積や魅力の創出、賑わいづくりを公民連携で取り組むこと

で、「緑あふれ、人・モノ・情報が行き交う活力あるエリア」

を創造し、「本市経済・産業の発展をけん引する成長エンジ

ン」としていく取り組みを推進します。 

都心のまちづくり基本方針（３本の柱）に基づく取り組みを

進める。 

○人・モノ・情報の中心拠点となる稼げる都心づくり 

○都心と８区の魅力・強みのコラボレーションによる 

新たな価値の創造 

○居心地が良く、市民が主役になるまちづくり 

 

○都市機能の更新・充実に向けた都心部の再開発促進 

○戦略的な企業誘致の推進 

○産業ＤＸ、ＩＣＴ推進の先進エリアとしての取り組み強化 

○歴史・文化・スポーツを通じた賑わい創出 

○観光資源を活かした交流人口の拡大 

人・モノ・情報の中心拠点となる稼げる都心づくり 

 

○信濃川やすらぎ堤の魅力を十分に活かした賑わいの創出 

○くつろげる歩いて楽しい緑豊かな都市空間の実現 

○都心における各エリアの特性を活かした良好な都市景観の形成 

居心地が良く、市民が主役になるまちづくり 
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参考図 都心のまちづくりのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

人・モノ・情報の中心拠点となる稼げる都心づくり 

①都心部の 
再開発促進 

②戦略的な企業 
誘致の推進 

③産業ＤＸ、ＩＣＴ推進の 
先進エリアとしての取組強化 

⑤観光資源を活かした 
交流人口の拡大 

居心地が良く、市民が主役になるまちづくり 

①都心の水辺空間の魅力を 
十分に活かした賑わいの創出 

②くつろげる 歩いて楽しい 
緑豊かな都市空間の実現 

③エリアの特性を活かした 
良好な都市景観の形成 

都心と８区の魅力・強みのコラボレーションによる新たな価値の創造 

①「新潟の食と花」の魅力発信 ②儲かる農業の推進 ③新たな価値やビジネスが 
創出される環境づくり 

④歴史・文化、スポーツ 
を通じた賑わいの創出 
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未来へつなぐ公共交通  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○都心方面を結ぶ公共交通の利用促進に向けたサービス強化 

○広域交通拠点と二次交通が連携した主要エリア間のアクセス・周遊性強化 

○交通結節点の機能強化とユニバーサルデザインに基づく整備の推進 

 

○地域のまちづくりと連携した区内公共交通網の形成 

○多様なライフステージの方のニーズに応じた交通手段の活用 

○公共交通等の利用促進に向けた情報共有や意識啓発の強化 

概 要 

 
○土地利用と連携した基幹公共交通軸の形成 

○多様な手段による回遊性向上と結節強化 

○民間活力による新技術等の導入 

関連計画等 

○都心や広域交通拠点などをつなぐ、多核連携型の都市を支

える公共交通サービスの向上や交通結節点の強化 
○地域に根差した持続可能な公共交通の実現 
○都心のまちづくりと連携した、多様な交通環境の構築 

多核連携型の都市を支える公共交通の強化・充実 

地域に根差した持続可能な公共交通の実現 

都心における多様な交通環境の整備 

目 的 公共交通による移動の利便性や快適性を高め、自動車とのバ

ランスや環境負荷に配慮した交通への取り組みを進めるこ

とで、持続可能な交通体系の確立を目指します。 
 

主な取り組み 

○にいがた都市交通戦略プラン 

○新潟市地域公共交通計画 
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参考図 未来へつなぐ公共交通のイメージ 
 
 
 
  

（仮称）上所駅 
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○鳥屋野潟公園の整備 

○鳥屋野潟の護岸整備とあわせた遊歩道整備 

○鳥屋野潟南部開発計画 

○鳥屋野潟総合整備計画 

主な取り組み 

鳥屋野潟プロジェクト 

目 的 

 

○周辺環境と調和した都市機能の集積 

○立地特性を活かした交流機能などの強化 

概 要 

関連計画等 

豊かな自然を残し、都心に近接し高速道路網の結節点に位置

する鳥屋野潟周辺地区において、自然環境の保全や周辺の総

合的な整備を図ることで、自然・田園と融合する新潟らしい

新たな都市活動の拠点を形成します。 

○医療福祉、文化・教育、スポーツ・憩い、交流・にぎわい

施設等の高次都市機能を集約的に配置し、複合的機能を有

する新たな拠点の形成 
○鳥屋野潟及び周辺田園地域の環境を活かした憩いの空間

整備を行い、自然とふれあえる場づくり 

自然とのふれあい空間づくり 

高次都市機能を有する複合拠点の形成 
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参考図 鳥屋野潟プロジェクトのイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ゾーン名 面積 土地利用の内容

ウェルネスゾーン 37ha
市民病院を核に、関連施設の配置を行い、良好な療養環境の確保と快適

な空間の形成を図るゾーン

国際・文化教育ゾーン 86ha 文化・国際交流・人材育成・研究開発等の機能を取り込んだゾーン

総合スポ—ツゾーン 93ha スポーツ・ヘルス機能等で構成するゾーン

住居・交流拡大ゾーン 54ha
周辺環境と調和した良好な住宅地や、恵まれた立地を活かした交流拡大・

発信機能等を配置するゾーン

合計 270ha
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○道路空間や公園、民間のオープンスペース、水辺空間など、

公・民の公共的空間の有効活用を図り、緑と賑わいあふれ

る居心地のよいウォーカブルな空間へ転換 
○多様な人々の出会い・交流を通じたイノベーションの創出

や人間中心の豊かな生活を実現し、市内外の多様な人材、

関係人口をさらに惹きつける好循環を創出 

目 的 

主な取り組み 

人中心のまちづくり 

都心やまちなかにおいて、公・民の公共的空間をウォーカブ

ルな人中心の空間へ転換し、公民協働しながら「居心地が良

く歩きたくなるまちなか」を形成します。 
 

○新潟都心の都市デザイン 

○区ビジョンまちづくり計画 

 

○居心地がよく歩きたくなる緑豊かな空間づくり（東大通、旧新潟駅前通周辺

など） 

○景観計画特別区域指定などによる良好な景観形成の推進 

○まちなかの既存公園の再整備や民有地緑化への支援など、公共施設やオープ

ンスペースでの緑の創出・演出 

概 要 

 

○信濃川やすらぎ堤の利活用による魅力と賑わいの創出（ミズベリングなど） 

○歩行者利便増進道路（ほこみち）制度などによる道路空間利活用の推進 

○公園などの公共空間における民間活力を導入した利活用の推進 

○公開空地の利活用の促進 

関連計画等 

 
○公民連携エリアプラットフォームの構築（新潟駅・万代地区周辺など） 

○エリアマネジメントの導入 

人中心のまちなかへのリノベーション 

まちなか空間の多様な利活用の促進 

公民連携による取り組みの推進 
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参考図 人中心のまちづくりのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



第６章 実現に向けた取り組み 

150 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な取り組み 

○公共施設について、需要に見合った施設規模での更新や集

約化、多機能化などを進め、サービス機能を出来るだけ維

持しながら総量を削減 
○インフラ資産について、計画的・効率的な維持管理や更新、

長寿命化などを図りながら、必要な機能を維持・確保 

目 的 人口減少や本市の厳しい財政状況などを踏まえ、公共施設・

インフラ資産について効率的な管理・利活用を図り、持続可

能なまちづくりを目指します。 

 

○市民との丁寧な議論を重ねながら、集約化・複合化などによる公共施設の再

編を推進（地域密着施設は「地域別実行計画」の策定を加速） 

○メンテナンスサイクルの構築と適切な保全により施設を長寿命化 

○運営の効率化・省略化などの経営改善による、各公共施設の運営費削減 

 

○橋りょう、トンネル、横断歩道橋など主な道路施設については、５年に１回

の定期点検により損傷を的確に把握して計画的な補修を実施し、将来的には

予防保全的な維持・補修による長寿命化を推進 

○舗装、道路照明などについては、施設の状況に応じた定期点検により損傷を

的確に把握して計画的な補修を実施 

○下水道については、ストックマネジメントによる予防保全型の維持管理によ

り、施設の統廃合を含む計画的な改築と効率的な施設管理を図ることで、下

水道施設の機能を確保 

○公園については、定期的な点検を踏まえた公園施設長寿命化計画に基づき、

計画的な修繕・更新を実施し、コストの平準化に努めながら長寿命化を図る

ことで、安全・安心な公園づくりを推進 

公共施設のマネジメント 

インフラ資産のマネジメント 

持続可能なまちづくり（財産経営） 

概 要 

○新潟市財産経営推進計画 

○新潟市橋梁長寿命化修繕計画、新潟市トンネル長寿命化修繕

計画、新潟市道路附属物等個別施設計画 

○第二次新潟市下水道中期ビジョン 

関連計画等 
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○農村集落における、住民主体によるまちづくり計画の策定

への支援や住宅などの建築許可に関する要件の緩和 
○計画に基づいて、各種の事業や活動を通じて活性化を図る

とともに、美しい農村集落景観を保全・継承 
○市民農園の展開や農作業支援、農村環境保全の共同活動な

どにより、都市住民と農業・農村との交流を促進 

○新潟市農業構想 

○新潟市農村環境計画 

農村集落の振興 

目 的 

概 要 

主な取り組み 

関連計画等 

農業の振興とともに、集落環境や景観の保全、都市と農村の

交流促進、適正な土地利用誘導などの取り組みを総合的に行

うことで、生活の豊かさの向上と集落の維持・活性化を図り

ます。 

 

○集落住民が主体となって取り組むまちづくり計画策定などへの支援 

○農村集落における住宅などの建築許可要件の緩和 

 

○農村体験・交流施設整備、直売所整備などに関する支援 

○歴史的な建造物、農村景観などの保全・継承に関する支援 

○新潟暮らしや農村暮らしなどの魅力発信 

 
○市民農園や農業体験、農作業支援の展開 

○農村環境の保全などの共同活動支援 

田園集落づくり 

農村の活力向上と環境改善 

都市住民の農業・農村との交流促進 
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（３）都市づくりの進展状況の点検と改善                    

 

（ａ）進展状況の把握・点検 

目指す都市の姿に向けた都市づくりの着実な推進を図るため、その進展状況の点検につ

いては、「都市全体の構造的な視点」と、「市民の暮らしやすさの視点」の２つの視点から

行います。 
都市全体の視点からは、目指す都市の姿である『市街地と田園・自然の多様な魅力が人

をつなぐ多核連携都市 新潟』の実現に向けた進捗状況について都市計画基礎調査や各種

統計調査に基づく統計情報により評価するほか、暮らしやすさの視点からは、市民満足度

調査による評価を行うなど、都市づくりの進展状況について総合的に点検を行います。 
なお、都市づくりの進展状況の点検については、都市計画基礎調査などの各種統計調査

の実施サイクルを考慮し、概ね５年ごとに実施することを基本とします。 
そのほか、身近な地域レベルの暮らしやすさの点検については、区や地域によって課題

や点検項目などが異なると考えられることから、地域住民との連携・協働により策定する

「（仮称）区づくり都市計画プラン」などに基づき、よりきめ細かい身近な地域レベルの視

点から、地域特性に応じた評価・点検を行うことを検討します。 
 
  図 都市づくりの点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（ｂ）点検結果に基づく見直し・改善 

都市づくりの進展状況の点検結果に基づき、都市づくりの方針や施策の評価・検証を行

うとともに、本市を取り巻く社会経済情勢の変化、上位・関連計画の策定・改定などを踏

まえて、必要に応じて見直し・改善を図ります。また、見直し・改善にあたっては、目指

す都市の姿を踏まえたバックキャスティングの手法も意識した検討を行います。 

都市づくりの進展の把握・点検 

【都市全体の構造的な視点】 

目指す都市の姿の実現 

に向けた進捗状況 

【暮らしやすさの視点】 

暮らしやすさの現状に対する 

満足度 

統計情報などによる点検 
＜点検項目（例）＞ 
・人口動態、居住の状況 
・土地利用の状況 
・都市機能や産業の状況 
・公共交通の状況 など 

市民の満足度などによる点検 
＜点検項目（例）＞ 
・日常生活サービス、 

移動・アクセス、 
安全・安心、 
住環境      など 
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６－２ 多様な主体との連携・協働 

 

（１）多様な主体との連携・協働によるまちづくりの考え方            

 
  多様化・複雑化する都市の課題や市民ニーズに対して、きめ細かなまちづくりを推進し

ていくためには、行政だけでなく、地域住民、ＮＰＯ、大学、民間事業者などの多様な人々・

団体がそれぞれの強みを活かし、適切に役割分担をしながら連携・協働して取り組んでい

くことが重要です。 
  また、人口減少が進む中、都市における様々な課題に対応するためには、単独の市町村

で取り組むのではなく、周辺市町村や国・県などと連携して取り組むことが効果的であり、

都市整備分野のみならず経済・福祉・防災・環境など様々な分野で横断的に取り組むこと

が重要です。 
 
 
（２）連携・協働の取り組み方針                        

 
（ａ）情報発信と参画の促進 

①情報の公開・発信 

市民やＮＰＯ、民間事業者などによるまちづくりの手がかりやきっかけとなるよう、

都市の現状や取り組みの効果など、まちづくりを推進するために必要な情報の公開と

分かりやすい発信に努めます。 

②まちづくりへの市民参画の促進 

広く市民がまちづくりについて「自分ごと」として興味・関心を持ち、地域のまち

づくりに積極的に参画できるよう、まちづくりに関する講座の開催、参画の仕組みや

機会づくり、情報発信に取り組みます。 
 

 

（ｂ）身近なまちづくりの推進 

①区を中心としたまちづくりの推進 

身近な生活に関わるまちづくりは、区を中心として、地域の課題や現状を熟知して

いる区民などとの連携・協働により、地域特性を活かした取り組みを推進します。 

②地区レベルのまちづくりの推進 

まちづくりを支えるための技術的な支援、ルールづくり・計画づくりの仕組みなど

を通して、住環境の維持・改善、良好な景観の形成、安全・安心の確保、歴史的な資

産を活かしたまちづくりや集落の維持・活性化といった、地域住民に身近な地区レベ

ルでのきめ細かいまちづくりを進めていきます。 
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（ｃ）まちづくりにおける連携と協働の環境づくり 

①人材の育成 

市民や事業者主体のまちづくりを効果的・持続的に推進するため、ＮＰＯなどと協

働しながら、様々な分野・地域におけるまちづくりのリーダーや実践者となれる人材

を育成します。 

②多様なネットワークづくり 

まちづくりを総合的・効果的に推進するため、イベントや講習といった様々な機会

を活用して、まちづくり団体、市民団体、ＮＰＯ、民間事業者、研究機関など、まち

づくりに関わる人々の恒常的な交流や協働を促すネットワークや仕組みづくりに取り

組みます。 
 
 
 
 



用語集 

参考－1 
 

用語集 

 

 

あ行   

イノベーション 
物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい

活用法」（を創造する行為）のこと。 

インバウンド需要 訪日外国人による消費需要。 

インフラ 
インフラストラクチャーの略で、道路や橋りょう、上下水道や港湾など、

公共的・公益的な設備や施設、構造物のこと。 

ウォーカブルな 

まちづくり 

ウォーカブルは、「歩く」の ”walk”と「～できる」の ”able”を組み

合わせて作られた「歩くことができる、歩きやすい」という意味で、民間

投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成するま

ちづくりのこと。 

エリアマネジメント 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・

事業主・地権者等による主体的な取り組み。又は、特定のエリアを単位に、

民間が主体となって、まちづくりや地域経営(マネジメント)を積極的に行

おうという取り組みのこと。 

オープンスペース 
道路や広場などの公共施設及び民間施設における公開空地や広場などの公

共的空間。 

か行   

ガストロノミー 

ツーリズム 

食や農とさまざまな地域資源を結び、美味しいを提供するだけでなく、そ

の背景にある食材や調理方法、関係産業や自然、歴史、芸術文化など地域

の魅力を一体的に体験できる観光形態。 

基幹公共交通軸 
都心部を中心に主要な拠点（新潟駅、県庁、市役所、市民病院など）を結

ぶ公共交通の軸。 

緊急輸送道路 

災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊

急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や一般国道及び

これらを連絡する幹線的な道路。 

区域区分 

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域につ

いて、市街化を促進する市街化区域と、市街化を抑制する市街化調整区域

に区分すること。「線引き」とも言われる。 

区自治協議会 
新潟市が目指す分権型政令市を実現し、市民と行政との協働によって、住

民自治の推進を図るために、各行政区に設置する市長の附属機関。 

区バス 

政令指定都市移行による区制導入に伴い、区役所への移動など新たに生じ

る移動ニーズなどに対応することを目的に、区が運行計画を立案し、交通

事業者に委託して運行するバス。 



用語集 

参考－2 
 

建築協定 

建築基準法に基づく制度で、魅力ある住宅街や利便性の高い商店街などを

つくるため、建築物の用途や規模などに関する地域独自のルールを地域住

民同士で定める制度。 

広域交通拠点 
駅や港湾、空港など、市や県をまたぐ広域的な交通ネットワークを有する

拠点のこと。 

高次都市機能 
商業・業務、教育・文化、福祉・医療などの都市機能のうち、広域の人々

を対象として、質の高いサービスを提供する機能のこと。 

交通結節点 
異なる交通機関や路線などを相互につなげる、乗り換え・乗り継ぎ機能を

持つ施設のことで、具体的には鉄道駅、バスターミナル、駅前広場など。 

高度地区 

都市計画法に基づく地域地区の１つで、市街地内の環境維持、または土地

利用の増進を図るために、建築物の高さの最高限度または最低限度を定め

る地区。用途地域に重ねて指定する。 

合流式下水道 汚水と雨水を同一の管渠で集め下水処理場で処理する方式の下水道。 

小型モビリティ 
自動車よりもコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な

移動手段となる１人から２人乗り程度の車両。 

国際拠点港湾 国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるもの。 

コンパクト・プラ

ス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進むなか、地域の活力を維持するため、住宅及び医療、

福祉、商業など生活に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に

関する施策を講じることにより、コンパクトなまちづくりを実現するもの。 

さ行   

再生可能エネルギー 

太陽光、風力、水力、地熱及びバイオマス（動植物由来の有機物）など、

自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総称。枯渇

しない、どこにでも存在する、ＣＯ２を排出しない、などの特徴がある。 

里潟 里山と同じように人との関わりが深く、人と恵みを享受し合う潟。 

里山 人里近くにある、生活に結びついた山。 

シェアサイクル 
複数のサイクルポート（貸出・返却拠点）を設置して、どこのサイクルポ

ートでも自転車の貸出・返却が自由に行えるシステムのこと。 

住民バス 
公共交通空白・不便地域において、地元住民組織が主体となって運営・運

行するバス。 

循環型社会 天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減された社会。 

スマートシティ 

ＩＣＴなどの新技術を活用し、都市や地域の機能やサービスを効率化・高

度化し、都市や地域の抱える諸課題の解決を図るとともに、快適性や利便

性など新たな価値を創出する、持続可能な都市又はその取り組みのこと。 

スマート農業 ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ など先端技術を活用する農業のこと。 

ゼロカーボンシティ 
脱炭素社会に向けて、2050 年までにＣＯ２の排出量を実質ゼロにすること

を目指す旨を表明した地方自治体。 
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た行   

脱炭素型のまちづ

くり 

地球温暖化の原因となるＣＯ２などの温室効果ガスの排出を防ぐために、石

油や石炭などの化石燃料から脱却し、太陽光やバイオマスなどの再生可能

エネルギーの利用を進めるなど、都市全体として低炭素化する持続可能な

まちづくりの取り組み。 

田んぼダム 

水田の排水ますの断面積を縮小し、大雨時に雨水が田んぼに一時的に貯留

されることで、排水路の流量を抑え、洪水被害を軽減することができる仕

組みのこと。  

地域公共交通会議 
道路運送法に基づき、地域の実情に即した輸送サービスについて協議する

ため、関係行政機関、交通事業者、住民代表から構成される組織。 

地域地区 

都市計画法に基づく制度の１つで、都市計画区域内の土地に対し、合理的

な利用を図るために、その利用目的によって区分し、建築物などに対する

ルールを決めること。具体的には用途地域、高度地区などがある。 

地域の茶の間 
子どもから高齢者、障がいの有無にかかわらず、誰もが気軽に集まり交流

することができる地域の居場所。 

地区計画 

都市計画法に基づく制度の１つで、建築物の用途や規模などについて、地

区の特性に応じたきめ細やかなまちのルールを定め、計画的により良いま

ちへと誘導していくための制度。 

長寿命化 
適切な保全を行うことで、公共施設やインフラ資産を長期にわたり安全か

つ快適に使用できるよう維持すること。 

低未利用地 用途に供されていない空き地、空き家・空き店舗の存する土地等のこと。 

デジタルトランス

フォーメーション

（ＤＸ） 

ＩＴの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる、と

いう概念で、「企業がテクノロジーを利用して事業の業績や対象範囲を根

底から変化させる」という意味合いで用いられる。 

都市機能 

都市の持つ様々な機能やサービスのことで、商業、業務、工業、居住など

の機能及びそれらを支える交通、ライフラインなどの機能に加え、教育、

文化、娯楽、行政など、都市におけるあらゆる社会経済活動に対応する機

能の総称。 

都市基盤 
道路、公園、上下水道など、社会・経済・産業などの都市活動を維持し、

発展を支える基幹的な施設・設備のこと。 

都市計画区域 
都市計画法に基づき、一体的な都市として整備、開発及び保全する必要が

ある区域として、都道府県知事が指定する地域のこと。 

都市再生緊急整備

地域 

都市再生特別措置法に基づき、都市の再生の拠点として、都市開発事業な

どにより緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、政令で

指定されるもの。 

都市ストック 
時代を超えて利用できる社会的資産。道路、河川、公園、建築物などとそ

れらによって作られた都市空間のこと。 
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な行   

にいがた２ｋｍ 

（ニキロ） 
新潟駅周辺・万代・古町をつなぐ約２ｋｍの都心軸周辺エリアの呼称。 

二次交通 
鉄道主要駅や空港等（一次交通）の交通拠点と目的地とを結ぶ交通アクセ

スのこと。 

日本海国土軸 日本海沿岸地域を貫く都市・産業・交通などの有機的なつながりのこと。 

ニューノーマル 
社会に大きな変化が起こり、変化が起こる以前とは同じ姿に戻ることがで

きず、新たな状況、常識が定着すること。 

は行   

パークアンドライド 
自家用車などを最寄りの鉄道駅やバス停留所に設けられた駐車場に停め、

公共交通機関に乗り換えて目的地に向かう方法。 

バイオマス資源 
木材、海草、生ごみ、紙、動物の糞尿、プランクトンなど、再生可能な生

物由来の有機性資源で、化石資源を除いたもの。 

ハザードマップ 
自然災害による被害の軽減や防災対策を目的として、自然災害による被害

予測の範囲や避難場所などの位置を表示した地図のこと。 

はざ木 
刈り取った稲を乾燥させるために田んぼに沿って植えられている樹木のこ

と。 

バリアフリー 
高齢者や障がい者が社会生活をしていくうえでバリア（障壁）となるもの

を除去するという考え方 

ビオトープ 

生命（バイオ ”bio”）と場所（トポス ”topos”）の合成語。生物の生

息空間のことで、その地域に住むさまざまな生き物が地域固有の自然生態

系を構築している空間のこと。 

ファシリティマネ

ジメント 

ファシリティ（土地や建物など施設とその環境）を総合的に企画・管理・

活用する経営活動。ファシリティを把握し，経営的視点による最適化を図

り、経営資源として有効活用していく経営管理活動。 

ま行   

ミッシングリンク 幹線道路などの未整備区間で、途中で途切れている区間のこと。 

もぐり橋 
構造上の理由で、洪水時に水没し通行不能になる橋りょうのこと。新潟市

秋葉区と南区を結ぶ、小須戸橋などが該当する。 

モビリティマネジ

メント 

「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩などを含めた多様な交

通手段を適度に（＝賢く）利用する状態」へと少しずつ変えていく一連の

取り組み。 

や行   

屋敷林 

風や雪を防ぐため、家の周りに作られた人口の林群のことで、屋敷の外縁

に沿ってつくられるものは主に境界を区分するとともに防砂、防火などの

防災効果も持っている。 
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ユニバーサルデザ

イン 

年齢、性別、国籍、障がいの有無など、個人のさまざまの違いに関わりな

く、より多様な人々が使えることをあらかじめ念頭に置いて道具や環境を

デザインしようとする考え方。 

予防保全 

点検や記録整備により状況を把握し、公共施設やインフラ資産の部分ある

いは部品に不具合・故障が生じる前に、部分あるいは部品を修繕もしくは

交換し、性能・機能を所定の状態に維持する保全の方法のこと。 

ら行   

ライフサイクル 

コスト 

公共施設やインフラ資産などの構造物の企画設計段階、建設段階、運用管

理段階及び解体再利用段階の各段階にかかる費用総計のこと。 

立地適正化 

公共交通の充実と連携しながら、生活サービス機能の計画的な配置、人口

密度の維持などにより、将来にわたり持続可能な都市構造の実現を図ろう

とするもの。 

リノベーション 
革新、刷新などの意味で、既存の施設や機能に新たな要素を加え、従来の

性能を向上させることで新たな付加価値を生み出す手法のこと。 

流域治水 

気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえた対策をより一

層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河

川等の氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる

関係者が協働して水災害対策を行う考え方のこと。 

緑地協定地区 

健康で文化的な住宅地の生活環境を確保するために、住民全員の賛同のも

とに、樹木の種類や植栽場所などのルールをつくり、区域内における緑地

の適正な保全と緑化の推進を図る協定が締結された地区。 

列島横断軸 太平洋国土軸と日本海国土軸を結び日本列島を横断する国土軸。 

英数字   

５Ｇ 

第５世代移動通信システム（５th Generation）のこと。 

４Ｇに続く国際電気通信連合が定める規定ＩＭＴ-2020 を満足する無線通

信システム超高速、超低遅延、多数同時接続が可能になる。 

ＤＩＤ 

「Densely Inhabited Districts」の略で、人口集中地区。国勢調査におい

て設定される統計上の地域で、人口密度が 40 人/ha 以上の基本単位区が互

いに隣接して、合計人口が 5,000 人以上となる地域のこと。 

ＩＣＴ 
「Information and Communication Technology」の略で、情報や通信に関

する技術の総称。 

ＭａａＳ 
「Mobility as a Service」の略で、複数のモビリティ（移動）を１つのサ

ービスとして捉え、円滑につなぐ新たな移動サービスのこと。 
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ＭＩＣＥ 

企業などの会議（Meeting）、企業などが行う報奨・研修旅行（Incentive・

Incentive Travel）、国際機関・団体、学会などが行う国際会議（Convention）、

展示会・見本市・イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、

これらのビジネスイベントの総称。 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標「誰一人取り残さな

い（leave no one behind）」のことで、持続可能でよりよい社会の実現を

目指す世界共通の目標。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合

意した「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の中で掲げられた。

2030 年を達成年限とし、17 のゴールと 169 のターゲットから構成されて

いる。 

Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合さ

せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心

の社会（Society）のこと。 

ＵＩＪターン 

以下の３つの人口還流現象の総称。 

Ｕターン現象:地方から都市へ移住したあと、再び地方へ戻ること。 

Ｉターン現象:地方から都市へ、または都市から地方へ移住すること。 

Ｊターン現象:地方から大規模な都市へ移住したあと、地方近くの中規模な

都市へ移住すること。 

 


